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第33回 福岡県公民館大会に寄せて

福岡県公民館連合会会長鑓水速太

本日、乙乙 !C、県内各地から関係者多数の御参加を得て、乙のように盛大iζ

第33回大会を開催できます ζ とは、ひとえに関係者各位の御熱意と御協力の賜

と深く感謝申し上げます。

さて、近年の急激な社会の変化!C対応する教育の制度として、生涯教育が提

唱されて久しくなりますが、市町村における生涯教育推進への取り組みは、い

まだ不十分といわざるを得ない状況だと思います。

福岡県教育委員会では、本年 2月 「福岡県生涯教育推進会議Jの設置がなさ

れ、 「福岡県における生涯教育推進構想J策定への具体的実践が始まっていま

す。乙の乙とは、市町村でも早急!C取り組む必要があるのではないかと考えま

す。しかも、市町村における生涯教育を推進する中心的拠点は、何といっても

公民館であります。その意味から、教育機関としての公民館の果たす役割 ・機

能は一層重要なものにな ってくると考えます。

具体的には、地域住民への学習機会の提供や学習情報が提供できる学習情報

センターとして、また、学習内容や方法等に関する相談iζ応じられる学習相談

センターとしての機能を備えることなどが、生涯教育時代!C即応する公民館の

あり方として、必要不可欠な実践だと考えます。

本大会では、 「生涯教育推進の拠点になる公民館のあり方を考える」をテー

マにかかげ、研究協議をする乙と !Cしました。皆様方の積極的な討議iとより、

今後の公民館のあり方を模索していただきます乙とを期待してやみません。

最後になりましたが、本大会の開催を快よくお引き受けいただいたばかりで

なく、終始熱心!C御協力を賜りました筑豊地区の関係者の方々に、心より感謝

申し上げまして巻頭のごあいさつといたします。
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1.趣
ヒ=レ
日

第33回 福岡県公民館大会開催要項

今日の激しい社会の変化に対処するために、また、各人の自己の充実や生活の向上を図るため

に、人びとはあらゆる機会を通してたえず学習していく必要があり、その意味から人びとの生涯

にわたる学習機会を提供する公民館11:寄せられる期待はますます高まっているといえる。

しかしながら、公民館類似施設の増加や民間教育産業の隆盛等に伴い、また、行政における財

政事情の悪化や専門職員不足等に伴い、公民館の存在は不安定になり、その機能の見直しの必要

性がでできている。

そ乙で、県下公民館関係者が一堂lζ会し、県内公民館の実態を見直し、生涯教育推進の拠点に

なるための公民館の管理 ・運営や事業活動の効果的なあり方について討議を深め、もって公民館

の振興発展に資する。

2.大会テーマ

「生涯教育推進の拠点になる公民館のあり方を考える」

3.主催

福岡県公民館連合会、福岡県教育委員会、飯塚市教育委員会、山田市教育委員会、

嘉穂郡各町教育委員会、嘉穂郡社会教育振興協議会

4.後援

福岡県、飯塚市、福岡県市長会、縞岡県町村会、福岡県市町村教育委員会連絡協議会、福岡県

社会教育委員連絡協議会、福岡県視聴覚教育協会、福岡県青少年問題協議会、縞岡県父母教師会

連絡協議会、福岡県郡市婦人会連絡協議会、福岡県青年団協議会、福岡県子ども会連合会、福岡

県明るい選挙推進協議会、福岡県貯蓄推進委員会

5.期 日 昭和60年 6月13日(木)

6.会 場 飯塚市文化センター他

7.参加者 約 1.000名

－ 2 －



公民館利用者、自治(町内)公民館関係者、社会教育委員、公民館運営審議会委員、

地方行政関係者、公民館職員

8. B 程

9:30-10:30 受付

10 : 30 - 11 : 15 大会式典

開会のことば

主催者あいさつ

福岡県公民館連合会副会長

福岡県公民館連合会長

11 : 20 - 12 : 30 

12 : 30 - 12 : 35 

12 : 35 - 13 : 30 

13 : 30 - 16 : 00 

16 : 00 

分科会場

福岡県教育委員会教育長

飯塚市教育委員会教育長

来賓祝辞 福岡県知事

表彰式

日程説明

記念講演

飯塚市長

次期開催地(京築地区)代表あいさつ

昼食・移動

分科会

閉会

之込
A 

分科会

場 覧

施 設

飯塚公民館会議室

飯塚労働金庫会議室

名

飯塚市文化センター小ホーノレ

" 教 室

" 教 室

" 教 室

〆， 教 室

" 教 室

全体会場 飯 塚市 文化 センター 大ホーノレ
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9.分科会の構成

分科会 討 議 の ア て7 助 三口吉 者

純真女子短期大学

市 助教授

管

理
部 生涯教育推進のための公民館の管理 ・運営について

川 原禁治. -生涯教育推進の体制づくりについて

運 町
県教育庁指導第二部

-生涯教育推進のための職員の専門性について 社会教育課
営 2 村 課長補佐

部
原田修次

同和教育推進を図るための公民館の役割を考える 県教育庁指導第二部
社会教育課

3 -同和教育推進のための地域指導者の養成について 社会教育主事

-同和教育推進のための活動と展開について 金 沢 啓

事
住民の学習要求に応える公民館の機能を考える 県立英彦山青年の家

-学習機会提供事業実施上の課題と閉鎖点について
所 長

4 
-学習情報提供(学習相談も含む)機能の確立とネ y トワ

ーク化について 高倉 豊

業
地域社会活性化のための公民館の役割lを考える 大野城市中央公民館

館 長

5 -生涯教育推進のための地域指導者の確保について

活
-社会教育関係団体の育成と連携方策について 井原信 一

北九州市八幡西市民
市 センター

6 館長

部 人びとの交流を深める自治(町内)公民館のあり方

動
を考える 仰木忠幹

町
-地域住民の参加意識を高める事業のあり方につい 福岡県公民館連合会

て 副会長

7 村 -地域住民の交流を促進する人材の発掘とその活用

部 について

中村寿太郎 !

公民館の歴史と目的 ・役割について (説明者)
県立社会教育総合

8 -公民館と は何か センター
指導員

-公民館の役害IJと職員のあり方
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事例発表者 司 会 者 記 録 者 会場責任者

北九州市八幡西区 北九州市八幡西区 飯塚市教育委員会 飯塚市中央公民館
熊西公民館 木屋瀬公民館 社会教育係長 館長
事務吏員 館長

梶谷昭晴 熊本賢 一 原 ー 久 須賀原国光

南筑後地区 南筑後教育事務所 頴田町教育委員会 頴田町教育委員会
三瀦町公民館 主任社会教育主事 社会教育係長 教育課長
館長

樺島 露-""-呈 渋田光男 貝嶋字生男 許斐友太郎

筑豊地区 筑豊教育事務所 庄内町教育委員会 圧内町教育委員会
田川市公民館連絡協議 同和教育室 同和教育係長 社会教育課長
会会長 社会教育主事

坂田 荒J欠郎 藤 川 峯 男 安 藤 )1頂 ー 幸田芳久

北筑後地区 北筑後教育事務所 稲築町公民館 稲築町公民館
去に留米市中央公民館 主任社会教育主事 主事 館長
館長

斉藤泰雄 矢 永 深 川 貢 篠 原 穂 積

北九州地区 北九州教育事務所 嘉穂町教育委員会 嘉穂町教育委員会
芦屋町公民館 社会教育主事 社会教育係長 社会教育課長
主事

鶴原光芳 喜多村弘信 大塚 三 男 大 谷 清 人

福岡地区 福岡教育事務所 山田市教育委員会 山田市中央公民館
筑紫野市中央公民館 主任社会教育主事 社会教育主事 館長
主事

砥綿敬二 末松宮失 寺 田 矢野勝美

京築地区 京築教育事務所 碓井町教育委員会 碓井町教育委員会
大平村西友枝仙台公民 社会教育係長 社会教育係長 教育課長
館前館長

原岡光郎 村上信一 坂本和光 杉 広

福岡市博多区 筑穂町公民館 筑穂町教育委員会
博多市民センタ ー 主 事 社会教育課長
指導係長

久家貞美 田 中 宏 土居政俊 芳野誠介
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昭和 年度 公民館優良役職員表彰一覧

公民館の役職員として、地域の公民館活

動の振興に顕著な功績があったもの。

-公立公民館職員

勤続 10年以上

-自治(町内)公民館長・主事

勤続 5年以上

-公民館運営審議会委員

勤続 5年以上

北野

福岡市西区

能古公民館長

1. 島民の学習要求を的確に把握し、地域の生

活実態に即応した事業の推進11:努めた。

2 成人式や体育祭などの行事をとおして青少

年の健全育成に努め、新しいふるさとづくり

に尽力した。

山村嫌

福岡市南区

筑紫丘公民館長

1 住民の学習要求に即した学級・講座の開設

やグノレープ・サークノレの育成に尽力した。

2 親子文庫活動等を通じて、親と子の対話及

び青少年の健全育成に努めた。

掘 伊津雄

大牟田市

大牟田市中央公民館主査

1 住民の実際生活11:関する教育・文化・教養

の向上のための各種学級講座の開設に尽力し

fこ。

2 公民館職員の指導、育成にあたるとともに

公民館事業の推進に積極的11:努めた。

大 谷 忠 臣

直方市

直方市中央公民館長

1 公民館事業の企画・運営と先駆的事業の推

進に尽力した。

2 社会同和教育の推進11:努めた。

矢賀部

八女市

章

八女市東公民館長

1. 八女市西・東公民館の初代館長として、公

民館施設の整備・充実に尽力した。

2. 青少年健全育成事業を積極的iζ推進した。

－ 6 －



半 回 展 ー

豊前市

豊前市中央公民館
運営審議会委員

l 公民館運営審議会委員長として、公民館の

施設、設備の充実に貢献した。

2. 中央公民館と地区公民館の連絡調整lζ尽力

しTこ。

前回

春 B市

悟

春日市中央公民館
運営審繊会委員

1. 特IC青少年健全育成Iζ尽力し、 「春日市青

少年制度のあり方についてJ調査審議し、 青

少年指導員設置に貢献した。

清原文秀

大野城市

大野城市中央公民館
運営審繊会委員

1 成人教育の振興に貢献した。

2 市体育協会の組織を確立させ、コミュニテ

ィ、スポーツの振興発展IC尽力した。

伊 藤 一 美

芦屋町

芦屋町中央公民館
運営審議会委員

l 社会福祉の増進IC寄与した。

2 子ども会活動を通じて、青少年の健全育成

に尽力した。

山 北正 援

志摩町

志摩町中央公民館長

1 社会同和教育の推進IC努力した。

2 各種サークルを育成し、地域文化の向上発

展IC貢献した。

原因和子

大和町

大和町公民館
運営審緩会委員

1 生活環境の浄化、オアシス運動の推進IC努

力した。

2. 食生活改善運動の推進に積極的に尽力した。

－ 7 －



岩崎七之助

北九州市門司区

柄約国公民館長

林 良樹

田川市

川崎町公民館畏

l 社会教育関係団体の指導育成に尽力した。 1 人権モテル地区宣言をする等、同和教育の

推進1<::尽力した。

2 老人、婦人、青年、少年の部会を組織し、

公民館活動を地峻全体の活動として定着させ

た。

2 青少年健全育成の推進に努力した。

篠原 重 正

北九州市若松区

脇の浦公民館畏

高田正春

柳川市

宮上町内公民館長

し

努

力

に
尽

動
に

活

り

ア

ノ

¥

イ

づ

テ
康

ン
健

ラ

び

ボ
及

等

帯

成

逮

育

と

全

和

健
融

の
の

年

民

少

た

住

。

青

し

た

力

唱
'ム

nノ“

1 地区の新生活運動を推進し、 明るい地域社

会つ‘くりに貢献した。

2 青少年の非行防止 ・住民の福利厚生事業に

努力 した。

中野丈夫

久留米市

山本校区公民館長

吉住久勝

筑後市

松原校区公民館長

l 公民館建設に多大な貢献を した。 l 公民館建設に貢献した。

2 公民館を中心に地域の文化の向上に寄与し

fこ。

2. 町内公民館の連携・協力体制つ‘くりを推進

し、自治公民館活動の充実 ・発展1<::努めた。
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永尾 清人

大川市

下青木町公民館長

1 公民館の施設・設備の充実1<::努力した。

2. 青少年非行防止・体育・文化事業の振興に

尽力した。

末吉雄之助

筑紫野市

筑紫野市小地区公民館
連絡協機会副会長

1 婦人会、老人会、育成会等の組織の強化1<::

努め、住民の連帯意識の高揚を図った。

2 明るい地域社会づくりをめざし、市防犯組

合連合会結成等を積極的に推進した。

平 田益 蔵

嘉穂町

宮野公民館長

1 地域婦人会を中心として地域の環境衛生活

動1<::多大な貢献をした。

2 住民の学習集団の育成につとめ、地域の文

化の向上に努力した。

古賀哲夫

広川町

藤田区分館長

1 民意を反映する分館窓営委員会を設置し、

分館活動の振興1<::貢献した。

2 分館で独自の成人教室を開設し、成人教育

の推進に努力した。

中村.夫

川崎町

手の浦公民館長

1. 公民館建設に尽力し、地区公民館の施設の

充実に貢献した。

2 町内公民館の連絡組織を確立、町内公民館

の推進1<::貢献した。

浅沼洋次

赤村

i由須原地区公民館長

l 青少年の健全育成に積極的に取り組み、多

大な業績を収めた。

2. 青壮年の体力づくりのために「走ろう会」

を発足し、その指導に尽力した。
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昭 和 60 年度 優良

番 施 設

種別 市郡名 公民館名 所 在 地 館長名

号 敷地面積 建物延面積

nf nf 

は笛己主松つ公民館 福岡市東区箱崎
大量買 寿 523 1 1，263 

1丁目27-17 

公 なか 福岡市博多区那
2 那珂公民館 池田 稔 399 281 

珂 2丁目 3-2 

立

まいずる 福岡市中央区舞
公 3 福岡市 舞鶴公民館 坂 根 潔 527 287 

鶴 2丁目 6-6 

民

ろう じ 福岡市南区老司
4 老司公民館 上野米次 470 274 

館 478-4 

ななくま 福岡市城南区七
5 七限公民館 菰田 平日 908 349 

隈 4丁目26-38

」
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公民館表彰一覧

状 況

設備の状況 推 薦 の 理 由
構 造 建築年月日

講 堂 運営審議会の積極的な運営により地域住民の意志が

鉄 筋 学習室 よく生かされた公民館経営がなされている。

コンク リ S 54. 3.31 研修室 広報活動も「公民館だより」を毎月発行し、 地域の連

ート建 児童室 帯意識の向上Iζ努めている。

和室

講堂 青少年の健全育成事業を柱として、各種関係団体及

平日 室 び住民が一体となって地域指導者の育成IC努力 し、
木 造

S 36. 3.31 資料室 その業績をあげている。また高齢者の地域参加促進
2 階

事業にも力を注いでいる。

講堂 家庭教育学級、老人学級、成人講座及びサークJレリ

会議室 ーダ研修等、各種学級講座 ・研修会等に人権学習が

木 造 S 41. 3.20 和室 継続的に位置づけられている。

相談室 成人男子の学習機会の一つの道を開くために父親の

参加を促すプログラムの導入を図った。

講堂 59年度周平日教育推進のために、地域住民総ぐるみの

木 造
会議室 とりくみの輸を広げていく体制づ くりの推進組織が

S 46. 3.31 和室 結成された乙とは特筆すべきである。
2階建

勤労青少年を対象と した青年学級及び青年教室を関

設し、芸術 ・文化の高揚を図っている。

講堂 親子文庫活動や児童文学読書会を通して、親と子の

木 造
学習室 対話を進め、青少年の健全育成を推進している。

S 44. 7. 1 平日 室 また公民館利用団体の育成 ・援助を行い、その活動
2階 建

会議室 の促進を図っている。
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番 施 設

種別 市郡名 公民館名 所 在 j也 館 長 名

号 敷地面積 建物延面積

ぱ nf 

はらきた 福岡市早良区南
6 原北公民館 金 子 亮 司 458 272 

庄 4丁目 52

公 「ー一一一一 福岡市

立 げ玄んか界い公民館 福岡市西区大字
7 

玄 界 島21-3 
林 芳也 225 195 

公

さやがたに 北九州市戸畑区
民 8 北九州市 鞘ヶ谷公民館 野口輝雄 1，105 519 

鞘ヶ谷町 3-17 

館

なまずた 飯塚市総回
9 飯塚市 総田公民館 青野俊平 1，879 864 

1，373番地

だいりひがし

大里東 北九州市門司区
竹村政男自 10 306 222 

治
ttt、。ζ 大里東2丁目2-22 
第 二 公民館

( 

町

内 「一一一一 北九州市
) 

公
社団法人民 北九州市若松区

館 11 たいよんく 丸尾賢吾 489 296 
第四区公民館 浜町2丁目 6番2号
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状 J兄
設備の状況 推 薦 の 理 由

構 造

講 堂 学校と公民館が連携し、盆おどり、原北まつり、ほ

造 学習室 うげんぎょ等郷土の伝統文化の継承活動が活発にな

1 S53. 3巾室 されている。

2階建 調理設備 公民館運営lζ人権尊重の視点、がすえられ、同和教育

研修の充実が図られている。

集会所 離島という生活環境の中で、漁業後継者の育成及び

木 造 IS48. 1l. 30 I学習室

漁業生活の中で起乙る生活課題を解決していくため

S 48. 1l. 30 和室 の島民講座等の学習活動の充実IC努めている。
2階 建

鉄

平

筋
I S55. 9 

毘 I(改築)

集会室(3 ) 

和室

調理室

市民サロン

ホタノレの里づ、くりや自然保護のための活動を通して

青少年の健全育成を図り、その実績をあげている。

また市民憲章推進モテソレ地区としてその推進のため

に、住民総ぐるみで実践活動に取り組んでいる。

大研修室 各種関係団体の自主運営の促進を図るとともに、当

IS5l. 3.11 

館を拠点として、明るい住みよい地域づくりを目指

筋 S5l. 3. 1和室 して「まつり総田」を実施し、地域住民の連帯意識

2階建 児童室 の高錫iζ努めている。

談話室

ホーノレ 野外活動モどものつどい、指導者育成講座、非行防

鉄筋 1S 55. 4. 11 

止キャンベーン等、青少年の健全育成事業に力点を

S 55. 4. 1会議室 おい，て活動を行っている。また 2か月に 1回人づく

2階建 調理室 りのためのユニークな活動として法話を実施してい

る。

放送設備 子どもから年長者にいたるまでの世代間交流を主と

調理室 した活動を行い、地区住民による積極的な公民館事

業への参加が活発である。特iζ青少年育成事業に重
2階建

点を置き、その推進を図っている。消防用設備

ホーノレ
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番 施 設

種別 市郡名 公民館名 所 在 地 館 長 名

号 敷地面積 建物延面積

nf nf 

あま ぎ 大牟田市大字甘
12 大牟田市 甘木公民館 今岡 芳 木 284 1 4 7 

木"375

くさ申乙うく 久留米市草野町
13 久留米市 草野校区公民館 国武豊次 1，096 378 

自 矢作 442-2 

治

( 

いのくに

14 田 川 市 猪国公民館 田川市西区猪国 山 田孝正 1，600 1 7 2 

町

内

) 

15 柳川 市
ほ本ん4村2ら公民館 柳川市大字西蒲

池
大測 明 300 147 

公

民

館 くま白

16 筑後市 熊野公民館 筑後市大字熊野 永延守雄 495 165 

ι iま 大川市大字小保
17 大 川 市 小保公民館 佐藤武司 277 1 1 2 

95の 1
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状 況
設備の状況 推 薦 の 理 由

構 造

大研修室 公民館だよりを発行し、公民館活動の状況を住民に

木造 T14. 9 和室 周知させる乙とにより地域の連帯、親陸、融和を図

調理室 り、住みよい地域社会づくりに努めている。

2階建 (増築) 放送装置

鉄筋

2階 建
554. 5 

図書室

大ホーノレ

調理室

和 室

家庭教育学級、高齢者教室等の学習事業及び体育祭

各種球技大会等スポーツ行事を実施する乙とにより

校区のコミュニティっくりの推進を図っている。

室

室

室

会

議

理

集

会

調
ηδ 

の
L

A
U
T
 

0
3
 

造木

区民運動会、隣組対坑ソフトボーノレ大会等スポーツ

活動や伝統芸能の保存育成など地域住民の融和と健

康づくりに努めている。

大会議室 老人の集い、青少年育成行事、親と子のふれあい行

事等、新しい町づくりを提唱し、活発な活動IC取り

組み、他の公民館の模範となっている。
木 造

I 555. 6. 1 I調理実習室
平屋建

和室

放送設備

木造

平屋建
530. 12 

集会室

和室(2 ) 

調理室

地域住民の強い連帯感と自治意識に支えられ、文化

サークノレを中心とした幅広い活動が展開され、地区

住民の融和を図っている。

木造
I 553. 10. 13 I会議用品

平屋建

調理設備

放送設備

中央公民館及び他館(コミュニティセンター)との

連携を図るとともに、地域住民のコミュニケーショ

ンの場として施設の機能を十分に果している館であ

る。 また、住民の交流を深める各種行事が活発に

行われている。
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番 施 設

種別 市郡名 公民館名 所 在地 館長名

号 敷地面積 建物延面積

nf d 

粕屋郡
な中かが川わ公民館 粕屋郡古賀町大

18 中 野 運 535 249 
古賀 町 字古賀 1258-2 

自

治

宗像郡 舎しや利りく蔵ら公民館 宗像郡福間町
角沖義隆( 19 880 123 

福間町 大字舎利蔵 163

町

内

) 

ご 滋郡 はら江かむた =瀦郡城島町
公 20 原中牟田公民館 297 102 

城島町 大字原中牟回

民

館

八女郡 ちょうとくく 八女郡広川町
21 長徳区分館 松崎時雄 133 186 

広 川 町 大字新代 1763
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状 況

設備の状況 推 薦 の 理 由

構 1-K旦K 建築年月日

大集会室 地域文化創造をめざす学級活動・文化祭の文化行事

鉄 骨
会議室 及び体育サークノレ活動、区民運動会等の体育行事が

S 57. 3.31 調理室 活発に行われ、文化 ・体育両面において、すぐれた
平屋建

書庫 公民館事業が推進されている。

調理室 農村地区で無農薬野菜の生産地として有名である。

木 造
和 室 (2 ) 自然食グループの視察の受け入れには公民館の婦人

S 57. 12 部が活躍している。 17世帯の小さな集落であるため
平 屋 建

住民相互の融和はよく図られており、諸事業 ・行事

等の参加も積極的である。

集会室 公民館設置以来、地区の和を尊び「一心」をモット

木 造
放送設備 ーに地区の連帯を深める事業が活発になされている。

S35 料理実習室 地域ぐるみの健全育成活動として、あいさっと一声
平屋建

運動を臼常活動として推進している。

大広間 分館運営委員会が区民の声を反映させる場となり、

鉄筋
平日 室 そのため地域に即した事業の実施が行われている。

S 57. 4. 20 炊事場 さらに区民の親睦融和がうまく図られ、集いの場、
2階建

学習の場、レクリエーションの場として分館利用が

活発になされている。
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一 記念講演一

「生涯教育の推進と公民館の役割」

福岡教育大学教授 浦 清 一郎 氏
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分科会事例発表要旨



|第1分科会 (市鶴)

討議のテーマ 生涯教育推進のための公民館の管理 ・運営について

. 生涯教育推進の体制づくりについて

. 生涯教育推進のための職員の専門性について

助 言 者

司会者

記録 者

会場責任者

純真女子短期大学助教授

北九州市八幡西区木屋瀬公民館長

飯塚市教育委員会社会教育係長

飯塚市中央公民館長

) 11 原

貴島 本

原

須賀原

繋 y台

賢

久

国 光

生涯教育推進のための公民館の管理・運営

北九州市八幡西区熊西公民館事務吏員 梶 谷 昭 晴

1 地織の概要

熊西公民館は、北九州市八幡西区(人口

25 1，026人)の中西部に位置し、北部は

工場地帯、東部は市の副都心として発展し

た黒崎商庖街1<:::隣接しています。又公民館

の周辺には、区役所、郵便局、電話局など

があり、緑の多い閑静な住宅地です。管内

の世帯数は 5，700、人口 16，000人です。

2. 施般の視要

・施設規模 鉄筋 3階 l，132n1C幼稚園併設)

・開館年月日 昭和28年10月(改築48年4月)

・59年度利用状況 2，228回、 26，730人

・職員構成館長 1、事務職員 1

二種業務員 1、嘱託響備員 2

3. 公民館の運営方針

(1) 市のまちづくり計画「さわやか北九州

プラン」や、教育委員会の重点施策にも

とづき、コミュニティづくりや、生涯教

育の拠点として、心身ともに健康な市民

の育成をめざす。

(2) コミュニティづくりを志向する、公民

館事業の展開をはかる。

(3) r地域会議J関連事業の促進など、公

民館を拠点にした、地域コミュニティ活

動を促進する。

(4) 社会教育関係団体の育成と指導者の充

実をはかる。

4. 60年度の重点施策

(1) r地域の少年非行を考えるセミナー」

を開催し、コ ミュニティ活動の促進をは

かる。

(2) 生涯教育の視点ICたった、公民館事業

を展開する。

(3) 公民館類似施設との連携につとめる。

(4) 広報活動の充実につとめる。
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5. 事業績要 (昭和59年度事業より)

区分 事 業 名 テー 7 ・内容等

事青N量年H『里グKY A体TOrー初V1プ1刷零1育細視成局導聴講謹者会

子ども会に司、て

青少年 郷土史

公民館講座
春E小中K 55 講講3座座絞華成人

家庭教育学級
(婦人)

3学学館校校合同1 級l 

年長者 年長者教室 時郷土事問史題他

同和教育講座 女性権史を考を通して
その他 人 える。

公民館文化祭 作発表品展示、芸能

6 都市公民館に於ける事業の展開について

(ζ れまでの事業の中から)

(1) 筑豊電鉄沿線テレビセミナー

筑豊電鉄沿線の四つの公民館が合同企

画したもの。NHK (お母さんの勉強室)

を利用した。昭和56年開設

(2) r父親学J講座

地域課題をとりあげるため、黒崎を中

心とした 4館が合同で開設、青少年非行

の問題を、父親を集めて開設したもの。

昭和57年開設

(3) 陳黒熊ふれあい学級 (3館合同)

承り学習からの脱皮をはかった、手つ、

くりの学級である。(参考資料参照)

公民館は一定地域を基盤として、事業を

展開するものです。しかしながら、学習要

求が多様化した今日、個々の学習者の要求

を満たし、結びつけるには、単独の公民館

では困難な事業もあります。上記の事業は、

乙の点在する学習者を結ぶため、広域の合

同講座として開設しました。

(4) ["地域の少年非行を考えるセミナー」

地域課題解決のための、地域の人達lζ

対する研修の場として開設したものです。

(5) ["お母さんの勉強室」幼児の世界

NHKの放送を利用した講座で、幼稚

園併設館としての特色を生かした事業で

す。

7. 公民館運営委員会の活性化

公民館運営委員会は、地域の情報源とし

てだけでなく、地域の課題解決のための、

コミュニティ組織つ、くりの中心にならなけ

ればなりません。昨年 7月「熊西地区地域

会議jー健全なまちづくりを目ざす会ーを

結成、青少年の非行防止など、地域ぐるみ

で取り組んでいます。又、乙の地域会議の

研修の場である「地域の少年非行を考える

セミナー」を、管内の小地区公民館(公民

館類似施設)でも連携をとりながら開催し

ています。

8 職員の専門性について

~職員研修の現状と課題~

今、公民館職員として求められている専

門性とは、第 1f<:住民一人一人の学習計画

lζ対して、相談lζ乗りうる力量、第 2f<:、

団体の運営、学級等、集団の運営について

の指導力が必要であり、インフォ ーマノレな

集団への援助が必要です。更に情報センタ

ーとして機能するために、情報Iζ明る く、

情報を先取りするセンスも必要になってき

ます。又、多様化する学習要求fr.応えるた

めに、他の機関とも連携する能力が求めら

れます。

乙れらは、他の部局から異動して来て簡

単1<:身につくものではありません。職員研
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修によって、資質を高める乙とが急務です。

北九州市では、全市レベ、ノレて、社会教育新

任職員研修、講演会、交流学習会等を実施

しています。文、八幡西区で、も中央公民館

による新任研修、同和教育研修が行われ、

毎月定例の館長研修会、職員研修会、業務

員研修会が行われています。特IC職員研修

会は、毎月 2回行い、 20日は地域公民館14

館と中央公民館の情報交換の場とし、月末

lとは、下記のプログラムで研修を実施して

います。

八幡西区職員研修会フ。ログラム

1月 公民館講座について

2月 間和教育研修会

3月 家庭教育学級と公民館のかかわり

4月 公民館予算について

5月 視聴覚器材の学習への導入法

6月 公民館運営について

7月 公民館のあゆみ

8月 館報の編集作成

9月 簡単なレクリェーションめ取り入れ及

び指導

10月 ゲートボール講習、実習

11月 文化祭のあり方

12月 一年間の評価、反省、次年、年間研修

計画討議

今後の課題としては、やはり新任研修等

でもっと時聞をかけて、グループワークま

で入れた専門研修が必要ではないでしょう

か。

9. おわりに

「公民館は人なり」と云われます。

職員の一人ひとりの「力量jもさる乙とな

がら、要は、本人の「やる気」 ζ そが公民

館を支えるのではないでしょうか。地域住

民と共に学びながら、絶えず自己研修を積

みあげて行く姿勢が必要です。公民館の存

在意義を確かめながら、生涯学習やコミュ

ニティ活動の拠点として、 急激な社会情勢

の変化lζ乗り遅れる乙となく、むしろ、先

取りする先見性を養いたいものです。
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現在、人口約 13，500人、戸数約 3，200

戸、面積 15.83knlの都市近郊型の町である。

県下有数の農業基地で、従来のクリーク地

帯は姿を変え、機械化・ 大型化された近代

農業が、着々と進められている。

る。

第2条 名称は三瀦町公民館と称し、当

分の間三瀦町大字玉満 2779番地の l

k置く。

地区公民館を生津、福岩、南清松、

北清松、壱了原、小犬塚、大犬塚、

下小犬塚、早津崎、田川東、田川西、

高三瀦商、高三瀦:!t、塚崎、原因、

草場、十連寺、新栄町、本町、大坪

2 三瀦町公民館の実態

(1) 三瀦町公民館条例

第 l条社会教育法(昭和34年法律第 207

号。以下法という。)第20条の目的を

達成するため三瀦町に公民館を設置す

修次

光男

字生男

友太郎

豊

田

田

嶋

斐

島

原

渋

貝

許

樺

生涯教育推進のための公民館の管理 ・運営について

生涯教育推進の体制っくりについて

生涯教育推進のための職員の専門性について

県教育庁指導第二部社会教育課課長補佐

県教育庁南筑後教育事務所主任社会教育主事

頴田町教育委員会社会教育係長

頴田町教育委員会教育課長

運営

三瀦町公民館長

2 

と管理

三活者町は、筑後平野のほぼ中央lζ位置し、

西鉄大牟田線で、福岡から約 1時間、大牟

固まで約45分のところにある。 北は久留米

市i乙接し、東は筑後市、八女郡と、南は大

木町を経て柳川市、西は城島町一部は筑後

川を隔て佐賀県と接している。

標高は東北の一部'(25m程度の丘陵地帯

があるのみで、殆んどが 5-lOmの平坦な

水田地帯である。
みぬまあがた

当地方は、古代「水沼の県」と称してい

た。水沼のいわれは、当地方が沼地であっ

たからであり、そのため、現在でも町内各

地から貝殻等が多く出土している。

明治22年の、町村制施行によって三潟、

犬塚、西牟田の各村が生まれた。その後、

昭和30年 7月、犬塚村と三瀦村が合併して

三瀦町が誕生した。さらに昭和32年筑後市

西牟田町の一部が三瀦町l乙合併して今日lζ

の

(町村部)

公民館

竺三l

三瀦町勢の観要

者

者

者

者
任責場会

討議のテーマ

2 

言

会

録

至る。

助

司

河上】
奮
闘
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IL設置する。

第3条 三瀦町公民館は、町教育委員会

が乙れを管理する。

第4条公民館に、館長、高IJ館長、部長、

副部長、主事、書記その他の職員を置

く。

2 前項の職員のうち常勤職員の定数

は、 三瀦町職員定数条例の定めると

乙ろによる。

第5条館長は、館を代表し館務を執行

する。

2 副館長は、館長を補佐し、館長支

障ある場合はその職務を代行する。

3 部長、副部長、主事、書記その他

の職員は、上司の命を受けて館務を

処理する。

第6条館長、副館長、部長、副部長は

非常勤とし、その任期は 2ヶ年とする。

但し補欠ICよって就任した者の任期は

前任者の残任期間とし、職員は再任を

妨げない。

第7条 法第30条による公民館運営審議

会の委員の定数は20名以内とし、その

任期は 2ヶ年とする。但し補欠者は前

任者の残任期間とする。

2. 委員が職務を行うために要する費

用は、 三瀦町社会教育委員lζ準じて

支給する。

第8条 公民館運営審議会の委員は法第

15条による社会教育委員を兼ねる。

第9条 乙の条例の施行IC関し必要な事

項は館長が公民館運営審議会IC諮って

別IL乙れを定める。

附目IJ (略)

(2) 公民館職員(社会教育関係職員を含む)

社会教育課長 ( 1名)

公民館長

公民館主事

公民館主事補

社会教育指導員

書 5己

公民館部長

公民館百IJ部長

(3) 公民館の歴史

c1名)

c1名)

( 2名)

c1名)

c1名)

( 5名)

(6名)

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

昭和21年7月の文部次官通牒、 「公民

館の設置運営lζっしてJによって、三瀦、

犬塚、西牟田の各村では、早速、公民館

設置に向って準備を始めた。その結果、

昭和22年から23年にかけて、それぞれに

公民館の設置を見た。各地区にはそれぞ

れ分館を置き、 地区住民の教養の向上、

健康増進、産業振興等を目指すと共l亡、

婦人会、 青年団など社会教育関係団体の

育成、 生活改善等IC努めた。犬塚村公民

館では、昭和27年他町村IC先駆けて、木

造二階建て72坪の公民館を新築し、活動

を活発に行った。

昭和30年、犬塚村と三瀦村が合併して

三瀦町が誕生する と共に、三瀦公民館を

設立し活動が始まった。続いて昭和32年

筑後市から西牟困地区が三活者町と合併し

今日に至る。

三瀦町公民館の当初の活動方針と して

は、次のような事項があげられている。

イ 事業の場をできるだけ分館lζ移す。

ロ 分館独自の事業を多 く企爾して実施

する。

ハ。町内各種機関との連絡調整を密ICす

る。

ニ 本館及び分館の運営審議機関の活動

を多く期待する。

なお、町公民館については部長制(公
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民館条例第4条による)をとり、教養部、

文化部、厚生部、体育部、広報部を設け

それぞれの部に、部長、副部長を置き、

各部の事業の企画、運営K当り、必要に

応じ地区公民館との連携を図り活動した。

この部長制は現在も続いている。

(三 瀦 町 公民館 機織 図 )

社会教育委員会

地区公民館 公民館 運営審議委員会

団 団

{本 体

グ タ品

ノレ 制'養部 ノレ

生部

|通| 体育部 | |プ

文化部

広報部
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3. 公民館の事業

(1) 講座 ・学級など

・お茶関学級

・尚寿大学

・風の子学級

・若妻学級

-政治学級

-青年教室

・婦人健康教室

-成人大学講座

-ボランティア講座

(2) グループ ・サークノレ活動

定期的(週 1回-2回、月 1-2固な

ど)に趣味や芸能などを志す者同志が集

り、交流と連帯を深めながら活動してい

る。

(グノレープ)

詩吟(2)・民謡 ・書道 ・俳句・郷土研究

菊の会 ・盆栽 ・将棋 ・俳画 ・かささぎ

生花 ・短歌・舞踊

(婦人会グノレープ)

生花・謡曲 ・洋裁 ・手芸 ・着付(2)・舞

踊(4)

(3) 展示会 ・発表会

社会教育関係団体 ・各サークノレ ・グル

ープ活動の成果を展示又は発表して、事

業の振興を図っている。

短歌大会(2 ) 詩吟大会(2 ) 

発表会
俳句大会(2 ) 謡曲大会(2 ) 
盆踊り大会、公民館発表会、文化
祭発表

展示会
盆栽展、ジュニア美術展、菊花展
青年祭、生きがい展、文化祭展示

4. 地区公民館活動の糠要

本町には20の地区公民館がある。各地区

公民館lζ も町公民館と同様、教養、文化、

厚生、体育、広報の 5部を置き、 町公民館

各部長との連携をとりながら活動の充実発

展lζ努めている。

月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

(地区公民館事業例)

昭和59年度事業報福告岩
地区公民館

事 業

-地区公民館役員会
新年度予算 ・行事予定作成

-新役員 ・事業 ・予算報告

-隣組バレーボーノレ大会参加
(3チーム)

-役員研修会(地区公民館)

-育成会役員会
夏休み育成会行事検討

-育成会役員会

-ラジオ体操、ソフレト大ポ会ー参ノレ加講習参加
-子供ソフ トボーノ

女子優勝
-大人ソフトボーノレ大会参加
-お茶間学級(第 1回)

-夏休み育成事業(高良山ハイキン
グ 子 供48名参加)

-三瀦郡民体育大会参加(小学生)
-町一斉清掃

-氏神奉納相撲(男39女48名参加)
-青少年健全育成標語募集
-お茶間学級(第 2回)
-役員会 (3回)

町民体育大会参加について打合
せ

-役員会 (2回)
町民体育大会参加について

-お茶間学級(第 2回)

-お茶間学級(第 3回)

-役員会
実施事業の反省会

-お茶間学級(第 4回)
-町一斉清掃参加

-ホッケンギョ一、火祭行事の準備
と実施

-お茶間学級(第 5回)

-役員会
役員改選、反省

-小学生 リーダー宿泊研修参加
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5. 今後の問題点

(1) 現在の公民館職員は、はじめカら社会

教育関係の職1<::従事していた職員はほと

んどいなく、公民館1<::転勤してきた後l亡、

社会教育主事の資格や専門的知識を取得

した者が多い。折角、社会教育主事や公

民館主事の専門的知識や能力を修得した

職員が、人事異動で簡単1<::配置を替えら

れる乙とは改善していきたいものである。

(2) 公民館職員は、仕事の関係で休日や夜

聞の勤務が多い。又他の行政課lζ比べ多

忙である。日曜出動した場合の代休もな

かなか取り難いのが現状である。職員数

の増加、超勤手当の適正支給など特1<::配

慮がほい、。

(3) 公民館1<::は図書館を設置し、図書も整

っているが、専任職員がいないため、折

角の図書の利用がじゅうぶんにできない

でいる。町立図書館の設立が要請されて

いる今回、図書館専任職員の配置が望ま

れる。

(4) 公民館が目指すB標の一つは、健康で

豊かな生活ができる地域づくりである。

したがって公民館活動の充実発展は、地

区公民館活動の充実にほかならない。そ

の地区公民館活動の障害の一つに館長、

役員の 1年交代の問題がある。地区公民

館役員の適材適所と、少くとも 2年以上

の任期を期待したい。

おわりに

以上いろいろと述べてきましたが、公民館

経営の経験も乏しく、ま乙とに未熟な私が感

じた乙とを卒直lζ報告致しました。参加者の

皆さんの御批判、御教示を賜れば幸甚lζ存じ

ます。
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|第3会科 会

討議のテーマ 同和教育推進を図るための公民館の役割を考える

. 同和教育推進のための地域指導者の養成について

. 同和教育推進のための活動と展開について

助 言 者 県教育庁指導第二部社会教育課社会教育主事 金 沢 啓

司 会 者 県教育庁筑豊教育事務所同和教育室社会教育主事 藤 } 11 峯 男

言E 録 者 圧内町教育委員会同和教育係長 安 藤 I1頂

会 場責任者 庄内町教育委員会社会教育課長 幸 田 芳 久

同和教育推進のための公民館の役割について

一啓発のための活動の展開についてー

回川市公民館連絡協議会長 坂 田 荒次郎

はじめに

同和教育~わたしたち一人ひとりの課題

として、真の民主国家づ くりをめざして生き

がいのある社会への庫品、をこめて

1 国川市地域公民館における、同和教育の

あゆみの概要

昭和46年金川校区における結婚差別事件

を契機に、市内 8中学校区へ同和教育活動

が拡がり、昭和49年中央公民館が主催する、

各学級講座の必修科目としてとり入れられ、

更に地区公民館 (76館)での開設となった。

昭和55年~昭和59年間和教育推進指定館

制度の導入、各校区から 2校が同和教育推

進館となり、テーマ、課題を設定し、地域

住民への啓発活動を実施。

昭和60年度校区巡回講座の開設。

2. これまでの同和教育の実践を通して、み

えてきたもの (これまでの反省から)

(1) 地域のくらしをみつめる中で~

不安定な労働と不充分な生活基盤~筑

豊~教育活動への疎外。

(2) 同和対策事業lζ対する「ねたみ意識」。

同和問題IL対する理解はあるが、 「し

かし……」

(3) r部落差別の現実jの教材化とその実

践~

科学的認識を住として差別の本質をと

らえる努力を
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~形がい化された同和教育からの脱皮

3. 啓発のための活動の展開

例昭和59年12月市内における、 差別発言

を通して考える。

(11 基本的人権を保障する、人づくり教育

の徹底。

すべての人たちが生きがいを感じ合え

る社会つ、くり。

(21 差別を生みだす、社会のしくみについ

ての認識。

(31 人権を尊重し、自己の社会的責任IC対

する自覚の芽ばえを。

とのような同和教育への課題を踏まえ

ながら、公民館が果す役割を、もう一度、

共に学びながら生涯教育として、あらゆ

る機会を通し、基本的人権を基調とする、

学習を行うことを、本市公民館連絡協議

会では決議している。

重点項目

l 公民館が開設している学級講座の中に、

人権問題を積極的ICとり入れて学習内容の

充実をはかる。

2 地区公民館における同和講座の開設(年

3回以上)

3. 地区公民館長、主事など、地域指導者育成

のための研修会の実施-(リーダー研修)

4 社会同和教育関係団体との連携による同

和教育の推進をはかる。

おわりに

基本的人権を真IC保障しあえる、差別のな

い社会の創造を願って......
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討議のテーマ 住民の学習要求Ic応える公民館の機能を考える

. 学習機会提供事業実施上の課題と問題点について

. 学習情報提供(学習相談も含む)機能の確立とネットワーク化について

助 言 者 県立英彦山青年の家所長 τ田吉1 倉 豊

司 会 者 県教育庁北筑後教育事務所主任社会教育主事 矢 氷

言己 録 者 稲築町公民館主事 深 )11 貢

会場 責任者 稲築町公民館長 篠 原 穂、 積

住民の学習要求に応える公民館の機能を考える

I 学習機会提供事業実施上の課題と問題に

ついて

l 実施機関の形態と概況

公民館における社会教育事業は、社会

生活を営む上で、生活課題iζ即した内容

を取り上げながら学習し、人間形成を目

指す乙とは周知の通りであり、各施設と

も地域の実態iζ即した目標IL向って取組

んでいる。しかしながら、現代のように

社会の変化する速度がはやく、かっ、大

きな動きになってきたため、急激な社会

の変化の中では人間の意識がさまざま と

なり 、公民館事業を進めていく上で、そ

の最大公約数を何処lζ求めていくかが事

業の成否を問う大きな鍵となる。

特Ic人間教育を主眼とする事業は、そ

の地域の伝統や、社会形態が異なる中で

は、捉え方なり方法を大きく変えなけれ

ばならないのではないだろうか。

そのことから、現在、本市の置かれて

久留米市中央公民館長 斉 藤 泰 雄

いる状況を踏まえながら、現状と課題に

ついて述べてみたいと思う。

本市は人口22万人、地勢的Icは筑後川

をかかえた肥よくな平野部と、耳納山系

の山岳部と丘陵地帯からなり、農業では

水稲、果樹、苗木などを主体とした優良

な農業作物の地帯と、商業では小売業、

卸売業、また工業ではコ。ムを主とした地

域形成iとなっている。

このような地勢の中にあって、市民の

気質は、 「仕事iζはげみ、企業心にたけ

る」、 「温厚にして人付きあいもよく、

思いやりの深い心千もつjなどの長所が

あげられ、短所としては「保守的思想が

強く、進んで物事IL取組む精神に欠ける」 、

「時間的観念が薄い」、 「閉鎖的で地方

的感情が強い」など市民意識調査の中で

あげられている。

乙の地域色の中で、社会教育を進める

公民館の組織と動態は、
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O 中央公民館 1館 (公立公民館)

・主催講座ー青年講座 l、婦人講座

3、高齢者講座 2、一般成人講座 9

・自主活動サークノレー学習 129、芸

能42、スポーツ80

O校区公民館 27館(自治公民館…・・小

学校区単位)

・講座、学級 婦人学級、家庭教育

学級、お母さん勉強室、親子読書、

高齢者教室

(郷学婦人学級、栄養教室、乳幼児

家庭、生活学級、母親学級、地域

学習学級、新しく小学校lζ入学す

る親の会、社会教育団体役員学級、

交通教室、子供会育成講座、健康

教室、乳幼児検診若妻講座、婦人

健康講座、政治啓発)

・自主活動サークノレー趣味、芸能

258、スポーツ31

となっており、それぞれの公民館がその

地域色にあった取り組みをしている。

なお校区公民館は、その地域性からみ

てコミュニティセンタ一的色彩が強い。

中央公民館と校区公民館は、組織上で

の直接的なつながりはないが、閉じ社会

教育の事業を受持つ部門として、事業展

開の中で、それぞれの持っている課題の

中から共通のものを捉え、住民の学習要

求IC応えられるだけのシステムづくりを

目指している。

そのためには、日頃から地域住民の意

志の疎通は欠かせないものであり、現在

次のような課題を解決していくために、

定期的な協議会をもうけて、日常活動の

中で取組みが容易なものから実践に移し

ていくよう努めている。

(1) 中央公民館講座の受講推進 (地域活

動の核となりえる人)

(2) 講座の共同企画と実施 (地域性のあ

るもので地域で開催できるもの)

(3) 講座開催にともなう広報の積極的な

対応

(4) 芸能祭など催しものの共同企画、実

施

(5) 社会教育活動家の養成

(6) 学習情報、地域情報の交換交流

2. 住民の潜在意識を喚起するために

また中央公民館の講座を企画するにあ

たっても、 最も気を使う処は、住民の潜

在的な学習意欲を如何に引き出し、如何

に興味の持てるものにしていくか、が課

題といえる。

その中で参加者のニーズIC応えるもの

と、社会生活を営むうえでの必要な知識

や、科学技術の進歩にとまどわないよう

に配慮すべき事柄などを、一つの講座の

中で様成していかねばならない。そのた

めに、まず考えなければならない事は、

企画された内容をもって、 「住民の意識

を如何に呼び起すか」 の広報手段であろ

うと恩う。

乙の広報も、予算的な制約及び方法、

手段などのほかに公民館というイメージ

から、民間の広報と比べて極めて地味な

ものになるのは止むを得ないものであろ

うか。もう少し住民の食指を動かすため

には、広報する側の意識的な脱皮を必要

とする時期に来ているように恩う。

次lζ、講座等lζ参加した人々に共鳴を

与えるだけの講座内容を持っていたかと

うかという乙とである。公民館の学習は、

性別、年齢、学歴、職業など色々な条件
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の異った人々を対象IC行う事業であり、

そのため、焦点のしぼり方IC苦慮してい

ると乙ろだが、受講者の共鳴度合いは、

参加者のニーズに応えるものであったか

どうかの一つのバロメータ -1となりはし

ないだろうか。そのためには、やはり講

座K同席し、受講者から、活字iζ現われ

ない雰囲気というものを感じとる乙とに

よって、白からが評価し、次回へ向けて

の課題解決への足掛りとすべきだろう。

公民館で行う教養講座をとおして、住

民の多様化したニーズiζ応えるだけの企

画をしていくことは容易な乙とではない。

このような問題は、色々な機会に考え

方なり、取組みについて述べられている

が、それを具体的にどう処理すべきか、

技法的にどのような方法を駆使するのか

まではいたっていない。

それは我々に課せられた大きな課題と

いえるかもしれない。

現在のように意識の多様化した中で、

住民の学習要求rr応えていくためには、

入口から出口まで色々なステップを必要

とする。そのステップの中lζ、それぞれ

の公民館が求めている技法的な課題とい

うものが数多く内包されているように恩

つ。

H 学習情報提供(学習相談も含む)機能の

確立とネットワーク化について

科学技術を軸とした情報化社会の進み方

は、とどまると ζ ろを知らない勢いであり、

今後も乙の傾向は新しい形を形成しながら、

ますますエスカレートしてくるだろう。

そのためには、現在のような情報提供の

あり方では、住民意識の多様化する中で、

住民との間隔はますます広がっていくばか

りである。特IC現代のように個人の到達す

べき目標がはっきりしていない時期にあっ

ては、単IC踏襲的なやり方でなく、一歩踏

み出した大胆な発想も必要である。それは

公私という区分の墜を意識の中から取除き、

現在行われているもの、また将来の構想ま

で含めて、集中的Ic処理され、メデアを駆

使したシステムにより、住民が求める学習

要求に、何時でも、何処lとあっても提供を

受けるととのできる機能が必要であろう。

それが住民の多様化した意識の中に根ざす

潜在的な学習意欲を喚起し、白から場所、

時期、内容、方法なりを選定しながら学習

社会に参加する道しるべができるのではな

いだろうか。今日までは社会教育という一

つの枠組みの中で企画されてきたきらいが

なきにしもあらずだが、今後は社会の変化、

住民ニーズの流動的な変化に対応していく

ためにも、社会教育施設の連携だけで、なく、

専門施設として各地に点在する産業、技術、

労働、研究機関などを含めたシステムづく

りを考えていくべきだろう。

また学習相談事業というのは、今後どの

ような形を志向すべきであろうか。

相談とは相手のもっている学習欲求iζ対

し、解決の糸口を与えてくれる ζ とであろ

う。それだけに相談の窓口というのは幅広

い知識と、相手の心情を読みとれるぐらい

の専門的な知識とテクニックが求められる

のではないかと恩う。

今までに述べてきたものを集約すれば、

常に流動化する社会の流れに対応した社会

教育の技法というものを修得していく努力

は欠かせないものであり、乙れをフォロー

してし、く研究機関の設置と、社会教育を行

うための技法修得機関の確保が、今後の事

業展開の基盤を作って行く上からも欠かせ

ない取組みであろう。
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地域社会活性化のための公民館の役割を考える

生涯教育推進のための地域指導者の確保について

社会教育関係団体の育成と連携方策について

大野城市中央公民館長

県教育庁北九州教育事務所社会教育主事
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者

者

者

会場 責 任者

言

会

録

助

司

ae 

地域社会活性化のための公民館の役割を考える

ている人々に対して、機会ある乙とに、自己

学習で満足する乙となく、地域での活動をお

しすすめるよう強調し、その任務の自覚を促

がしていると乙ろでありますが、今回は地域子と

も会活動の活発化を図るためのリ ーダ一作り

を目的とした研修会について報告をしたいと

思います。

〔芦屋町の概要〕

位

芳光原害鳥芦屋町公民館主事

芦屋町では、社会教育推進の基本を、 「社

会人としての人間形成においたうえで、 学習

・スポーツ活動の機会や場の提供を行うとと

もに、自主的 ・自発的活動の活性化を図る。」

と考え、その目的lζ沿った各種事業を実施し

ていると乙ろであります。定期的なものとし

ては、

1)小 ・中学生

置

県の北端lζ位置し、北は響灘K臨み、海

岸線は白砂青松或いは奇岩を有する磁で形

成され、自然環境lζ恵まれた町といえます。

積

行政面積は、 10.98knlで、しかも行政面

積の約すを航空自衛隊芦屋基地が占め、そ

のうえ中央部を遠賀川が貫流し、実効行政

面積は極めて狭くなっています。

面2 

ダー研修会

青年教室

明日の親のための学級

家庭教育学級

十代の心セミナー

婦人学級

各種講座

祖父母学級等

単発と しては、地区公民館役員研修会や地

区子ども会育成会役員研修会、人権教育学習

会等を実施しています。

そして、それらの学級 ・研修会等11:参加し

イングノレープ ・サブリー

年

人

2 )青

3 )成
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3. 人口

昭和60年4月1日現在、約 18，300人で、

昭和52年の約 19.800人をピーク IL:減少傾

向をたどっています。この傾向は、近隣の

市町とはまったく逆の現象で、芦屋町では

住宅用地を確保する乙とが困難なために、

最近開発がすすんでいる周辺市町1L:7 イホ

ームを求めて流出しているものと思われま

す。

4.産 業

戦前より農漁業以外に乙れといった産業

がなく、商業にしても、町域内の購売力の

みに依存する最寄日用品を中心とした商庖

があるのみで、就労者の大多数が北九州・

福岡両都市圏への通勤をしています。

5. 学校 。生徒数

遠賀川をはさんで芦屋地区と山鹿地区が

あるが、芦屋地区lζ中学校 1、小学校2、山

鹿地区IL:小学校 l、合計中学校 1、小学校 3

があり、生徒、児童数は、昭和60年5月1

日現在、中学生956名、小学生 1，765人の

計2，721人が在籍しています。

〔芦屋町における職員体制〕

諸事業を担当します職員体制は別表(1)のよ

うになります。

〔地区子ども会リーダー養成講座〕

地区子ども会活動を活発化するためのリー

ダー養成講座について具体的な内容は次のと

おりです。

1.名 称 イングループリーダー・

サブリーダー研修会

2 研修期間 1年間

3 対 象 イングループリーダー

小学 5・6年生

サブリーダー 中学生

4 定 員 インク〉トプリーダ-60名

サブリーダー 30人

5. 研修参加者 一般応募者及び地区子ど

も会推薦者

6. 研修内容 別表(2)及び(3)

7 認定基準 別表(4)

8 経 費 研修IL必要な経費は報償

費を除き基本的iζは自己

負担とする。

乙の研修会を実施するに当たり、基本的な

乙ととして考えたことは、

1. 楽しみ(体験的)ながらの学習にする。

(参加者の意見を反映させる。)

2 地域子ども会て、役立つものである ζと。

3 異年齢集団で行うこと。

4 職員と参加者との学習機会を多くもつ。

5. 職員が自ら積極的IL:乙の研修会IL:取り

くみ資質の向上を図る。

などであります。

乙の研修会終了者には認定証とリーダーパ

ッジ・笛を交付するとともに、町広報を利用

して認定者を紹介している。乙の乙とで、リ

ーダーとしての自覚をもっ ζ とをねらってい

ます。

次IL:、乙のリーダー研修で大きな問題とし

て考えなければならないのが、地域における

リーダーの活用の場の確保であります。乙の

乙とについては、現在、地区子ども会育成会

長にお願L、するとともに、町が主催する公民

館事業等でその機会をつくってもらっていま

す。

乙のように、小・中学生の乙ろより地域の

一員として、その年代における役割lを経験し

ていく乙とにより、自主的・自発的態度を身

IL:つけ、さらに成長するにしたがって、ジュ
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ニアリ ーダー(未設置) ・青年教室・成人の

各学級と籍を移しながら自己研鎖に努め、そ

の知識 ・経験を、地域で大いに生かしてくれ

るものと思い、又、願っています。

別表 (1) 〔職員体制〕

教育長 社会教育課長

月

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

1人(1) 1人

兼任の公民館長及び公民館職員

は( )の 4名である。

別表 (2) 〔年間研修〕

日 時 学習内容

12日
開仲間講づく式り10 : 00 

15-16日
宿泊研修13: 00 

未 定 創作活動

" キャンプ

" 町を知ろう

" オリエンテー リング

" 奉仕活動

" 
1985年さよなら

ノミu ーァ-ィー

" 日本の遊び

" 耐久訓練

" 
スポーツ大式会
開講

|町民会館 I3人山

|中央公民館 I2人ω

社会教育係長

1人 |図書館 I2人ω

|山鹿公民館 I2人

|社会体育係長| 1人

講師等 会 場 時間数 備 考

教公民育館職長員 中央公民館 2 

" 少年自然の家 24 1i自 2日

老人クラブ 中央公民館 3 

公民館職員 未 定 56 21白3日

" 町 内 10 スライド作

" 山鹿地区 4 

" " 2 

" 中央公民館 4 青合年同教で室生と

老人クラブ 〆" 2 

公民館職員 未 定 8 

/1 中央公民館 4 
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別表 (3) (校区別研修〕

員証¥¥竺 ふヲみゐー 期 2 A子~弘 期 3 学 期

芦小(毎週月曜) フリーテニス インテ、ィアカ ノミ、 ドミントン

東小(毎週木曜) インデfィアカ ノてドミントン フリーテニス

山小(毎週火曜) ノミドミントン フリ ーテニス インディアカ

別表 (4) 〔認定基準〕

区 分 学習 内 容 時間数 i'i コ 言十 認定時間数

宿泊研修 24 

集 団 司11 練 野外活動 56 88 32 

耐久訓練 8 

創作学習 3 

文 化 活 動 町の歴史 10 15 10 

日本の遊び 2 

奉 イ士 活 動 清 掃 活 動 2 2 2 

オリエンテーリング 4 

レ ク 活 動 クリスマス会 4 11 6 

ス ポ ー ツ大会 3 

ノミドミン トン

ス ポ ー ツ 実習 インデy ィアカ 70 70 42 

フリーテニス

理 吾at冊h 研 修 教育 長講話 2 2 2 

実 地 研 修 地区子ども会等の指導 10 10 10 
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第 6分科会| (市部)

討織のテーマ 人びとの交流を深める自治(町内)公民館のあり方を考える

. 地域住民の参加意識を高める事業のあり方について

. 地域住民の交流を促進する人材の発掘とその活用について

助 言 者 北九州市八幡西市民センター館長 仰 木 忠 幹

司 会 者 県教育庁福岡教育事務所主任社会教育主事 末 松 哲 夫

記 録 者 山田市教育委員会社会教育主事 寺 田

会場責任者 山田市中央公民館長 矢 野 勝 美

地域住民の参加意識を高める事業のあり方について

1. 筑紫野市の概要

筑紫野市は、県南西部に位置し、北は三

郡山系、南は背振山系を以て東西lζ狭長な

る平野を有しています。南北を両山系lζ迫

られているため、市の中央lζ国道 3号線、

九州縦貫自動車道、国鉄鹿児島本線、西鉄

大牟回線等が貰き、福岡市や久留米市lζ急

行電車でわずか15分という交通の便もあっ

て、近年はベッドタウンとして人口急増の

地域です。市の中心街は二日市地区で、そ

の名のとおり古くから商業の町として栄え

たととろです。市内の主要交通路や路線パ

スも、二日市を中心iζ放射状IC延びていま

す。

昭和30年3月IC、二日市町とそれをとり

まく農村部4村が、地続の拡大と町勢の進

筑紫野市中央公民館主事 砥 綿 敬

展を図る乙とで合併し、人口 28.196人、総

面積 87.5knlの筑紫野町が誕生しました。

町制施行当時 3万弱の人口も、昭和47年に

は4万人を超え、政令都市循岡の近郊都市

として、また、 自然に恵まれ調和のとれた

明るい街づくりをめざ して市制を施行しま

した。現在では、人口 も6万人を上まわり、

今後もさらに人口増加が見込まれます。ま

た、町制l当時には 7百戸余りあった専業農

家も30年の聞に10分の 1IC激減し、世帯当

りの人数lとおいても 5.4人から3.4人と少

なくなるばかりで、ど多分IC洩れず核家族

化が進むなど、大きく変化してきま した。

一方、合併により、 「地元さえ良ければ」

というような好まし くない地域意識も根強

く現存している。また新旧住民の意識の差
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も大きいうえに、大都市を圏内 IL有 しての

生活様式や意識の都市化等は、地域づくり

のうえで諸問題の背景をなしていると考え

られます。

2. 筑紫野市自治公民館の現状

別紙、資料

3. 自治公民館への期待

4 地主義公民館活動推進への取り組み

5. r地域公民館活動講座」討議から

(地域住民の参加意識を高める取り組み)

別紙、資料

6. 今後の課題
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(町村部)7 l竺

寿太郎

和 光

広

人びとの交流を深める自治(町内)公民館のあり方を考える

地域住民の参加意識を高める事業のあり方について

地域住民の交流を促進する人材の発掘とその活用について

福岡県公民館連合会副会長 中

県教育庁京築教育事務所社会教育係長 村

碓井町教育委員会社会教育係長 坂

碓井町教育委員会教育課長 杉

討議のテーマ

村

上

本

者

者

者

会場責任者

言

会

録

助

司

ie. 

地域住民の参加意識を高める地区館活動について

昼になると、 「握りめしj、 「お煮メ J、

「味噌漬」等を持って行き、田園の畦道で、

話し笑いながら喰べていたものですが、い

まは機械化され、共働きの多い私の地区で

は、乙のような共同作業もなくなりました。

冬の山仕事でも、山で木を切る人、切っ

た木を山から出す人、馬車で製作所、杭木

庖に運ぶ人と役割jを分担し、仕事始めにあ

たっては、 「小屋入り」と言って、仕事の

打合せをしながら一杯やっていたのを子供

心に覚えています。

初夏のいま頃、八十八夜の新茶といって、

垣根がわりの茶の新芽を摘み、自家製のお

茶を作って、近所のお年寄連中が集り、季

節の香りを楽しみながら談笑していた姿が

良日光岡原大平村西友枝仙台公民館前館長

私の住んでいる大平村大字西友枝は全長

約 8kmの山あいに約 170戸の家々が点在し、

その入口に50戸の集落があり、その一角lζ

私の家がありますの

私は、仕事の関係で永く村を離れていま

したが、父の残した若干の田畑と、若い時

代を過した懐しい山河にひかれ、老後を生

れ育った故郷でと住居を定めました。

小学校時代の友人も数人いて、温かく迎

えていただき「故郷に帰って来てよかった」

はじめに

まだまぶたにあります。

山あいの農家の生活は厳しく辛い乙とも

多かったと思いますが、しかし季節、季節

の楽しみと人と人との交わりは、心温〈豊

かなもので、はなかっただろうかと思います。

と思っています。

懐しさ胸一杯で帰ってきました田舎も、

日が過ぎ月変わる中で、生活様式の変化と

共iζ随分と変わっておりました。

時の流れは、ふれ合いの場を少なくし、

共通の話題も乏しく、心温かな近隣とのつ

ながりも薄くしておりました。

私の子供の頃は農業が生活の中心で、田

植等は、近所の人達が共同で作業しており、
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2. 怠加意織を高める事業の取り組み

(1) 私と公民館とのかかわり

過ぎた昔の思い出を懐かしみ、地区の

人々との温い交流を求めていた私IC、「地

区公民館と部落の世話をしてくれJとの

話があったのは、帰って来た 2年自の春

でありました。

永い悶留守にし、ど迷惑をかけた人々

の役にたつならという気持ちと共に、老

後を過乙す故郷を「より住みょいと乙ろ

にしょう」という若干の気負いもありま

したので、みなさんのζ協力をお願いし

て引受けました。

仕事への取組みは、暗中模索の状態で

ありましたが、乙の 2年の聞に考えてい

た乙とは、 「地区の人々の交流の場をよ

り多く持ち、その中からお互が連帯感を

深め、自分達の住んでいるところを 「よ

り明るく住みよくする』という気持をも

ってもらう」乙とであります。

折角の役目をおおせっかったわけです

から乙れをどのように進めていくかは、

長い間のブランクがあり「言うは易〈行

うは難し」でありま した。

先ず私との壁をなくし、人々との輸を

広げなければなりません。

(2) コミュニケーションづくりをめざして

私の地区では、行政、農協等の連絡で

年数回の部落常会を開いていましたが、

乙の常会を連絡事項だけでなく 、地区の

人々のコミュニケーションの場とし、交

流を強めよう と、 毎月開く乙とを提案し、

毎月第4土曜日IC、定例常会と して開催

する乙とになりま した。乙の中で、いろ

いろな話題を準備し、約 2時間程度の会

議を行っています。

また、乙の常会の準備、後片付けは、

部落長の奥さんがやっていましたが、毎

月の開催では負担も大変だし、 みんなで

分担 しようという乙とから話し合いの上、

ゴミ置場、ゴミ捨場、公民館の清掃と常

会の世話を、 5戸 1組の月当番で行う乙

とにしました。よい環境づくりに、みん

なで取組む姿が出来たのは大きな前進だ

ったと思います。

(3) 御神幸の復活

人々の集りの中から、地域の発展があ

り、文化が育つのではないで しょうか。

私がとの役を引受ける前年、長い間中

止されていた御神幸が復活いたしました。

この御神幸に、氏子による「お神楽を奉

納してはどうか」という話しが持ち上が

りました。

そ乙で私は、神楽の練習に入る前lζ、

みんなと話し合い、地区の組織作りに取

組みました。老人部、中年部、青年部、

少年部、婦人部、文化部、農業推進部を

設け、各部の部長l亡、地区公民館運営委

員となって頂き、部落の運営と公民館活

動をドッキングさせま した。

乙のような組織が出来上り、各部の応

援を得て、文化部長共々、神楽の練習に

入りました。約 6カ月程度で人IC披露で

きる程度lζなりましたので、公民館の広

場でみなさんにど披露いたしました。み

なさんに誉めて頂くと共IC、折角乙乙ま

で出来たなら自前の衣裳を作ったらとの

応援があり、 「応分の寄付を しようJ、

「生地を貿ったら婦人部で縫います」と

の声に力を得て、見積りの話しをお願い

したと乙ろ予定を上廻る金が集り、実施

IC踏み切りました。最初予定をしていた
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寄付金より残金がでましたので文化部の

基金にしました。

わずか一年足らずの中で乙のような成

果があがったのは、地区の人々が私と同

じようなことを考えていたあらわれだと

恩います。

私は一つの成果1<::力を得て、更にふれ

合いの輸を広げる行事K取り組みました。

(4) 村文化祭への参加

私の村では数年前から「ふるさと文化

祭」が開催され、いろいろの催しが行わ

れています。その中の演芸部門には、 一

般の人の出演が少なかったのですが 「演

芸にみんなで出ょうJ I私達も舞台で歌

ったり、踊ったりして思い出を作るのも

よいではないか」等の話しがあって、演

芸lζ出る乙とになりま した。

夕食を終わってから、みんなが公民館

に集まり約 2時間程の練習の日が続きま

した。日頃のわだかまりを捨て、一つの

目的に向って何かをやるという乙とは難

しいものです。小さなトラブノレもありま

したが、熱心な練習を重ねる中1<::、わだ

かまりもなくなり稽古の夜を心待ちする

ようになりました。

演じ物の一つをど紹介いたしますと、

八木節を次のようにアレ ンヂしました。

O音曲の笛、太鼓、鉦は神楽ばやしの 6

名。

o歌、合の手1<::男女4名

O踊りには20代、 30代、 40代から男女

各 5名ずつ計15名が出演し、 残りの方

々は裏方をつとめました。

舞台一杯lとなって、村民のみなさんに

ど彼露し、多くのご声援を頂きました。

乙の外、お神楽1<::6名、小倉音頭1<::20

名の婦人部員が出演し、地区の人みんな

が、舞台1<::裏方で活躍し満足して帰り、

賑やかな反省会となりました。

(5) 交流を深める活動

「よい結果」は、次の目標1<::向つての

励みになり、私はみんなが一つの目標に

向って進むのを見守り、よい人間関係の

醸成を期待し努めました。一つ一つ物事

へ参加するうち、知 らず、知らずの中1<::

親しみが生まれ、地区の人々が強いきず

なで結ばれっ、ある乙とに気づきました。

自分の住む村が 「明るく住みょいとこ

ろJであれと思う気持ちは誰もがもって

いる乙とであります。

乙の思いに、誰がどのようにして火を

付けるか、手段方法はいろいろあると思

います。

私は地区のみなさんに馴染のある神楽、

演芸を通じ、人と人との交流を強めよう

と努力してまいりました。

一年を通じ地区の交流の場としての主

なものは次のとおりです。

o 1月 元Eの初詣り、新年祝宴、どん

ど焼

o 3月 区会レク

o 5月 御神幸

o 7月 皆作

08月 盆おどり大会(公民館 ・小学校

校庭)

09月 ふるさと文化祭

との外、飛び込みの、地区の花見や隣

組の旅行等があり、毎会の参加は出来な

くても、年1<::何回かは、みんなで話し合

い楽しむ乙とができるようになりました。

兼業農家で、共働きの多く なった現在、

休日はゴロ寝とテレビという状態から脱
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け出て、戸外で多くの人達と共lζ談笑し

楽しみを分ちあう乙とは、人間として大

切な乙とだと思います。

いろいろの乙とを企画し参加を呼びか

けると、いまでは計画lζ従って役割をき

め実行するようになりました。先日も大

平村合併30周年記念運動会lζ、西友枝地

区 170数戸から約 300名が参加し「昼食」

は婦人部が担当し、選手、応援共々一日を

楽しく過しました。

6) その他

農村lζは改善しなければならない多く

の問題があります。人々の温いつながり

を阻害するものに農業用水の問題があり

ました。

我田引水の言葉がありますように、特

!(自分lζ都合よく、時IL'横車的なものも

あり、時期になると、よくトラブノレがあ

り感情もあらわになる ζ ともしばしばで

した。

毎年閉じことの繰返しと、近隣との争

いを無くすため、農業lとは経験の浅い私

でしたが、みんなとの話合いを重ね、「地

区水利組合」を設立し規制を定め、役員

による水の円滑な活用をはかることにし

ました。

規則の不備、問題の派生はその都度役

員会で整理し、総会で規則化し、閉じ争

いを二度と繰り返さないようにみんなで

努め、 56年4月組合を設立して丸4年に

なりますが、水路整備も着々と進み、工

事基金として若干の積立も出来、水の乙

とで争う乙とはなくなりました。

3. おわりに

このような交わりの中から更に学習し、

自己を高め、充実しようという欲求を、よ

り多くの人がもてば「明るく住みよい地区」

!(近づくものと確信しています。

いま私の地区で、ふれ合いの場を多く持

ち、よく学習しているのは、なんといって

も婦人部でしょう。生活lζ忙しい中年部、

青年部も年数回の話し合いの場をもつよう

になりました。振り返って見て、いままで

はそれなりの成果があったと患いますが、

乙れを持続させ前進させる乙とは大変であ

ります。よい後継者づくりに努め、自分自

身のためにも、出来るだけのことをしたい

と思います。
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|第 8分科会 |

討議のテーマ

司会者

記録 者

会 渇責 任者

(公民館職員入門〉

公民館の歴史と目的 ・役割lについて

公民館とは何か

公民館の役害IJと職員のあり方

福岡市博多市民センタ一指導係長

筑穂町公民館主事

筑穂町教育委員会社会教育課長

公 民 館 職 員 入 門

宏

俊

介
政

誠

中

居

野

田

土

芳

県立社会教育総合センタ 一指導員 久 家 貞 美
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「生涯教育時代に即応した公民館のあり方」



県内公立公民館一覧

北九州市

降号 名 称

門 司 中 央 公 民館

小倉北中央公民館

小愈南中央公民館

若 松中央公民館

八幡東中央公民館

八幡西中央公民館

戸畑中央公民館

1 老松公民 館

2 風師公民 館

3 大 里西部公民館

4 大里中部公民館

5 大 里東部公民館

6 松 ヶ江 公民館

7 足立公民館

8 板橋 公民館

9 聖書丘公民館

10 小倉東公民館

11 篠崎公民館

12 白銀公民館

13 富野公民館

14 日 明公民館

15 蒲生公民館

16 企救公民館

17 北方公民館

18 志徳公民館

19 城野公民館

20 曾視公民館

21 沼 公 民 館

22 東谷 公民 館

23 南曾仮公民 館

所 在 地

〒801門司区栄町 3-7

〒803小倉北区大門 l-fi-43

〒802小倉南区若園 5-1-5

〒808若松区浜町 1-1-2

干805八幡東区尾倉 2-6-3

〒806八幡西区相生町 19-1

干804戸畑区浅生 2-13-7 

〒801門司区老松町 3-1

i801 〆〆 風師3丁目 10-27

〒800 /f 稲積 1丁目 3-1

〒800 /f 高田 1丁目 20-1

〒800 /f 下二十町 1-12

〒801
-Dl 

/f 恒見 21-1

〒802小倉北区熊本 1丁目 12-1

〒803 /f 弁楓 2丁目 7-4

〒802 /1 黒原 2丁目 30-30

〒802 1/ 堺町 2丁目 4-24 

〒803 /f 真鶴 1丁目 5-15

〒802 〆ノ 白銀 1丁目 5-8

〒802 F〆 上富野5丁白
6-21 

〒803 /f 日明 4丁目 3-7

〒803小倉南区蒲生 3丁目 6-15

〒802 〆ノ 北方 2了目 16-7

千802 /f 北方 3丁目 62--{;

〒803 "〆 大字徳力 636-4

〒802 1/ E富士見3丁目 1-3

=.-8000 2 λ， 下曾根 4丁目
23-38 

〒802 /f 
沼緑町 1丁目

11-19 

干-80031 〆" 大字木下704-1

8∞ 
干-D2 1/ 大字朽網 1870

名弥の ( )は分館

職員数の ( )は兼任ー ・ 外教

電話番号 鐙設年月日 鎗物総面積 職員数

3(03923) 0888 S 56・4・2 2200m' 10人

571 -2712 S 54・11・1 1970 10 

941-4220 S 51・4・29 1735 10 

751-8683 S 43・6・1 40(事務) 10 

671-6561 S 26・10・15 2169 9 

641-7700 S 51・5・2 2035 10 

882-4281 S 49・11・11 843 10 

3(03923-) 0889 S 56・4・23 671 3 

331-5735 S 60 0 4・17 708 4 

381-4927 S 44・4・1 670 3 

381-2328 S 48・5・12 703 4 

371-4419 S 48・5・13 692 3 

481-0290 S 41・4・23 689 3 

531-3873 S 58・4・22 702 4 

591-8750 S 51・10・1 769 4 

922ー7365 S 52・12・3 705 4 

551-1201 S 46・4・1 677 4 

571-3281 S 55・4・20 684 4 

921-2606 S 53・3・3 705 4 

522-5233 S 53・5・6 703 4 

571-3704 S 42・4・1 539 4 

963-0158 S 29・4・1 153 3 

951-0133 S 43・3・31 644 4 

951-0114 S 25・1・1 209 2 (1) 

963-3101 S 53・12・2 709 4 

951-0231 S 52・4・1 1327 4 

471 -7710 S 48・8・21 703 4 

473-2021 S 52・9・1 706 4 

451-0217 S 58・11・21 723 3 

471-8566 S 56・9・30 709 4 
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名称の( )は分館

北九 州 市 臓員数の( )は兼任。 ー外者t

番号 名 弥 所 在 地 電話番号 建設年月日 建物総面積 職員数

24 湯 川 公民館 〒理2小倉南区湯1111丁目 8-33 941-1751 S 55・10・16 709rrf 4 人

25 横代公民館 〒802
1/ 綴代東町 4I511 962-1731 S52・9・2 716 4 

26 両谷公民館 -T8-003 2 1/ 大字徳吉 724 451-1138 S50・5・10 706 4 

27 島郷 公民館 モ0ー0081若松区鴨生回 2丁目 1- 1 791-0483 S41・2・1 657 4 

28 校光 公民館 〒805八幡東区日の出 1丁目 511 661-1034 S30・3・27 714 3 

29 枝 光 北 公 民館 〒805 "〆 大宮町 6-1 661-2437 S39・2・25 570 4 

30 大蔵公民館 〒805 ノノ 大蔵 2丁目 4-13 652-3817 S29・7・2 676 3 

31 属禽 公民館 ，-805 /1 尾倉 1丁目 15-2 661-0516 S33・12・16 706 4 

32 高 見 公民館 〒805 1/ 荒生田 2丁目 3-1( 651-2101 S32・7・30 733 4 

33 槻 田公民館 〒805 "〆 宮の町 2丁目2-10 651-3816 S29・8・28 647 4 

34 前回公民館 干806 /1 桃園 4丁目 1-1 661-1584 S33・8・1 704 4 

35 八幡大谷公民館 苧805 ノノ 中央 2丁目 1-1 661-1092 S35・9・10 625 4 

36 穴 生 公民館 〒806八幡西区鷹の巣 3丁目 3-1 641-6026 S37・7・7 919 4 

31 永犬丸公民館 〒806 〆〆 大字永犬丸 1932-1603-1055 S53・10・1 725 4 

38 沖田公民館 〒807 1/ 大字永犬丸 69-3 612-3881 S46・4・5 670 4 

39 折 尾 公民館 ，-807 1/ 光明 2丁目 2-50 601-8991 S33・10・11 578 4 

40 香月公民館 〒807
-11 1/ 大字香月 2652-2 617-0203 S36・6・4 881 5 

41 目白西公民館 T806 1/ 山寺町 6-30 641-3407 S28・10・28 618 4 

42 黒 崎公民館 干806 1/ 藤田 4丁目 1-1 641-4106 S31・4・4 1132 4 

43 上津役公民館 〒806 1/ 大字下長患笥 612-3568 S34・5・23 718 2 

44 木屋瀬公 民 館 〒雪;八幡西区大字野面m 617-1127 S 57・11・26 704 4 

45 陣 山 公民 館 干806八幡東区桃園 3丁目 1-1 661-1657 S 35・11・27 582 4 

46 則松 公民館 〒807八幡西区則松 2丁目 9-1 602-2010 S 55・4・1 704 4 

41 ヲl野公民館 〒806 1/ 別所町 9-1 641-2906 S 42・7・28 569 4 

48 本戚公民館 苧807 1/ 大字本城 1812 601-8990 S 38・6・8 601 4 

49 八児公民館 〒806 "〆 大字上上津役 18竺 613-2555 S 55・4・24 709 4 

50 浅 生公民館 〒804戸畑区浅生 2丁目13-7 881-5688 S49・11・11 843 3 

51 一 綬公民館 〒804 rノ 一枝 1丁目 8-1 881-1029 S56・4・10 505 3 

52 輸ヶ 谷公民館 〒804 H 西鞘ケ谷町 3-17 881-1039 S55・10・24 519 3 

53 沢見公 民館 〒804 λy 小芝2丁目 1-4 881-5689 S35・5・13 439 3 

54 三六 公 民館 〒804 1/ 小芝 3丁目 12-2 881-0958 S47・12・6 490 3 
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名称の( )は分館

北九州市 峨員数の( )は兼任ーーー外敬

番号 名 称 所 在 地 電話番号 建設年月日 建物総面積 験員数

55 天鎖寺公民館 〒804 1/ 天鎖寺 2丁目 2-13 881-1028 534・6・6 318m' 3人

56 大谷公民館 〒804 λγ 東大谷 2丁目 12-33 881-0067 531・6・6 333 2 

57 大谷西公民館 〒804 "〆 管原 2丁目 12-12 881-3148 540・4・5 293 1 (1) 

58 中原公民館 〒804 1/ 中原東 2丁目 2-35 881-1038 556・4・16 519 3 

59 西戸畑公民館 〒804 1/ 南鳥銃町 3-17 881-2330 550・8・1 502 3 

60 東戸畑公民館 〒804 1/ 手防 3丁目 1-12 881-1019 552・4・21 514 3 

61 牧 山 公民 館 〒804 1/ 牧山4丁目 1-22 881-1041 558・4・20 409 3 

62 牧山東公民 館 〒804 1/ 丸山 1丁目 2-38 881-3177 540・4・5 310 3 

福岡市

東市民センタ 〒813東区香住丘 1丁目 12-1 6ω6912-) 1831 S 52・7・16 3025 12 (1) 

博多市民センター 〒812博多区山王 1丁目 13-10 472-5991 S58・8・26 4098 15 (1) 

中央市民センタ 〒810中央区赤坂 2丁目 5-8 714-5521 555・3・23 3854 10 (1) 

南市民セノタ 〒815南区邸l原-2丁目 8-2 561-2981 553・7・22 5058 11 (1) 

城南市民センター -T8-n14 1城南区片江5丁目 3-25 862-2141 559・8・1 4028 8([) 

岡市民セ:----9ー 〒814早良区百道 2丁目 2-1 831-2321 S 57・2・14 4034 18 (2) 

守 γー一一一一一一一一ーー
馬出公民館 〒812東区馬出 1丁目 12-33 651-0605 528・4・1 280 3 

2 笛松公民館 〒812 1/ 箱崎 1丁目 27-17 651-2608 528・1・1 525 2 

3 箱崎公民館 〒812 1/ 1/ 651-7708 S 27・1・1 笛松1土用 2 

4 番 般公 民館 干8D 1/ 香椎駅前 2丁目 13-1 661-3258 S 30・2・1 280 3 

5 多々良公民館 〒813 1/ 大字津尾 1032-5 691-3767 530・2・1 455 4 

6 名島公民館 〒813 1/ 名島 2丁目 .13-73 681-0155 531・4・1 349 3 

7 和自公民館 〒8-012l ，
れ 平日白 3丁目 28-30 606 -3001 535・8・27 281 4 

8 香住丘公民 館 干813 1/ 香住ケ丘 1丁目22-'お 681-4704 537・4・1 290 3 

9 千早公民館 〒813 1/ 千早 3丁目 3-6 661-3240 540・7・10 265 3 

10 志貸 公民館 -T8-013 1 
大字志賀島 736-1 603-6706 546・4・5 556 3 

11 西戸崎公民館 〒8-0131aれ 西戸崎 4丁目 8-33 603-0201 546・4・5 418 3 

12 若 宮公 民館 〒813 1/ 大字松崎 2757-2 662 -5454 551・4・1 275 3 

13 美和台公民館 〒8-012l ，
以 美和台 1丁目 3-12 607-0294 S 52・4・1 272 2 

14 減浜公民館 〒813 1/ 減浜岡地 32-2 671-6181 552・4・1 270 3 
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名祢の( )は分館

職員敬の( )は兼任・ 0 外数

審号 名 称 所 在 地 逗話番号 主主J没年月日 建物総面積 職員数

15 正日白*公 民館 〒お東区高見台 2丁目 400-2 607 -2442 S 53・4・1 275 m' 3 人

16 八回公民館 〒813 1/ 八回 2丁目 16-20 681-5371 S 53・12・1 280 3 

17 舞松原公民館 〒813 1/ 水谷 1丁目 8-30 672-2199 S 56・4・l 281 3 

18 香 推 東公民館 干813 1/ 大字香椎 1844-121 672-7098 S 57・4・l 281 3 

19 奈多公民館 =--8012lH u 大字奈多字中裏付鳴l607-4697 S 60 0 4・l 281 3 

20 i青葉公民館 〒813 1/ 大字八回字山/浦43L4691-9799 i S60・4・1I 281 3 

21 冷 泉 公民館 〒812侍多区上川端町 6-1 281-2245 S 29・4・1 288 2 

22 奈良屋公民館 〒812 1/ 奈良屋町 1-6 271 -4461 S 29・4・l 281 2 

23 御供所公 民館 千812 〆/ 御供所町 6-6 281-5512 S 29・4・1 263 3 

24 大浜公民館 宇812 1/ 大樽町 7-16 281-0343 S28・4・1 307 3 

25 住吉公民館 〒812 1/ 住吉 5丁目6-1 441-6955 S 29・4・1 267 4 

26 堅粕東光公民館 〒812 〆/ 東光 2丁目 15-2 411-7792 S 28・1・1 521 4 

27 千代公民館 〒812 〆/ 千代 1r目20-11 651-0066 S 28・4・l 239 3 

28 吉塚公民館 〒812 1/ 吉塚 2丁目 21-15 611-6320 S 28・4・1 279 3 

29 東住吉公民館 〒812 "〆 鱒多駅前 4丁目liz 431-1271 S 27・l・l 281 2 

30 席 回公民館 〒812 1/ 大字下臼井 30-1 611-0315 S 27・1・l 460 2 

31 月限公民館 〒816 fノ 大字上月隈847-3 503-1106 S 28・1・l 239 3 

32 郷 珂公民館 〒816 1/ 郷珂 2丁目3-2 431-5993 S 35・4・1 281 3 

33 仮付公 民館 〒816 1/ 麦野 1丁目28-56 581-1117 S 22・3・4 283 4 

34 那珂 南公民館 〒816 1/ 寿町 3丁目 3-5 571-4319 S 35・4・1 330 3 

35 春住公民館 〒812 1/ 博多駅南3百 11-30 441-6269 S 37・3・29 281 3 

36 東 吉塚 公 民館 〒812 1/ 吉塚 6丁目 6-10 611-2001 S 49・4・1 330 3 

37 板 付北公 民館 〒816 1/ 板付 2丁目 2-70 574-0651 S 51・2・1 281 2 

38 東月限公民館 〒816 〆" 大字下月隈52-175 50.1-1360 S 54・4・1 278 3 

39 美 野 島公 民館 〒812 〆" 美野島 2丁目 6-11 474-0070 S 54・4・1 283 2 

40 = 筑公民 館 〒816 〆ノ 三筑 1丁目7-32 573-4664 S59・4・1 331 3 

41 大名公民館 〒810中央区大名 2丁目 6-53 751-4212 S 29・4・1 519 2 

42 当仁 公 民館 〒810 1/ 唐人町 3 丁目 1~1l 751-6824 S 28・4・1 280 3 

43 貸子公民館 〒810 f〆 大手門 3丁目10-7 712-2268 S 29・4・1 282 2 

44 箸国公民館 〒810 〆ノ 答固 1丁目 11-2 731-4655 S29・4・1 281 3 

45 春 吉 公 民館 〒810 1/ 春吉 1丁目 17-13 761 -2528 S 29・4・1 288 2 
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名称の( )は分館

職員数の ( )は兼任ー外数

番号 名 事事 所 在 地 電話番号 建設年月日 建物総面積 職員数

46 草 ケ江公 民館 〒810中央区六本松 1丁目 11-1 741-7998 S 28・4・1 463 rd 3人

47 平尾公民館 〒810 11 平尾 3丁目 29-23 531 -6885 S 29・4・l 378 3 

48 高 官公民館 〒810 11 大宮 2丁目2-11 531-0029 S 29・4・l 256 3 

49 赤坂公民館 〒810 11 赤坂2丁目 5-14 751-4691 S 29・9・1 332 3 

50 笹丘公民館 〒810 11 笹丘 1丁目 13-41 761-7375 S 37・4・l 290 3 

51 舞鶴公民館 〒810 11 舞鶴 2丁目 6-6 771-3541 S 39・1・15 287 3 

52 南当仁公民官官 〒810 〆/ 今JI12了目 8-21 7-11-9053 S 40・4・1 227 3 

53 小笹公民館 〒810 /，〆 平和 5丁目 13-75 531-9428 S 42・5・4 202 3 

54 福浜公民館 〒810 〆" 福浜 2丁目 1-3 761-8060 S 56・4・1 281 2 

55 三 宅公民館 〒815南区三宅 2丁目9-16 541-1088 S 27・1・1 249 4 

56 ./E 畑公民館 〒815 11 花畑 3丁目 34-3 566-9061 S 27・1・1 315 3 

57 玉 川公民館 〒815 11 向野 1丁目3-23 541-3212 S 28・1・1 331 3 

58 西 高 宮公民 館 〒815 11 高官 1丁目10-16 531-4767 S 29・4・l 216 3 

59 日 佐公 民館 〒816 11 繊手 3丁目 43-1 591-5542 S 29・10・1 532 3 

60 大楠公民館 〒815 11 大繍 1丁目 22-13 52¥-7044 S 33・4・1 274 3 

61 若久公民館 〒815 11 若久 1丁目21-24 541-4200 S 37・4・1 281 3 

62 宮竹公民館 雫816 11 五十JlI1丁目 14-15 431-3278 S 39・7・15 265 4 

63 長住西 長住公民館 〒815 11 西長住 2丁目 4-3 551-4189 S 44・4・l 482 4 

64 老 司 公民館 〒815 11 大字老司 478-4 565-1700 S 45・4・1 274 3 

65 四花畑公民館 〒815 11 皿山 1丁目11-1 1 511 -4 377 S 48・6・25 267 3 

66 筑紫丘公 民 館 〒815 11 筑紫丘 2丁目 22-15 512-6477 S 49・10・15 267 3 

67 長 丘公民館 〒815 11 長丘 2丁目22--2 3 51 1-0456 S 50・4・1 280 3 

68 弥永公民館 〒816 11 弥永団地 30-2 582-4645 S 51・4・1 276 3 

69 東花畑公民館 〒815 11 思形原 2丁目 8-3 511-6655 S 52・4・1 272 3 

70 弥永商公民館 〒815 11 弥永 2丁目 14-1 582-9620 S 57・4・l 281 3 

71 東若久公民館 〒815 11 若久 6丁目 30-12 541-9548 S 57・4・1 281 2 

72 鶴田公民館 〒815 11 大字間形原字栄ノ尾239 566-2593 S 58・4・1 281 3 

73 野多目公民館 〒815 /1 大字野多目字東田 30~12 565-4223 860・4・l 281 3 

74 長尾公民館 〒814減南区長尾 1丁目 3-14 871-5619 S 27・1・1 281 3 

75 鳥 飼 公 民館 〒814 11 鳥飼4丁目 13-1 821-5227 S28・4・1 446 3 

76 別府公 民 館 〒814 /1 別府 1丁目15-19 821-7489 S 39・7・15 268 3 

－ 49 －



名郎の( )は分自1

職員数の( )は策任 外数

番号 名 客五 所 在 地 電話苦手号 建設年月日 建物総雨綴 織貝数

77 七限 公民館 〒当i城南区七隈 4丁目 26-33 871-6905 S 44・4・1 349 rr? 3人

78 世主 公 民 官自 〒815 " 樋井川 7丁目 21-1 863-5533 S 50・4・I 272 3 

79 減南公 民館 .814 " 茶山 6丁目 21-5 843.-8406 S 54・9・1 290 3 

80 片江公民館 T-8-O14l n “ 片江 5丁目 35-20 871-1219 S 55・8・11 281 3 

81 金 山公民館 〒当iM 友丘 6r目9-36 801-2830 S 55・10・l 282 3 

82 南片江公民館 〒当iH 南片江 1丁目 25-35 862-2453 856・4・l 281 3 

83 田島公民館 T814 " 田島 3丁目 ¥51-5 822-0307 S58・4・l 281 3 

84 西新 公民館 .8¥4早良区西新 2rld 10-¥0 85¥-9925 S28・4・l 375 3 

85 原 公 民 館 〒8H"--{)1 原 2丁目 5-2 821-64¥4 827・1・l 573 3 

86 高取 公民館 〒814" 高取 1丁目 23-5 85¥-9705 S28・4・l 358 3 

87 回限公民館 〒~1/ 野芥 2丁目 8ーl 863-7151 S29・¥0・l 276 3 

88 室見 公民館 〒814" 室見 5丁目 9-23 843-9577 S38・5・l 300 2 

89 百道公民館 〒814" 百道 2丁目 7-11 83¥ -240 ¥ S4¥・5・l 270 3 

90 原西公民館 T8-014 1 原 5丁目 12-¥6 85¥--7683 S48・6・l 281 3 

91 早良公民館 1・8H" 一1¥ 大字東入部 579 804-2420 S50・3・1 1064 4 

92 原 北公民館 T8-0i4 1 南庄 4丁目 52 83¥-7556 S53・4・1 272 3 

93 飯倉公民館 T-8414 1 飯倉 7丁目 29-27 864 -08¥8 S.54・1・4 280 4 

94 賀茂公民館 干8-O14l ，' 賀茂 l丁目 33-7 863-7741 S55・4・l 281 3 

95 有国公民館 〒8-0141，( 大字次郎丸 606-4 86¥-7679 S55・4・l 280 3 

96 野芥公民館 〒814" 野芥 7丁目23-20 862-3¥¥9 S56・4・l 28¥ 3 

97 大原公民館 〒8-O14l，れ 原 4丁目 1¥ー¥2 822-0428 S57・4・1 28¥ 3 

98 四箇回公 民 館 〒8!!" -¥1 大字四筒 520-¥ 8¥1-2180 S57・4・1 28¥ 3 

99 飯原公民館 -T8-Ol l l 原 7丁目 3-21 864-4545 8，，9・1・l 281 3 

100 姪浜公民館 干814西区姪浜 2丁目 ¥0-6 88¥-0384 S28・1・1 448 4 

101 壱岐公民館 〒8-O14i，' 大宇治六町 784 88¥-1093 827・1・1 252 3 

102 能 古公 民館 〒814" 能古字東 657-9 881-0873 S28・4・l 281 3 

lffi 今宿公民 館 〒8-O19lH 今宿町 ¥146 806-0242 S27・l・l 222 3 

104 今津 公民館 〒8-O19l， f 今津町 ¥694 806-202¥ S27・1・l 242 3 

105 金 武公 民館 干8))" -11 大字金武 2¥36-¥ 8¥2-1967 S35・8・27 250 3 

106 周 船寺 公民館 干8-0193，れ 大字周船寺 360-8 806-1371 S36・4・1 235 3 

107 元 岡公民館 T-8419 3 M  太郎丸 1丁目 4-¥5 806-5132 836・4・1 270 3 

－ 50 －



名称の( )は分館

職員数の( )は兼任ー 外書官

h 名 称 所 在 地 電話番号 建設年月日 建物総面積 職員数|

108 北崎公民館 〒怒西区大字宮の浦 1978-1 809-1733 S36・4・1 417111' 3人

109 玄界 公 民 館 干84192，れ 大字玄海島 21-3 809-1243 S49・4・1 195 3 

110 下 山 門公民 館 〒811 11 大字下山門 875-3 881-8383 S50・4・l 281 4 

111 内浜公民館 〒814 11 小戸4丁目11-32 882-1371 S54・9・1 278 3 

112 壱 般南公民館 〒84141 大宇野方 1-3 812 -{)686 S55・4・1 281 3 

113 西 陵公民 館 ，.814 11 大字下山門 1454-15 891-6342 S56・5・11 281 3 

114 壱 岐東公民館 〒当jm 大字橋本 1038 811-2185 S57・4・1 281 3 

115 石丸公民 館 〒814 11 大字石丸字クグ叶34 881-4983 S57・9・1 281 3 

116 福 重 公民館 〒8-0141M 大字福重字道手 185 882-1839 S58・4・1 281 3 

117 愛宕公民館 ，.814 " 愛宕 4丁目 11ー 11 時 ~ 1 -7962 S58・11、 l 2~1 3 

大 牟 田市

大牟田市中央公民館 〒836有明町 1丁目 2-11 (05944) 5 3055 4 3-1 02S 29・5・22

三 川 地区公民館 〒836樋口町 5-8 52-5957 S45・4・1 493 3 

2 勝 立 地 区 公 民 館 〒836新勝立町 4-1 -1 51-0393 S55・6・1 962 3 

3 池 分 館)〒837大字三池 629ー2 53-8343 S54・10・l 468 2 

4 (倉 永 分 館)〒837大字倉永 106-12 58-3479 S48・4・1 20 2 

n
h
U
 

Aυ q
u
 

no
 

町野訪諏nu 
qa 

oo 
-T 

館民公央

市
一
帥

米
一
献

留
一

久

久

-

ハU。，“
司

d町田津q
L
 

ぅ“Q
O
 

〒館民公央

市
一
帥

一
方

方

一
直

ム同

一

1 I楠 木 公 民 館|〒'822大字植木 481

飯塚市

飯塚市中央公民館 〒820西町 2-5 8 (02924-83) 274S42・3・15 1156 3 (1) 

鎮 西 公民館 〒820大字大日寺 593-16 23-3396 S45・4・1 689 3 

2 二 瀬公民館 〒820大字川津 675-1 22-2196 S46・3・31 935 3 

3 幸 袋公 民 館 〒820大字幸袋 50 22-1189 S47・3・30 819 3 

4 菰田 公 民 館 〒820菰田東 1丁目7-4 5 23-6819 S48・3・31 843 3 
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飯 塚 市

名弥の( )は分館

職員数の( )は兼任...外数

番号 名 称 所 在 地 電話番号 建設年月日 建物総面積 職員数

5 飯塚東公民 館 "820大字下三緒 57-86 23-6028 S49・3・31 808 rre 3人

6 自立国公民館 〒820大字総回 1373 22-9293 S51・3・1 864 3 

7 立岩 公民館 T820新飯塚 20-30 23-6000 S49・9・1 1497 4 

8 飯 塚公民館 〒820本町 20-17 22-2379 S57・8・31 934 3 

田川 市
寸一一一一一町一ーー一一

田川市中央公民館|〒826千代町 6-3 

柳川市

柳川市中央公民館 〒832大字新町 5-2 (02ii;L8326・6・28 435 2(1) 

柳河公民館 〒832大字新町 5-2 〆ノ 826・6・28 435 2 (1) 

2 減内公民館 〒832大字本減町 4-2 3-9556 S 6・. 131 3 

3 矢 留公民 館 〒832大字矢留本町 40-1 3-8398 810・. 180 3 

4 東宮永公民館 苧832大字佃田J374 3 -6 7 93 S 3・. 165 3 

5 両開公民館 〒832大字有明町 1270-5 3-6792 S42・3・ 612 3 

6 昭代公民館 〒増 大字国脇843 3-6790 810・. 300 3 

7 蒲池公 民館 〒832金納 547-2 3 -6 7 91 843・3・ 218 3 

市岡山

山田市中央公民館 〒821大'j':1::山国 443ーl ω924-8125) 22S  416・3・31 1314 0(4) 

熊ケ畑公民館 〒821大字熊ケ畑 2173-1 2-0104 日47・3・31 540 2 

2 t山田公 民館 干821大字 ヒ山間 1428-6 2-1377 S42・9‘30 215 2 

3 大 僑公民館 〒821大字上山間 443-1 2-0224 S46・3・31 29 2 

4 下山田公民 館 〒821大字下山田 376 2-1369 日50・3・31 629 2 

甘木 市

上秋月公民館 〒務大平上秋月 1732-1 (094624) 5 S50・11・ 594 3 5 -0 457 

2 秋月 公民館 〒当3大字 F秋月670 5 -0 458 S41・5・ 909 3 

3 安 川公民館 〒怒 大字下淵 737 2-2017 838・3・ 663 3 

4 中央 公民館 〒838大字甘木 π0-3 2-21 17 S29・. 980 4 

5 馬 旧公 民館 〒838大字馬問 12 5 1 2 -2140 S48・6・ 276 3 
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甘木市

番号 名 称 所所 在 地地

6 福田公民館 千838大字小隈 499-1福田史所内

7 鰭 減公民館 〒838大字片延 22

8 金 川 公民 館 〒雪?大字尾永 3266

9 三 奈 木公民館 〒空??大字三奈木 4260

10 高木公民館 〒そ??大字黒川 3968-2

11 立石公民館 〒838大字額田 299-1

八女市

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

八女市中央公民館 〒834大字本町 586

八女市東公民館 T834大字山内 389-5

八女市西公民館 〒834大字新庄 385

筑後市

筑後市中央公民館 |〒833大字山ノ井 906-3

大 川 市

大川市中央公民館 |〒制大字酒見 221-11

{j橋市

竹橋市中央公民館 T824中央 1-1 -2 

仲津公民 館 ，.824大字道場寺 14 39 

幡市公民館 T824大字長尾489

延永公民 館 〒824大字上津熊 76

梅田公民 館 ，.824大字下碑田967

今元公民館 〒824大字今井 2092

泉 ノ~、A、 民 館 〒824大字偏窟 1384 

今 川 公民 館 〒824大字宝心 857

蓑島公民館 〒824大字蓑島 180

島 断J 市

豊前市中央公民館 |〒828八屋町大字無国 1860-1 

1 I角田公民館 |〒'828松江 368-1

名称の( )は分館

職員数の( )は兼任・ ー外教

電話番号 建設年月日 建物総面積 職員数

2-2158 S46・. 1000 rre 3 人

2-3004 S29・5・ 533 3 

2-2242 S42・. 357 3 

2-31 14 S54・3・ 618 3 

9-0750 S53・3・ 428 2 

2 -2101 S34・5・ 270 3 

ω924-3523) 32s 43・3・31 1 133 5 

3-5276 S56・3・31 737 2 

4 -527 2 S54・3・31 730 2 

(03233ioS抄 9・1 899 2 

2-1001 S47・4・1 377 2 

2-1061 S52・4・1 349 2 

4 -740 1 S54・4・1 577 2 

2-1759 S29・4・1 140 

4 -3039 S29・4・1 231 1 

2-0404 S29・4・l 180 

2-1199 S48・4・1 499 

2-5767 S46・4・1 116 
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名称の ( )は分館

.~前市 職員数の ( )は兼任 ー外数

番号 名 称 所 在 土出 電話番号 建設年月U 鐙物総面積 職員数

2 山閃公 民 館 守思28 四郎丸 263 2 -2666 S49・3・30 352 rre 2 人

3 八 屋 公民 館 〒坦28八屋 1381-4 2-2775 S52・6・1 421 2 

4 宇 品 公民館 守ち28亦H員484-1 2-3196 S53・3・7 445 2 

5 三 毛 門公 民 館 守宅28 三B門 914-4 2-2671 S37・II・15 601 2 

6 Z4 上 公 民 館 守也28久路土 1179-1 2-2670 S35・9・26 506 2 

7 千 栄公民 館 守宅28 干4!167 2-2250 S57・3・25 479 2 

8 繍 武 公 民 館 事 28 薬師寺 61 -1 2-2669 S47・11・30 185 

9 合間公民 館 世3? FF1j内960-1 8-2001 S34・4・10 456 2 

10 省屋 公 民 館 世辞 岩尾 14 3 8-2002 S55・2・29 217 2 

中 間市

中間市中央公民 館|〒809大字中|筒5883-1

筑 紫 野市

筑紫野市中央公即d 〒818大字二日市 1123-1 9(02932-) 0415S47・3・31 1767 8 

山口地 医公 民 館 〒818大字山口 26-5 (092) 2 
922-2551 S33・3・31 219 (1) I 

2 筑紫地 区公 民 館 干818大字筑紫 18-6 926-2913 S34・3・28 229 (1) 

3 御 笠 地 区公 民 館 〒818大字古木 1769 922-2601 S37・10・6 216 (1) 

4 山家 地 区公 民 館 〒818大字山家 4525-3 926-2809 S45・3・31 323 (1) 

春日 市

春日市中央公民館|〒816伯玄町 2-2 4 

小 都市

小郡市中央公民館 |〒号?大板井 279-1 
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所 在称

大野減市中央公民館 |〒816曙町 2-14-1

宗 像市

名称の( )は分館

職員数の( )は兼任ー…外数

地

宗像市中央公民館〒羽大字須恵 348-2 63934-0253) 48849・6・25 2041 6 

日の里地区公民館 〒羽 目の里 1丁目 6 7-1587 854・3・1 1048 1 

2 (自由ヶ丘公民館) 〒当!大字自由ヶ丘 3-12-11 2-5594 847・12・1 528 。

部珂川町

名 称 所 在 地 電話番号 建設年月日 建物総面積 職員数

部珂川町中央公開官 〒空ii大字後野 120 9(0592-a 2092 850・3・30 1530 6 

南畑地区公民館 〒む埋金 853-3 952-5316 841・IO・1 388 3 

2 部珂川北地区公開官 〒空ii片縄5丁目 86番地 952-8852 858・2・28 400 4 
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須恵町

ヲ五百五民館| 問 ! 大字上須恵 1180-1

21 川子地区公民館|〒弓!大字上須恵 1290-34

新宮町

可証 苫 央 公 民館|〒知大字上府 1257-1

久山町

τL1J IIIJ '公亘副司!大字久原 3632

粕 屋 町

ヨ亘IIIJFt央公民館|〒当大字仲原 127 
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古賀 町
名称の( )は分館

職員数の( )は兼任 外教

番号 名 称 所 在 地 電話番号 建設年月日 建物総面穆 職員数

古賀町中央公民館 T2!大字久保 866 9(0494-2) 1931 S55・6・1 2237 ，，( 3人

1 廷内地区館 干当!大字廷内 883-1 942-7918 S43・ 375 1 

福閲町

l画面央公民館 |〒弘福間町 4033

津屋崎町

百亘面五函央公民館|〒部大字津屋崎 690-10

)
 

q
L
 

(
 

l|勝浦公民館 |〒お大字勝野 2274-2 

玄 海町

τ五五民館 |〒恕大字江口465

大島 村

τ五五 、 民館 |〒期大島村 1765 

芦屋 町

「声雇1IIJq:，央公民館 |〒fli中ノ浜 4 -4 

)
 

FD 
(
 

岡垣町中央公民館 〒当i大字吉木 1072-1 2ω8923-0) 162S47・3・15 1307 3(1) 

岡垣町東部公民館 守1『4121大字山田17番地 282-0035 S 51・ 980 1 (2) 

2 " 西部公民館 でE4ll2大字内浦 145 282ー7476 S53・ 652 (1) 

遠賀町

遠賀町中央公民館 |〒当;大字今古賀 51 3 
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小 竹町

|番号! 名称! 所 在 地

1 1 Jj竹一民館 |明大字勝野 17 5 7 

|1 1北公 民館 |明大字勝野 2379制 の1

若宮町

名称の( )は分館

職員数の ( )は兼任ー 外教

1電話番号 i建設年月日|建物総面倒職員数

1(02fiii2ISM-2・201 1580 m'1 2(4t 

• 
5
 

a

“.
 

C

。
n可つbp

n
υ
 

p

。
η
ノ“ 148 0 I 1 

若宮町中央公民館 〒笥?大字高野 572 (0213ih98帖 4・18 1 1 21 4 (1) 

吉 )11 支 館 モ82O2l大字脇田16番地 4-0301 S35・ 310 1(1) 

2 山 口 支 館 干.-80221大字山口 2お6番地の 2 2-2168 S 35. 218 (1) 

3 中 支 館 〒32大字稲光叩番地 l S35・ 113 (1) 

宮 田町

宮田町中央公民館 〒823大字宮田 72-1 (092493) 2 1432 (7) -013S  51・12・10

(大之浦支館) 干823大字大隈 573番地 S49・ 798 (J) 

2 (笠 松 支館) 〒823大字下有木 837番地 S42・ 214 1(1) 

桂 JlI 町

桂 川 町 公 民館 |〒笥i大字土居 368-2 

嘉 徳 町

嘉 橋 町 公 民館 |〒当i大字牛隈201

稲 築 町

稲築町公民館 |〒笥2大字岩崎 11 4 1 

碓 井 町

碓井町公民 館 |〒惣上臼井 466-1 

筑 梅 町

筑稿町中央公民館 〒惣 大字長尾 1340 

槍 波 町

〒820大字秩松 408

庄 内 町

庄内町公民館 |〒笥?大字網分 802-7

頴 田 町

頴田町公民館 |〒空白大字勢田 1129-1
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称

一F
所 在

名称の( )は分館

職員数の( )は兼任ー…外数

電話番号|建設年月日|建物総面司職員数|地

絶木町公民館| 〒 空ii大字寒水 80-1

朝台町公民館 |〒笥3大字宮野 2047ーl

輪 IUJ 

三 輪町公民 館〒838大字新町 450

f主 須 田J

|夜須町公民館|〒努 大字篠隈 339-1 

小石原村

|小石原村公民館|〒雪3大字鼓 2705-2 

宝珠山村

|宝珠 山村公民館|〒空??大字宝珠山6425

前 !京 町

前原町中央公民館〒空!?大字前原 1339-1 (02222hS34・1・10 1163 3 

1 波多 江 公 民館 〒空!?大字池田 599 (0922026) 4 S 58・4・1 730 3 一1641

2 加布里公民 館 〒空!?大字神在 11 1 2 2-3026 S 42・4・1 188 3 

3 長糸公民館 千空!?大字川付 876-4 3-2032 S 29・4・1 485 3 

4 雷 山公民館 〒空!?大字蔵持 838-6 3-0078 S 33・1・10 299 3 

5 恰土公民館 〒Eii大字大門 42 2-7815 S 37・1・10 335 3 

6 前 原南 公民 館〒!!?大字篠原山 1 4-1763 S60・3・31 751 3 

一丈 町
( 

二丈町中央公民館〒常大字深江 1145 (0952-0022) 34S 45・11・30 1866 (2) 

I 福吉公民館 〒空!?大字吉井 4017 6-5501 S 49・4・15 641 1(1) 

2 一 貴山公民 館 〒空13大字石崎 81 5-0151 S 53・2・28 650 1 (1) 

3 深江公民館 〒空i:大字深江 1145 5 -0 234 S 54・11・30 1866 1(1) 

志 摩町

中 央公民館 〒そ13大字初 206 (097202) 6 S 33・4・1 462 2 -2465 

2 桜野公民館 〒空13大字絞弁 5942 7 -0259 S 46・4・1 455 2 

3 引津公民館 〒?ii大字御床2165-3 8-2201 S 41・4・1 288 2 

4 芥屋公民館 〒空13大字芥屋 26-7 8-2009 S59・3・20 493 2 
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2 

3 

4 

2 

3 

吉井町

名 称 所 在

浮羽町公民館 宇野i大字朝田 561-1

国籍公民館 〒空??大字国音量 1151-1

山春公民館 〒 明 大字山北 783

大石公民館 〒空ii大字吉111479

御幸公民館 〒112大字朝田 589-1

北 野町

つt!jff IBJ公民 館|〒智大字中 3298-2

大万洗町

ヨ高品央公民 館 |〒 増 大字冨多 819

滅島町

寸瓦五百公民館|〒部大字桶津 748-1

大木町

T 支京可公民館|〒鴇大字八丁牟田

立花町中央公民館 〒834大字谷1111111

北山公民館 苧834大字北山2692

白木公民館 〒834大字臼木 5589

地

辺春公民館 〒雪i大字上辺春 394-2

(0~~~P76Is56 ・ 3 ・ 23 2840 ω 

な し S54・1・31 334 2 

t" し S53・4・25 290 2 

7-7088 S53・1・23 334 2 

7-2004 S42・12・20 274 2 

ω79ー~n~2 IS55・3・25 1121 2 

3-4656 S49・3・31 280 

5-0001 S49・3・31 280 1 

6 -000 1 
S49・3・31 280 1 
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称 所 在 地

広川町中央公民館 |〒笥1大字新代 1804-1

矢部村
寸ーーーーーー一ーーーーーー一 目 ~.、 白

矢部村中央公民館 | ー11大字北矢部 10524-1

早野村

宝石石、民館fI〒務理野村 13083-1

瀬尚町

耳石I!IJ>P*公民館 |〒制大字下庄 791ー l

民 館l〒制大字長田 3353-9

大 如 田I

大如IfiJI 1:'央公民館J〒笥2大字栄 23I 

wi 国J

|淵11川公民館 |判32大刊行 468

山 111 i町

山 川町公民館|〒号?大字刷 378-1

高 [日 町

両 凶 凹J公民館 〒号;大字濃施 480

~ 4手 町

香春町中央公民館|〒雪?大字高野 987-1

l1 (奇会校区公民館)I〒f??新町

添田 町

2 

3 

添田町中央公民館 T号;大字添田字居屋敷 538

津野公民館

彦 山 公民館

中 7じ寺公民館

金田 町
可ー一一一一一一一ー一一
金田町中央公民館

糸田 町

な 百画面員公民館

T笥j大字津野字屋敷 6059

T惣大字落合字川原田 800

T雪;大字中冗寺 2475

(0924-0786) 16S  42・6・30 420 1 (1) 

4 -200 1 S 55・3・31 352 (1) 

5 -0702 S 56・5・30 458 (1) 

2-3404 S 56・6・20 437 (1) 
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川 崎町

同 地 電話番号在名 所称

川崎町中央公民館|〒827大字国原 791-1 

赤池町

す玉 石 公 民 館|聞大字赤池970

方滅町

|方域町中央公民館|〒惣大字伊方 4480

大任町

ヨfflIlJ .公民館|〒号45大字大行事 3180-)

赤村

7E吉弘公民館 |〒当j大字赤 4657-5

苅田町

同百戸IS48・7・ 1365 |
 

)
 

ヴ
，(
 

苅田町中央公民館 世 33東町 2-5 4ω3963-) 0061S54・10・12 3853 3 

小波瀬公民館 〒惣下新津 467 ω2202) S39・ 133 2 

2 白川公民館 世 33鋤崎 479-3 ( 2-1062 S42・3・30 387 

犀 111 町

|犀川町中央公民館 |〒空挺大字本庄

勝 山 町

|勝山町中央公民館|世話大字黒田 79

(諌 山 分館)¥世 話大字宕熊 11 77 

豊 津 町

|豊津町中央公民館|聞大字脚 11 1 8 

稚 回 町

l機田町中央公民館|〒当3大字高塚字外新関市

吉 富 町

| 吉 富 町 公 民館|〒871大字広津 41 3 

害軽 減 町

築城町中央公民館世許大字築滅251 (0~~88)01 IS46・2・13 1277 1(5~1 

下域弁公民館 世 32大字安武 155 2-2886 S47・3・31 547 。
2 上級井公民館 〒笥:大字本庄 2111-2 4-0823 S51・6・8 551 。
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名弥の( ) (;1.分館
新吉富村 職員数の( )は兼任 外敬

番号 名 称 所 在 地 電話番号 建設年月日 |建物総面積 |職員数

新吉富村中央公民館 〒怒 大字垂水 1325-3 ω97927027) 2 995 trf (3)人

(西吉宮支 館)IT当;緒方 588-1 2507 I Sゆ 3・1I 524 。
大平村

大平村中央公民館 〒部 大字東下 ω92-79207) 05S  24・. 580 2(3) 

金 代公 民 館 T当;大字西友筏 S 40・. 107 

2 小畑 公民館 〒84791 1/ S 33・ 68 l 

3 繍 川公民館 〒84791 λア S 39・. 109 

4 仙 代公民 館 〒84791 1/ S 42・. 110 

5 東上公民館 〒部大字東上 S 39・ 169 

6 土 佐井公民館 〒部大字土佐井 S 41・. 182 

7 下唐原公民館 〒お 大字下唐原 S 31・. 166 

8 小 池公 民館 〒84791 1/ S47・. 127 1 

(昭和60年5月 1日現在、県内公民館調査による)
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生
涯
教
育
時
代
に
即
応
し
た
公
民
館
の
あ
り
方

社
団
法
人
全
国
公
民
館
連
合
会



も
に
公
民
館
運
営
審
議
会
の
活
用
を
は
か
り
、
住
民
の
た
め
の
公
民
館
と
い
う
原
点
を
忘
れ
な
い
こ
と
。

④ 

(
公
立
)
公
民
館
職
員
の
資
質
の
向
上
を
は
か
る
よ
う
教
育
委
員
会
の
施
策
と
し
て
研
修
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
。

⑤ 

地
域
住
民
の
な
か
に
は

一
芸
に
秀
い
で
た
人
材
も
数
多
く
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
オ
ピ

ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
制
度
と
ま
で
は
い
か

な
く
と
も
、
そ
れ
ら
の
人
材
を
公
民
館
に
ひ
き
つ
け
、
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
日
常
の
接
近
を
つ
づ
け
、
協
力
体
制
を
確
立
す
る

」ル』。

(
こ
の
項
、
吉
里
委
員
提
出
)
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〈注〉
18 

一
O
の
指
標
五
つ
の
提
言

て
今
後
公
民
館
経
営
及
び
公
民
館
職
員
の
努
め
る
べ
き
「
一

O
の
指
標
」

① 

公
民
館
の
役
割
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
の
た
め
に
何
を
な
す
べ
き
か
の
原
点
に
立
ち
戻
っ
て
、
経
営
に
あ
た
る
と
と
も
に
、

常
に
広
い
視
野
で
社
M
A
E

現
象
を
分
析
す
る
こ
と
。

② 

住
民
の
意
識
・
行
動
の
実
態
、
地
域
の
地
理
的
・
文
化
的
条
件
そ
の
他
を
適
確
に
把
短
す
る
こ
と
。

③ 

い
わ
ゆ
る
「
生
涯
教
育
」
あ
る
い
は
「
生
涯
学
習
」
と
い
わ
れ
て
い
る
理
念
、
内
容
に
つ
い
て
、
公
民
館
(
教
育
行
政
当
局
を
は

じ
め
関
連
行
政
当
局
、
関
連
施
設
を
含
み
)
自
ら
が
確
か
な
理
解
を
も
つ
こ
と
。

④ 

「
行
政
」
(
教
育
行
政
を
は
じ
め
、
関
連
行
政
を
含
み
)
の
果
た
す
べ
き
責
任
と
限
界
及
び
公
民
館
で
営
ま
れ
る
「
教
育
事
業
」
の

役
割
の
明
確
化
を
は
か
る
こ
と
。

⑤ 

公
民
館
相
互
、
社
会
教
育
機
関
(
施
設
)
相
互
の
体
系
的
事
業
の
組
み
立
て
に
努
め
る
こ
と
。

⑥ 

い
わ
ゆ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
と
「
公
民
館
」
の
役
割
に
つ
い
て
の
研
究
と
相
互
連
け
い
を

考
え
る
こ
と
。

⑦ 

「
教
育
産
業
」
と
い
わ
れ
て
い
る
各
種
の
事
業
と
「
公
民
館
事
業
」
の
本
質
を
分
析
し
、
相
互
連
け
い
の
途
を
研
究
す
る
こ
と
。

③ 

国
・
地
方
の
行
政
組
織
の
再
編
と
関
連
行
政
の
総
合
化
二
元
化
で
は
な
い
。
)
へ
の
努
力
を
公
民
館
側
か
ら
提
言
す
る
こ
と
。

③ 

法
体
系
の
笠
備
。

⑩ 

公
立
公
民
館
を
支
え
る
行
財
政
の
確
立
と
地
減
住
民
の
参
加
支
援
体
制
の
強
化
。

「
五
つ
の
具
体
的
提
言
」

① 

教
育
委
員
会
を
中
心
と
し
て
、
わ
が
ま
ち
、
わ
が
市
の
「
生
涯
教
育
体
系
」
と
各
公
的
社
会
教
育
機
関
(
文
化
関
係
、
学
校
教
育

機
関
と
の
関
連
を
十
分
盛
り
込
ん
で
)
、
と
く
に
公
民
館
の
役
割
を
明
確
に
し
、

「一

二
世
紀
へ
向
け
て
の
長
期
的
生
涯
教
育
体

制
の
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
す
る
こ
と
。

② 

公
民
館
が
中
心
と
な
っ
て
、
地
減
内
の
学
校
、
教
育
産
業
そ
の
他
関
連
施
設
等
を
構
成
メ
ン
バ
ー
と
す
る
「

O
O地
域
生
涯
学
留

プ
ラ
ン
」
を
策
定
す
る
場
(
協
議
会
等
)
を
も
つ
こ
と
。

③ 

各
公
民
館
が
、
地
域
住
民
の
意
識
・
行
動
等
の
調
査
を
定
期
継
続
的
に
行
い
、
公
民
館
事
業
(
自
主
事
業
)
に
反
映
さ
せ
る
と
と
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3 

公
民
館
と
行
・
財
政

@<D⑦ 

行
政
機
関
と
教
育
実
施
機
関
と
の
任
務
の
混
同
を
避
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
専
念
す
る
。

館
長
、
主
事
の
身
分
・
資
格
・
待
遇
を
教
育
公
務
員
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
改
善
す
る
。

現
行
の
設
置
運
営
基
準
が
定
め
る
最
低
の
水
準
を
も
っ
て
し
で
は
、
生
涯
教
育
の
主
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
に
留
意
し
、
財
政
を
強
化
し
て
、
施
設
の
改
善
を
図
る
。

@
行
政
系
統
や
事
務
の
担
当
区
分
が
極
度
に
分
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
生
ず
る
矛
盾
が
非
能
率
を
是
正
す
る
た
め
、
教
育
の

立
場
か
ら
し
て
の
整
合
を
推
進
す
る
。

@
 

②
 

近
づ
く
一
二
世
紀
に
そ
な
え
、
変
化
し
て
や
ま
な
い
地
減
社
会
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
、
自
ら
学
ぶ
こ
と
を
と
お
し
て
住
民
の
結

各
機
関
施
設
の
特
性
と
限
界
と
に
着
目
し
て
、
有
機
的
な
関
係
を
保
つ
よ
う
に
措
置
す
る
。

現
行
法
令
、
規
則
等
を
見
直
し
、
そ
の
改
正
に
む
け
て
努
力
し
、
財
政
の
強
化
策
を
講
ず
る
。

び
つ
き
と
社
会
生
活
の
発
展
を
促
す
公
民
館
の
責
務
は
重
か
つ
大
で
あ
る
。

あ

と

が

き

全
公
速
の
第
五
次
専
門
委
員
会
は
、
さ
き
に
公
表
し
た
中
間
発
表
を
も
と
に
、
各
方
面
か
ら
徴
し
た
意
見
を
参
考
と
し
つ
つ
、
最

終
作
業
を
す
す
め
、
こ
こ
に
答
申
文
を
ま
と
め
て
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
。

た
だ
、
限
ら
れ
た
審
議
の
期
間
中
に
、
十
分
な
検
討
を
完
了
し
得
な
か

っ
た
事
項
や
、
本
文
に
記
し
た
提
案
が
骨
組
み
だ
け
で
、

実
際
的
な
例
証
を
伴
わ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
委
員
で
あ
っ
た
者
と
し
て
も
、
今
後
適
当
な
機
会
を
通
じ

{注

m-

て
補
足
す
る
こ
と
を
心
掛
け
た
い
。

い
ま
わ
が
国
で
は
、
国
を
挙
げ
て
、
公
私
さ
ま
ざ
ま
の
と
こ
ろ
で
教
育
の
根
本
的
な
見
直
し
を
し
は
じ
め
た
。
全
国
の
公
民
館
関

係
者
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
を
傍
観
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
積
極
的
に
考
え
、
ま
た
適
切
な
発
言
を
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
公
民
館
の
立
地
条
件
や
活
動
の
し
か
た
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
が
あ
っ
て
全
国
に
共
通

画
一
の
細
目
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
し
た
諸
原
則
を
、
各
館
が
自
己
の
器
と
周
囲
の
実
情
に
あ
て
は
め

て
、
具
体
的
に
研
究
し
、
実
験
し
な
け
れ
ば
、
何
の
効
果
も
挙
げ
得
な
い
。

最
後
に
、
本
委
員
会
に
寄
せ
ら
れ
た
各
方
面
の
協
力
に
対
し
て
、
深
甚
な
謝
意
を
表
す
る
。
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16 

第
二
次
専
門
委
員
会
の
報
告

(E)
は
、
昭
和
四
五
年
当
時
の
法
改
正
気
速
に
対
し
て
、
改
正
案
に
も
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る

公
民
館
の
目
的
規
定
、
設
置
基
準
、
専
門
戦
制
の
確
立
と
主
事
の
養
成
、
資
格
要
件
、
公
民
館
事
業
の
質
的
向
上
、
財
政
強
化
の
た
め
の

規
定
を
主
な
内
容
と
し
て
公
民
館
側
か
ら
の
提
案
と
し
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

17 

将
来
は
、
地
方
行
政
の
区
域
や
任
務
の
修
正
を
、
ま
た
、
財
源
に
か
ら
ん
で
は
税
制
の
改
正
を
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
部

圭五
岡田

結

本
委
員
会
に
お
い
て
、
追
究
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
内
容
を
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1 

生
涯
教
育
と
公
民
館

⑦ 

日
本
の
教
育
は
一
日
も
早
く
生
涯
教
育
体
制
を
打
ち
出
し
、
そ
の
も
と
で
各
機
関
が
有
機
的
か
つ
合
理
的
に
役
割
を
分
担
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
に
当
面
し
て
い
る
。

@
生
涯
教
育
を
推
進
す
る
に
は
、
地
域
の
実
態
に
即
し
た
教
育
の
総
合
計
画
(
他
の
行
政
系
統
に
お
け
る
施
設
の
活
動
も
含
む
)

を
樹
立
し
、
す
べ
て
の
住
民
に
、
生
活
を
学
び
つ
つ
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
目
標
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
中
で
、
公
民
館
は
、
社
会
教
育
の
基
幹
施
設
と
し
て
、
多
様
な
住
民
の
生
活
の
中
に
あ
る
必
要
課
題
を
と
り
あ
げ
、
直

@
 接

そ
の
事
業
計
画
に
組
み
込
む
だ
け
で
な
く
、
生
涯
教
育
体
制
下
に
あ
る
諸
機
関
施
設
や
団
体
と
の
協
力
を
促
進
す
る
た
め
連

絡
・
調
整
・
評
価
の
任
務
を
担
当
す
る
。

2 

公
民
館
の
目
標
と
活
動

公
民
館
は
、
公
教
育
の
機
関
と
し
て
の
要
件
を
充
足
し
て
、
各
地
域
の
待
性
に
基
づ
き
、
構
造
的
に
事
業
を
編
成
し
て
、
教
育

⑦ @@(i) 
の
成
果
を
地
域
社
会
に
還
元
す
る
。

そ
の
た
め
、
地
域
内
の
公
民
館
の
シ
ス
テ
ム
化
に
努
め
、
住
民
生
活
に
密
着
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

社
会
の
動
向
や
住
民
の
生
活
実
態
を
正
確
に
と
ら
え
て
、
教
育
の
総
合
計
画
に
反
映
さ
せ
、
た
え
ず
事
業
の
充
実
を
図
る
。

教
育
は
「
ひ
と
」
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
専
門
的
資
質
を
そ
な
え
た
職
員
を
確
保
し
、
教
育
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
を
整

え
る
。施

設
の
管
理
・
運
営
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
拡
大
と
、
そ
の
活
用
に
主
販
を
置
き
、
ま
た
実
施
方
法
の
改
善
に
関
し
て
、

@
 運

営
審
議
会
委
員
や
有
志
指
導
者
な
ど
の
ち
え
と
能
力
と
を
最
大
限
に
引
き
出
す
よ
う
に
努
め
る
。

－ 31 －



方
面
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、
周
囲
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
自
己
発
展
の
努
力
を
統
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈注〉

13 

一
九
六
五
(
昭
和
四

O
)
年
ユ
ネ
ス
コ
が
嶋
導
し
、
世
界
的
規
模
で
そ
の
推
進
を
企
図
し
た
生
涯
教
育
体
制
(
ラ
イ
フ
ロ
ン
グ
・
イ
ン

テ
グ
レ
イ
テ
ッ
ド
・
エ
デ
ユ
ケ
イ
シ
ヨ
ン
)
は
、

教
育
本
来
の
す
が
た
に
基
づ
い
て
、
よ
り
適
切
な
制
度
(
ま
た
は
全
体
例
吐
き
、
組

織
、
内
容
を
可
能
に
し
、
万
人
に
十
分
な
学
習
機
会
を
与
え
る
必
要
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
完
全
に
公
教
育
制
度
の
問
題

で
あ
っ
て
、

一
私
人
の
判
断
に
基
づ
く
任
意
の
活
動
と
は
発
想
の
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

当
時
ュ
、
平
ス
コ
に
協
力
す
る
専
門
家
は
、
そ
の
論
文
を
通
じ
て
、
関
係
諸
機
関
の
極
類
を
挙
げ
て
そ
の
述
併
を
訴
え
た
り
、
教
育
有
給

休
暇
の
制
度
化
な
ど
多
く
の
提
案
を
し
た
。
学
校
教
育
偏
重
の
傾
向
に
終
始
し
て
き
た
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
社
会
教
育
の
関
係
者
が
、

ま
ず
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
教
育
体
制
や
一
般
の
教
育
観
の
切
り
替
え
が
す
す
む
と
期
待
し
た
が
、
未
だ
に
そ
の
実
現
へ
の
歩
み
が

動
き
は
じ
め
た
と
は
い
え
な
い
状
態
で
あ
る
。

14 

こ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
た
大
き
な
原
因
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

① 

行
政
内
部
が
相
互
に
連
絡
を
せ
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
動
機
に
基
づ
い
て
、
思
い
思
い
に
施
設
を
つ
く
り
、
運
営
し
よ
う
と
す
る
習
癖
が
抜
け

き
れ
な
い
。

② 

い
っ
た
ん
成
立
し
た
施
設
は
、
自
分
の
立
湯
に
の
み
固
執
し
、
影
響
し
得
る
範
囲
の
住
民
を
丸
抱
え
に
し
て
外
部
と
の
交
流
を
妨
げ

ょ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。

③ 

し
た
が
っ
て
、
自
分
の
飽
設
が
果
た
し
得
る
機
能
の
限
界
を
超
え
て
で
も
自
己
の
手
法
に
拘
泥
し
て
事
業
を
拡
張
し
、
隣
接
領
域
と
手

を
結
ぼ
う
と
し
な
い
。

教
育
の
世
界
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
。

15 

第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
(
昭
和
五
七
年
)
を
見
る
と
、
生
涯
教
育
に
む
か
つ
て
教
育
の
質
の
向
上
、
諸
機
関
の
聞
の
調
笠
を

主
張
し
て
い
る
が
、
行
政
の
減
量
化
、
効
率
化
の
一
環
と
し
て
、
公
民
館
を
含
む
公
共
施
設
の
管
理
を
民
問
委
託
と
す
る
方
針
に
立
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
も
と
よ
り
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
許
容
す
る
意
図
に
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
公
務
員
の
非
能

率
的
な
服
務
の
実
情
を
、
公
民
館
職
員
も
同
様
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
り
、
か
つ
公
民
館
を
単
な
る
物
的
施
設
と
し
て

と
ら
え
、
市
町
村
の
責
任
を
物
的
条
件
整
備
に
の
み
重
点
を
置
い
て
、
教
育
に
お
け
る
専
門
職
制
の
重
要
さ
を
見
落
し
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
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事
、
権
限
、
予
算
、
規
則
、
相
互
の
関
係
等
に
遺
漏
の
な
い
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
が
、
設
置
者
の
責
任
と
な
る
。
と
く
に
、
行
政

系
統
の
異
な
る
も
の
を
複
合
す
る
場
合
に
、
こ
の
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

以
上
、
要
す
る
に
公
教
育
機
関
で
あ
る
公
民
館
の
管
理
事
務
を
所
掌
す
る
教
育
委
員
会
は
、
生
涯
教
育
の
重
要
拠
点
と
し
て
公
民

館
の
人
的
、
物
的
繋
備
充
実
と
、
広
範
な
活
動
内
容
の
展
開
に
必
要
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
徹
す
べ
き
で
あ
り
、
教
育
の
総

合
計
画
の
も
と
で
、
あ
ら
た
め
で
、
公
民
館
(
お
よ
び
そ
の
他
の
機
関
)
の
適
正
配
置
を
決
定
し
、
そ
れ
ら
の
事
業
が
地
域
住
民
に

y

ス
テ
ム

広
く
行
き
わ
た
る
よ
う
に
、
背
後
か
ら
促
進
す
る
は
た
ら
き
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
教
育
に
関
し
て
、
行
政
の
総
合
化
、
組
織

化
を
図
っ
て
、
生
涯
教
育
体
制
の
実
現
に
向
か
っ
て
積
極
的
な
姿
勢
を
と
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

一
部
の
地
域
で
話
題
と
な
っ
て
い
る
、
施
設
の
管
理
・
運
営
業
務
の
民
問
委
託
と
い
う
こ
と
も
、
た
だ
人
件
費
や
事
業
費
の
節
減

と
い
う
安
易
な
対
策
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
「
歯
止
め
」
が
施
さ
れ
る
必
要
を
感
ず
る
。

三
、
法
令
・
基
準
等
の
改
正

公
民
館
が
準
拠
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
教
育
法
は
、
昭
和
三
四
年
に
一
部
改
正
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
当
時
と
今
日
の
社
会
状
勢
と

は
著
し
く
異
な
り
、
さ
ら
に
刻
身
と
変
化
を
す
る
現
在
及
び
将
来
の
社
会
を
考
え
る
と
生
涯
教
育
体
制
の
実
現
と
も
に
ら
み
合
わ
せ

な
が
ら
、
生
涯
教
育
の
法
体
系
に
従
っ
て
公
民
館
に
関
す
る
法
令
を
改
め
る
た
め
の
準
備
ゐ
着
実
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

に
伴
っ
て
、
補
助
金
制
度
や
設
置
、
管
理
・
運
営
の
基
準
に
も
メ
ス
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
法
令
や
基
準
の
改
正
を
待
つ
だ
け
で
な
く
、
当
面
必
要
な
施
策
を
実
行
に
移
す
努
力
を
も
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。
公
立

の
公
民
館
は
市
区
町
村
が
設
置
す
る
が
、
一
方
で
は
壮
大
な
構
え
を
具
え
た
館
も
あ
る
反
面
貧
弱
な
施
設
設
備
・
人
員
し
か
維
持
し

得
な
い
処
廊
}
も
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
ほ
か
に
未
設
置
地
域
を
残
し
て
い
る
状
況
に
対
し
て
、
生
涯
教
育
推
進
の
責
任
者
た
る
国
や
都

道
府
県
が
、
行
政
指
導
や
財
政
援
助
を
行
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
と
く
に
急
が
れ
る
の
は
、
次
の
諸
点
で
あ
る
。

職
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
研
究
・
研
修
機
関
と
そ
の
事
業
を
拡
充
す
る
こ
と
。

施
設
設
備
の
改
善
を
図
る
た
め
の
計
画
的
援
助
、
と
く
に
弱
小
自
治
体
に
対
す
る
指
導
と
助
成
と
を
強
化
す
る
こ
と
。

前
項
に
関
し
て
、
設
置
者
た
る
市
町
村
の
理
事
者
に
対
し
、
そ
れ
が
財
政
の
権
限
を
に
ぎ
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
て
生
涯
教
育

と
公
民
館
の
重
要
性
に
つ
い
て
啓
発
を
す
る
こ
と
。
教
育
委
員
や
学
校
教
員
に
対
し
て
も
こ
れ
に
準
ず
る
。

一
方
、
公
民
館
自
身
(
全
公
速
、
都
道
府
県
公
連
、
単
位
公
民
館
)
も
、
座
し
て
待
つ
こ
と
な
く
、
そ
の
役
割
に
つ
い
て
広
く
多

2 3 
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住
民
も
し
く
は
特
定
の
生
産
・
消
費
や
保
健
・
福
祉
等
の
領
域
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
別
個
に
企
画
し
、
施
設
を
置
い
て
実
施
に
当

た
り
、
相
互
の
連
絡
も
ほ
と
ん
ど
な
き
に
等
し
い
状
態
と
な
っ
て
い
て
、
生
涯
教
育
を
推
進
す
る
う
え
で
、
無
視
し
得
な
い
問
題
を

こ
こ
に
見
る
。
行
政
機
関
の
当
事
者
は
、
そ
の
影
響
を
受
け
る
住
民
の
立
場
を
よ
く
見
て
、
大
局
的
見
地
か
ら
、
今
後
の
方
針
や
施

策
を
見
直
す
と
と
も
に
、
と
く
に
教
育
的
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
施
設
の
目
的
・
機
能
・
限
界
を
考
慮
し
て
、
総
合

・
調
整
を
図
る
こ
と
が
急
務
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
に
・
お
い
て
は
文
部
省
、
地
方
に
お
い
て
は
教
育
委
員
会

リ

グ

シ
週
刊
，

プ

デ

ザ

4
J

が
、
先
導
性
を
発
回
押
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
先
導
を
す
る
に
は
、
ま
ず
自
分
自
身
が
、
生
涯
教
育
体
制
の
具
体
的
な
構
図
を
も

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
、
こ
れ
を
モ
デ
ル
に
引
き
当
て
て
示
さ
な
け
れ
ば
、

ひ
ろ
く
理
解
を
求
め
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
公
民
館
に
あ
て
は
め
か
っ
そ
の
充
実
し
た
姿
を
各
方
面
に
提
示
す
る
こ
と
が
適
当
な
処
置
で
あ
る
と

考
え
る
。

公
民
館
の
振
興
を
行
政
機
関
に
も
強
く
訴
え
る
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
。

二
、
公
民
館
に
関
す
る
行
・
財
政
の
課
題
と
対
策

A

注

目日

}

行
政
改
革
が
強
い
世
論
と
な
っ
て
い
る
今
日
、
教
育
行
政
だ
け
が
そ
の
圏
外
に
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
民
館

(イ) (7) に
直
銭
関
係
す
る
問
題
と
し
て

公
民
館
の
管
理
に
つ
い
て
、
館
長
の
権
限
を
拡
大
し
、

か
つ
複
雑
な
事
務
手
続
を
簡
素
化
す
る
。

人
員
削
減
が
教
育
機
関
に
及
ぶ
こ
と
を
防
ぎ
、
適
材
・
適
所
に
よ
る
配
置
を
す
す
め
る
。

(ウ)

業
務
の
効
率
化
を
目
ざ
し
、
設
備
を
改
良
し
て
、
連
絡
・
提
携
を
機
動
的
に
す
る

と
く
に
教
育
委
員
会
事
務
局
と
公
民
館
と
の
聞
で
先
導
的
試
行
な
ど
に
つ
い
て
共
同
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
と
し
て
も
、

自主

的
な
事
業
に
つ
い
て
両
者
が
競
合
を
し
た
り
、
広
報
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
に
無
駄
な
重
視
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
緊
要

で
あ
る
。

行
政
の
現
代
化
に
は
、
そ
の
条
件

e
つ
く
り
の
た
め
に
さ
し
当
た
り
、
相
当
の
経
費
を
投
資
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
長
い
目
で
見

れ
ば
、
こ
れ
が
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
返
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
最
近
施
設
の
新
・
改
築
に
さ
い
し
て
、
利
用
者
の
便
や
用
地
の
高
度
利
用
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
数
種
の
も
の
の
複
合
建

築
を
考
え
る
例
が
多
く
な
っ
た
。
そ
の
利
点
は
認
め
る
が
、
こ
の
場
合
、
公
民
館
部
分
の
管
理
・
運
営
に
は
支
障
が
な
い
よ
う
、
人
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い
よ
う
に
注
意
を
す
る
必
要
も
あ
る
。
自
分
の
手
で
、
自
分
を
学
び
、
自
分
の
判
断
に
よ
っ
て
市
民
活
動
を
実
践
す
る
こ
と
と
最
初

か
ら
お
し
着
せ
の
外
套
を
ま
と
い
、
あ
て
が
い
ぶ
ち
の
く
ら
し
に
甘
ん
ず
る
の
で
は
、
教
育
の
本
当
の
目
的
に
は
到
達
で
き
な
い
。

な
お
、
事
業
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
教
育
計
画
を
実
施
し
、
教
育
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
行
為
を
意
味
す
る
の
で
あ

っ
て、

そ
の
場
限
り
の
行
事
と
は
、
は
っ
き
り
と
弁
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

V 

公
民
館
を
め
ぐ
る
行
・
財
政
の
課
題

公
立
の
公
民
館
は
市
区
町
村
の
手
で
設
置
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
よ
う
に
、
国
や
都

道
府
県
の
手
厚
い
助
成
を
受
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
行
政
改
革
が
叫
ば
れ
、
地
方
行
政
も
、
そ
の
区
域
、
権
限
、
財
政
運

営
な
ど
諸
側
面
か
ら
の
検
討
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
教
育
制
度
そ
の
も
の
も
、
政
府
の
手
で
根
本
的
な
見
直
し
が
始

め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
将
来
は
改
善
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
現
実
は
、
極
め
て
き
び
し
い
条
件
に
と
り
か
こ
ま

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
市
町
村
行
政
の
も
と
で
公
民
館
が
如
何
に
し
て
自
己
を
守
り
、
発
展
す
る
道
を
き
り
開
く
か
を
、
ょ
く

考
え
る
必
要
が
あ
る
。

一
、
生
涯
教
育
体
制
の
確
立
と
行
政

「
生
涯
教
育
」
が
論
ぜ
ら
れ
る
本
当
の
由
来
は
、
す
べ
て
の
住
民
(
全
国
民
)
が
必
要
と
す
る
、
よ
り
多
く
の
教
育
を
完
備
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
年
齢
を
追
っ
て
学
習
活
動
を
続
け
る
と
い
う
平
板
な
解
釈
で
充
た
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
行
政
機
関
の
責
任
に
・
お
い
て
、
基
礎
的
、
全
般
的
な
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
な
し
に
は
実
現
し
得
な
い
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
生
涯
教
育
」
は
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
が
一
貫
し
て
、
新
し
い
教
育
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る

{
注
目
一
}

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
教
育
行
政
は
、
国

・
地
方
と
も
、
と
く
に
条
件
整
備
の
遅
れ
て
い
る
社
会
教
育
の
分
野
に
対
す
る
施

策
を
強
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
わ
け
で
も
そ
の
基
幹
施
設
と
い
わ
れ
る
公
民
館
は
、
市
区
町
村
を
通
じ
て
九
割
以

上
の
設
置
率
を
見
て
い
る
と
は
い
え
、
未
設
置
地
域
を
残
し
て
お
り
、
当
該
地
減
住
民
の
歯
車
る
不
利
を
解
消
し
得
な
い
で
い
る
。

(注
M
)

さ
ら
に
、
行
政
の
通
弊
と
し
て
、
中
央
も
地
方
も
、
い
わ
ゆ
る
タ
テ
ワ
リ
方
式
の
も
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
省
庁
や
部
局
が
、

自主
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(
例
)
広
報
事
業
、
展
示
(
公
民
館
が
行
う
課
題
の
駅
部
叶

J

調
査
(
広
聴
)
活
動
な
ど
。

〈
基
礎
形
成
段
階
〉

第
二
構
造
の
事
業
(
学
習
機
会
の
提
供
)

(
例
)
学
級
講
座
・
講
演
会
・
行
事
、
相
談
事
業
・
資
料
提
供
、

ペ
ー
ス
メ
i
a
f
v'
グ

通
じ
歩
調
関
進
を
可
能
に
す
る
)
な
ど
。

ロビ
l
ワ
ー
ク
(
情
報
提
供
や
個
人
・
家
族
等
の
利
用
を

〈
積
極
的
学
習
推
進
段
階
〉

第
三
締
造
の
事
業
(
自
ら
学
ぶ
こ
と
へ
の
援
助
)

(
例
)
自
主
グ
ル
ー
プ
・
団
体
育
成
の
助
言
、
施
設
設
備
・
機
器
の
提
供
、
経
済
的
援
助
・
資
料
提
供
、
リ
ー
ダ
ー
研
修
、

個
人
学
習
援
助
の
た
め
の
諸
事
業
な
ど
(
地
域
社
会
へ
の
参
加
に
必
要
な
異
質
集
団
H
男
女
差
・
親
子
問
・
職
種
の
ち

が
い
を
含
む
集
団

l
体
験
の
奨
励
)
。

〈
教
育
的
社
会
還
元
活
動
段
階
〉

第
四
構
造
の
事
業
(
表
現
、
連
帯
活
動
へ
の
援
助
)

(
例
)
団
体
・
協
議
会
等
へ
の
援
助
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
座
・
能
力
(
人
材
)
銀
行
開
設
援
助
、
地
域
(
形
成
)
活
動
の

援
助
・
助
言
な
ど
、
教
育
産
業
等
で
は
遂
行
し
得
な
い
公
民
館
独
特
の
事
業
。

な
お
こ
れ
ら
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
指
導
助
言
、
情
報
資
料
の
提
供
が
い
つ
で
も
十
分
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
大
学
そ
の

他
の
教
育
・
研
究
機
関
、
他
の
社
会
教
育
関
係
機
関
施
設
お
よ
び
諸
種
の
情
報
提
供
機
関
等
と
の
連
絡
を
密
に
し
、
そ
れ
ら
を
活
用

す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
近
く
本
放
送
を
開
始
す
る
放
送
大
学
な
ど
も
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
事
業
の
傷
造
化
と
定
型
化
の
区
別

や
や
も
す
れ
ば
、
構
造
化
の
趣
旨
を
と
り
ち
が
え
て
、
学
習
内
容
や
方
法
を
型
に
は
め
る
こ
と
と
混
同
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
が
、

精
造
化
の
真
意
は
、
究
極
の
教
育
目
的
に
向
か
っ
て
、

住
民
の
学
習
活
動
を
一
歩
ず
つ
前
進
さ
せ
る
よ
う
に
導
き
、
確
実
な
生
活
実

践
に
入
る
ま
で
の
積
み
上
げ
を
援
助
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
学
級
講
座
の
形
態
が
ま

じ
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
構
造
化
の
代
表
的
手
段
と
見
で
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
学
習
内
容
を
系
統
的
に
追
求
し
深
化
し

て
い
く
た
め
の
一
方
法
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
、
構
造
と
い
う
呼
称
に
よ
っ
て
、
既
成
の
あ
る
主
義
主
張
が
抱
懐
す
る
論
理

l
論
法

l
運
動
の
手
法
と
混
同
す
る
こ
と
の
な
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生
活
必
要
課
題
の
追
究

+-

地
域
社
会
生
活
へ
の
適
用

と
い
う
教
育
の
過
程
を
、
段
階
を
追
っ
て
確
実
に
進
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
公
民
館
事
業
構
造
化
の
原
理
で
あ
り
、
実
践
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

二
、
舗
道
化
の
手
順
と
方
法

ま
だ
公
民
館
を
利
用
し
た
こ
と
が
な
く
、
か
つ
み
ず
か
ら
学
習
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
成
人
の
住
民
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
住
民
を
学
習
に
向
け
て
触
発
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
老
年
に
立
ち
い
た
っ
て
か
ら
老
後
の
生
き

方
を
学
ぶ
の
で
は
手
遅
れ
で
あ
る
か
ら
、

せ
め
て
中
年
層
に
老
人
へ
の
準
備
教
育
を
、
あ
る
い
は
、
青
年
期
に
婚
前
お
よ
び
両
親
と

な
る
た
め
の
教
育
を
と
い
う
よ
う
に
、
必
要
課
題
を
先
取
り
し
、
提
示
す
る
積
極
的
な
企
画
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
、
住
民
の
生
活
の
動
き
を
予
見
し
た
事
業
を
、
生
涯
教
育
の
し
く
み
に
合
わ
せ
て
展
開
す
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し

て、(7) 

生
涯
学
習
を
援
助
す
る
に
当
た
っ
て
と
く
に
着
目
す
べ
き
観
点
を
導
入
す
る
(
例
、
男
子
成
人
教
育
の
強
化
と
、
学
習
情
報
セ
ン

タ
ー
の
整
備
な
ど
)
、

(刻伺わ) (イ)

地
域
形
成
的
志
向
性
の
重
視
(
晶
子
習
成
果
の
社
会
的
還
元
な
ど
)
、

新
規
晶
子
習
者
の
開
発
に
有
効
な
事
業
を
工
夫
す
る
、

施
設
の
個
人
利
用
を
促
す
事
業
を
開
発
す
る
、

施
設
問
連
携
に
よ
る
事
業
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
学
校
に
も
社
会
教
育
の
手
法
を
活
用
す
る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
る
、

(カ)

事
業
の
構
造
的
展
開
に
そ
っ
て
評
価
を
加
え
る
準
備
を
と
と
の
え
る
、

こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
う
え
で
、
学
習
者
の
実
態
に
即
し
て
段
階
を
ふ
む
構
造
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
展
開
を
図
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。い

ま
、
そ
の
第
一
一
構
造
か
ら
第
四
構
造
に
い
た
る
事
業
の
種
類
を
例
示
す
れ
ば
、
左
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

〈
準
備
段
階
〉

第
一
時
構
造
の
事
業
(
知
ら
せ
る
、
啓
発
す
る
、
問
題
を
提
起
す
る
た
め
の
も
の
)

－ 25 －



か
し
、
公
民
館
の
職
員
は
、
そ
の
職
務
の
実
態
か
ら
し
て
、
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
、
す
べ
て
の
住
民
の
生
活
の
各
般
に
わ
た
る
課
題
を

と
り
あ
げ
る
の
で
、
総
合
計
画
の
各
部
分
に
そ
れ
ぞ
れ
か
か
わ
り
を
持
た
さ
れ
る
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
資
料
を
そ
ろ
え
、
研
究
を
つ
み
重
ね
て
、
こ
れ
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

U 

公
民
館
事
業
の
構
造
化

い
ま
で
も
各
公
民
館
の
聡
員
や
運
審
の
委
員
は
、
活
動
の
中
心
で
あ
る
教
育
事
業
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
震

大
の
関
心
を
払
っ
て
い
る
が
、
成
人
と
し
て
の
学
習
意
欲
や
態
度
を
固
め
て
い
な
い
住
民
に
足
を
引
っ
張
ら
れ
た
り
、
他
の
公

私
に
わ
た
る
機
関
や
団
体
等
の
教
育
・
文
化
事
業
に
か
き
ま
わ
さ
れ
た
り
し
て
、
公
民
館
事
業
の
特
性
を
確
立
し
、
実
施
す
る

こ
と
が
遅
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
公
民
館
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
つ
く
し
て
、
自
己
の
目
的
に
向
か
っ
て
事
業
を
構

造
的
に
す
す
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
事
業
を
構
造
化
す
る
必
要
と
ね
ら
い

生
涯
教
育
体
制
下
に
お
け
る
公
民
館
事
業
は
、
青
少
年
に
学
校
で
学
ん
だ
基
礎
的
な
知
識
や
技
能
の
上
に
、
生
活
課
題
に
か
か
わ

る
学
習
を
積
み
上
げ
、
継
続
発
展
さ
せ
て
、
そ
れ
を
地
域
社
会
に
還
元
し
、
拡
大
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
公
民
館
は
、
参
加
し
て
く
る
住
民
を
対
象
に
、
前
後
の
関
連
や
到
達
水
準
と
は
無
関
係
に

一
時
的
、
入
門
的
な
内
容

を
反
復
す
る
事
業
が
多
く
、
対
象
も
婦
人
や
高
齢
者
に
か
た
よ
る
と
い
っ
た
傾
向
も
な
く
は
な
か

っ
た
。
ま
た
、
民
間
教
育
産
業
の
台

頭
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
普
及
に
対
し
て
、
そ
の
あ
と
を
追
う
こ
と
の
み
は
し
る
館
も
出
で
き
た
。

価
値
観
が
ま
す
ま
す
多
様
に
な
り
、
住
民
の
意
識
や
行
動
の
し
か
た
が
細
分
化
し
て
い
く
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
向
か
っ
て
、
多
数
の

住
民
の
生
活
基
盤
で
あ
る
地
域
社
会
を
分
裂
・
崩
壊
か
ら
建
設
・
発
展
の
方
向
に
変
え
て
行
く
に
は
、
豊
富
な
教
育
資
料
と
教
具
と

を
繋
備
し
、
適
切
な
指
導
助
言
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
専
門
的
職
員
の
配
置
が
前
提
と
な
る
が
、
そ
れ
を
既
定
の
こ
と
と
し
て
、

同
問
凶
(
準
備
段
階
)

基
礎
的
学
習
内
容
の
共
通
化

.-
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養
成
と
現
戦
教
育
の
過
程
を
通
じ
で
、

一
貫
し
て
関
心
を
向
け
る
べ
き
内
容
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

地
域
社
会
と
時
代
の
動
き
を
知
る
た
め
の
正
確
な
情
報
収
集
の
技
術
。

2 

住
民
と
直
接
の
交
流
を
す
る
た
め
の
技
術
。

3 

教
育
環
境
を
整
え
る
た
め
の
知
識
・
技
術
。

4 

個
人
の
意
識
を
さ
ぐ
り
、
ま
た
世
論
を
一
泊
養
す
る
方
法
。

5 

生
涯
教
育
を
展
開
す
る
た
め
の
施
設
整
備
、
教
育
活
動
、
実
践
展
開
、
評
価
を
含
む
総
合
教
育
計
画
の
立
案
・
改
訂
の
手
続
と

A

注
目
}

直
接
参
加
の
し
か
た
。

7 

住
民
の
個
人
差
に
応
ず
る
多
様
な
指
導
助
言
の
要
領
や
内
容
に
関
す
る
一
般
的
知
識
。

学
習
を
高
度
の
水
準
に
積
み
上
げ
て
行
く
の
に
役
立
つ
技
術
。

施
設
設
備
を
改
善
す
る
の
に
必
要
な
知
識
と
事
務
手
続
。

6 8 10 

諸
種
の
教
育
機
関
と
の
連
携
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
知
識
。

複
雑
な
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
心
身
の
健
康
を
維
持
し
、

み
ず
か
ら
研
修
に
打
ち
込
む
よ
う
に
す
る
態
度
と
方
法
。

9 
な
お
い
ま
直
ち
に
、
教
育
的
専
門
性
を
求
め
ら
れ
て
い
な
い
事
務
系
そ
の
他
の
公
民
館
職
員
も
、

一
般
行
政
と
は
趣
き
を
異
に
す

る
公
民
館
の
特
質
を
理
解
し
て
、
そ
の
管
理
の
業
務
に
携
わ
る
よ
う
、
研
修
に
つ
と
め
、
ま
た
、
館
長
や
主
事
の
専
門
的
職
務
を
補

佐
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
定
員
が
僅
少
な
専
任
の
主
事
を
以
て
、
地
区
館
す
べ
て
の
仕
事
を
ま
か
な
う
た
め
、
専
門
職
員
を
一
館
に
集
結
さ
せ
る
方

式
を
と
る
地
域
も
あ
る
が
、
た
と
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
主
事
相

E
の
連
絡
や
協
力
の
実
が
挙
が
る
と
の
理
由
を
出
さ
れ
て
も
、
住

民
と
の
ふ
れ
合
い
に
距
離
が
あ
く
こ
と
か
ら
し
て
賛
成
で
き
な
い
。

〈注〉

11 

第
二
次
専
門
委
員
会
報
告
(
昭
和
四
五
年

)
E公
民
館
を
め
ぐ
る
諸
制
度
改
善
の
具
体
案
の
中
、
第
三

「
専
門
戦
制
の
確
立
」

前
仰
向

害
H

総
集
編
三

O
一
ペ
ー
ジ
)
に
身
分
、
戦
名
、
任
用
資
格
と
養
成
科
目
・
単
位
、
現
職
者
の
特
例
お
よ
び
再
教
育
方
法
の
案
が
婦
げ
ら

れ
て
い
る
。

12 

社
会
教
育
の
総
合
計
画
は
、
生
涯
教
育
体
制
下
に
お
い
て
は
、
教
育
の
地
域
に
お
け
る
全
体
計
画
と
整
合
し
、

一
貫
す
る
も
の
と
し
て

策
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
き
わ
め
て
広
範
な
部
署
に
ま
た
が
る
専
門
家
の
協
力
が
な
け
れ
ば
作
業
は
で
き
な
い
。
し
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専
門
戦
制
の
確
立
は
行
政
府
の
責
任
に
お
い
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
そ
の
養
成
は
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず
一
般
的
に

な
っ
て
い
る
指
導
者
餐
成
機
関
す
な
わ
ち
大
学
が
こ
れ
に
当
た
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
大
学
が
こ
れ
を
実
施
す
る
に
は
、
研
究
と
教

一
連
の
対
策
が
急
が
れ

育
の
体
制
を
増
強
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
、
相
当
の
準
備
期
間
を
要
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
公
民
館
の
専
門
職
員
は
、
当
該
地
域
の
実
態
を
十
分
に
把
援
し
、

か
つ
住
民
と
直
接
の
接
触
を
保
っ
て
仕
事
を
す
る
た

め
に
、
住
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
人
柄
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
物
、
力
量
を
併
せ
備
え
る
適
任
者
に
、
法
規
で
定
め
る
基
礎

資
格
を
取
得
さ
せ
、
こ
れ
を
全
国
の
各
公
民
館
に
配
置
す
る
と
と
も
に
複
雑
化
し
、
多
掛
開
化
す
る
教
育
課
題
に
対
処
し
得
る
よ
う
に
、

分
担
す
る
専
門
内
容
の
組
み
合
わ
せ
、
職
員
相
互
の
連
携
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
配
慮
す
る
必
要
も
あ
る
。
ま
た
人
物
本
位
に
選
ば

れ
た
館
長
や
主
事
等
に
も
機
会
を
求
め
て
、
資
格
を
具
え
る
だ
け
の
研
修
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

最
近
、
多
く
の
地
方
に
見
ら
れ
る
傾
向
と
し
て
、
公
民
館
職
員
も
一
般
行
政
の
職
員
と
同
じ
く
、
お
よ
そ
二
年
を
周
期
と
し
て
異

動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ま
の
役
所
の
し
き
た
り
と
し
て
は
、
そ
の
ひ
ん
ぱ
ん
な
異
動
に
乗
ら
な
い
と
身
分
上
不
利
を
招
く
か
ら

で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
人
事
方
式
に
よ
っ
て
は
、
専
門
鞍
員
は
育
た
ず
、
教
育
活
動
も
進
展
し
な
い
。
有
資
格
専
門
職
種
に
安

定
し
て
長
期
間
服
務
し
得
る
制
度
の
確
立
を
急
ぐ
と
と
も
に
、
そ
の
勤
務
様
態
の
特
殊
性
に
対
す
る
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。

三
、
現
職
研
修
の
強
化

新
た
な
資
格
を
設
け
る
に
は
、
関
係
法
令
の
制
定
ま
た
は
改
正
、
財
源
の
確
保
な
ど
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
は
公
民
館
関
係
者

の
多
年
に
わ
た
る
要
請
に
応
え
て
国
が
措
置
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
職
員
の
専
門
職
制
を
生
涯
教
育
の
推
進
に
合
わ
せ
て

考
え
る
と
き
、
当
該
職
員
が
く
り
か
え
し
、
す
す
ん
だ
内
容
の
研
修
を
受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
、
制
度
を
さ
ら
に
精
密
に

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
も
、
主
と
し
て
学
校
の
教
員
の
場
合
で
あ
る
が
、
教
育
公
務
員
特
例
法
(
第
一
九
、
二

O
条
)
の
適
用
を
受
け
て
、
研

修
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
社
会
教
育
の
織
員
は
、
職
場
を
雌
れ
て
研
修
を
す
る
こ
と
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
望

め
な
い
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
仕
事
の
や
り
く
り
を
し
な
が
ら
、
職
場
内
有
志
、
あ
る
い
は
地
峡
内
有
志
な
ど
で
グ

ル
ー
プ
研
究
を
実
施
す
る
動
き
が
台
頭
し
て
き
た
が
、
将
来
は
、
右
の
基
礎
資
絡
に
加
え
て
、
現
職
研
修
の
機
会
を
保
障
す
る
制
度

が
篠
立
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。
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E 

公
民
館
の
専
門
的
職
員

教
育
機
関
に
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
専
門
の
知
識
と
指
導
力
を
具
え
た
職
員
が
置
か
れ
る
。
第
二
次
専
門
委
員
会
に
お
い

て
も
、
こ
の
点
に
か
ん
が
み
て
、
公
民
館
長
と
主
事
と
の
専
門
駿
制
確
立
の
た
め
の
試
案
が
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
現
在
は

ま
だ
一
般
行
政
職
員
の
身
分
で
公
民
館
に
配
置
さ
れ
る
者
が
多
く
、
そ
の
資
質
を
み
が
く
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
ば
か
り
か
、
動

務
条
件
も
惑
い
う
え
に
行
政
改
革
の
声
が
挙
が
れ
ば
、
定
員
削
減
の
対
象
と
・
も
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

一
、
専
門
聡
制
の
必
要
と
人
材
の
確
保

図
書
館
の
館
長
や
司
書
に
一
定
の
資
絡
要
件
が
あ
り
、
博
物
館
に
も
ま
た
学
芸
員
の
有
資
格
者
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

の
と
同
様
に
、
公
民
館
の
職
員
に
も
そ
の
職
務
に
見
合
う
資
格
が
定
め
ら
れ
、
専
門
職
員
と
し
て
処
遇
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
、

け
っ
し
て
不
当
な
要
請
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
国
の
法
令
が
定
ま
ら
な
い
現
状
に
対
し
て
、
県
が
独
自
に
方
針
や
規
則
を
決

め
て
講
習
を
実
施
し
、
修
了
者
を
安
定
し
た
身
分
と
待
遇
に
置
く
よ
う
に
措
置
し
て
い
る
例
も
あ
る
。

現
在
の
国
の
方
針
と
し
て
は
、
社
会
教
育
主
事
の
有
資
格
者
を
公
民
館
の
主
事
に
充
て
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
も

と
、
教
育
委
員
会
に
所
属
す
る
社
会
教
育
主
事
と
、
公
民
館
と
い
う
教
育
実
施
機
関
の
専
門
的
運
営
や
指
導
に
当
た
る
主
事
と
は
、
専

門
性
の
内
容
や
力
点
に
相
違
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
現
実
に
、

と
で
一
人
の
主
事
が
、
両
方
の
仕
事
を
す
る
よ
う
併
任
さ
れ
る
事
実
を
招
い
て
い
る
地
方
も
少
な
く
な
い
が
、
決
し
て
好
ま
し
い
こ

一
方
の
資
格
の
み
を
定
め
て
、
こ
れ
を
併
用
す
る
方
針
の
も

と
で
は
な
い
。

ま
た
、
公
民
館
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
公
私
各
方
面
か
ら
、
資
格
と
は
無
関
係
に
ひ
ろ
く
人
材
を
求
め
る
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
意

見
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
生
涯
教
育
の
機
関
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
も
存
立
し
て
行
く
た
め
に
は
、
最
少
限
に

見
て
も
、
複
数
の
専
門
・
専
任
の
戦
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
基
礎
条
件
と
し
て
必
須
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
と
、
地
減
の
有

能
な
識
者
を
公
民
館
活
動
に
結
び
つ
け
、
そ
の
は
た
ら
き
を
活
か
す
こ
と
と
は
、
相
乗
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
ニ

者
択
一
と
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

二
、
専
門
聡
員
の
養
成
・
配
置
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(オ)

民
営
の
特
色
を
運
営
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
と
、
公
共
機
関
と
し
て
の
使
命
を
果
た
す
こ
と
と
を
混
同
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
必
要

な
「
ひ
と
・
か
ね
・
も
の
」
の
充
実
を
怠
ら
な
い
。

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
と
に
皮
肉
な
現
象
と
し
て
、
施
設
が
豪
華
に
な
る
と
、

す
る
こ
と
が
あ
る
点
に
も
深
〈
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

か
え
っ
て
職
員
の
研
究
や
改
善
へ
の
意
欲
が
低
下

i主
6 

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
」
は
、
昔
の
小
地
区
社
会
に
お
い
て
、
生
活
上
の
利
害
や
信
条
な
ど
を
共
通
に
す
る
住
民
が
、
共
同
の

広
場
と
し
て
っ
く
り
あ
げ
た
も
の
が
、
そ
の
源
流
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
に
よ
り
、
す
べ
て
を
失
っ
た
戦
後
の
わ
が
地
域
社
会
に
、

ち

は
や
く
建
設
の
の
ろ
し
を
あ
げ
た
公
民
館
が
、
以
前
か
ら
自
主
的
に
設
け
ら
れ
使
わ
れ
て
き
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
的
な
施
設
の

用
途
を
兼
ね
る
こ
と
も
考
慮
し
た
こ
と
は
誤
ま
り
で
は
♀
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
各
地
と
も
多
種
の
施
設
が
並
立
す
る
に
い
た
っ
て
、

む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
主
目
的
に
よ
る
役
割
分
担
を
考
え
る
必
要
を
生
じ
た
。

ま
た
両
者
は
、
住
民
が
隣
人
と
も
協
力
し
て
そ
の
生
活
を
確
立
す
る
た
め
、
自
治
能
力
を
啓
絡
す
る
目
標
に
関
し
て
は
相
通
ず
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
運
営
の
主
軸
を
教
育
に
置
く
か
否
か
の
点
で
、
明
か
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7 

「
市
民
館
」
と
か

「文
化
セ
ン
タ
ー
」
な
ど
と
い
う
通
称
は

二
疋
の
時
間
を
お
い
て
で
も
、
公
民
館
の
名
称
に
な
じ
み
、
そ
れ
に
帰

一
す
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

8 

学
校
評
価
は
、
早
く
か
ら
標
準
化
が
な
さ
れ
て
実
鈍
さ
れ
て
い
る
が
、
公
民
館
の
評
価
技
術
は
遅
れ
て
お
り
、
二
、
三
の
地
方
で
研
究

-
試
行
が
な
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
今
後
と
も
そ
の
研
究
を
つ
み
か
さ
ね
て
、
適
切
な
評
価
の
も
の
さ
し
ゃ
手
順
を
設
定
し
、

』
れ
を
活
用
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

9 

教
育
基
本
法
第
八
条
(
政
治
教
育
)
及
び
第
九
条
(
宗
教
教
育
)
の
各
第

一
項
に
明
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、

「
良
識
あ
る
公
民
た
る

に
必
要
な
政
治
的
教
養
」
や
「
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
及
び
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
」
は
、

「
教
育
上
こ
れ
を
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
、
個
人
の
完
成
と
社
会
性
の
充
足
と
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
件
が
こ
れ
で
あ
り
、
学
校
の
み
な
ら
ず
、

社
会
教
育
も
こ
れ
ら
を
尊
重
し
、
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

刊

文

部

省
社
会
教
育
局
長
通
途
(
昭
和
四
六
・
五
・
一
五
)
に
、
行
政
機
関
は
、
事
業
の
実
絡
を
す
べ
て
教
育
機
関
に
ま
か
せ
る
べ
き
こ
と
が

明
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
一
次
専
門
委
員
会
も
、
付
帯
課
題
の
一
と
し
て
、
社
会
教
育
法
第
五
条
と
第
二
二
条
と
の
関
係
を
と
り
あ
げ
、
公
民
館
を
置

く
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
直
接
事
業
を
主
催
す
る
立
湯
に
は
立
た
な
い
こ
と
を
解
明
し
た
。

(
前
喝
容
各
論
第
一
参
照
)
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き
が
変
わ
っ
た
今
日
の
時
代
に
は
、
も
ち
ろ
ん
運
営
そ
の
も
の
の
性
格
や
役
割
の
重
点
も
移
り
変
る
べ
き
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ

が
形
骸
化
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
公
立
公
民
館
の
運
営
は
任
命
に
よ

っ
て
一
時
期
に
限
り
こ
こ
に
勤
務
す
る
職
員
の
、
そ
の
と
き
だ

け
の
方
針
や
態
度
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
、
住
民
の
心
や
活
動
が
館
か
ら
離
れ
て
行
く
お
そ
れ
が
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
ま
ず
運
営
審
議
会
が
そ
の
体
質
を
改
善
し
、
本
務
職
員
に
対
す
る
御
意
見
番
で
あ
り
、

頭
脳
集
団
と
し
て
有
力
な
は
た
ら
き
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
と
く
に
活
性
化
を
要
す
る
地
域
に
お

い
て
は
次
の
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

1 

法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

O
号
委
員
と
い
う
選
出
区
分
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
関
し

て
も
、
関
係
方
面
に
は
た
ら
き
か
け
て
、
公
民
館
に
対
し
て
深
い
関
心
を
有
し
、
ひ
ろ
く
豊
か
な
識
見
を
身
に
つ
け
て
い
る
ひ
と

を
委
員
と
す
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
適
時
、
委
員
の
新
陳
代
謝
を
図
る
。

2 

利
用
者
を
増
し
、
か
つ
継
続
利
用
を
促
す
た
め
、

で
運
審
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
。

「
友
の
会
」
と
い
う
も
の
を
組
織
し
て
い
る
地
方
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ

3 

各
逐
審
委
員
会
に
お
い
て
、
継
続
的
な
研
究
活
動
を
実
絡
し
、
ま
た
利
用
者
、
有
志
指
導
者
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
運
営
上
の

課
題
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
他
地
区
、
地
域
の
運
審
と
も
共
同
し
て
問
題
を
考
察
す
る
機
会
を
拡
大
す
る
。

4 

当
該
館
の
施
設
要
件
や
事
業
の
実
施
経
過
に
対
す
る
評
価
作
業
に
委
員
も
積
極
的
に
参
加
す
る
。

都
道
府
県
公
連
お
よ
び
全
公
速
を
介
し
て
、
運
審
委
員
の
研
修
や
処
遇
の
改
善
を
図
り
、
必
要
な
制
度
の
改
訂
を
推
進
す
る
。

5 四
、
管
理
・
窪
営
の
改
善
方
策

当
面
、
公
立
公
民
館
を
中
心
と
し
て
、
実
務
遂
行
上
と
く
に
留
意
し
、
改
善
を
図
る
べ
き
こ
と
が
ら
を
列
挙
す
れ
ば
、

肘
最
近
指
加
し
つ
つ
あ
る
教
育
委
員
会
等
が
公
民
館
の
事
業
を
と
り
あ
げ
て
、
行
政
機
関
が
直
接
実
施
に
の
り
だ
し
が

γ
、
同
種

の
事
業
を
、
い
た
ず
ら
に
数
系
統
の
施
設
で
な
ら
び
行
う
こ
と
を
排
除
す
る
。

川
職
員
の
専
門
的
資
質
を
高
め
、
か
っ
そ
の
協
同
化
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
民
間
有
志
指
導
者
を
育
成
し
活
用
す
る
。

制
既
存
の
一
都
の
団
体
に
利
用
を
優
先
さ
せ
ず
、
つ
と
め
て
多
く
の
団
体
に
公
平
に
利
用
さ
せ
る
方
途
を
務
、
す
る
と
と
も
に
、
利

用
す
る
住
民
の
自
己
本
位
の
態
度
を
排
除
す
る
。

判
多
様
な
教
育
要
求
に
応
ず
る
た
め
に
は
、
住
民
に
諸
経
の
機
関
施
設
が
備
え
る
機
能
を
有
機
的
に
連
携
活
用
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
の
で
、
そ
の
た
め
の
情
報
と
助
言
の
資
料
を
盤
備
す
る
。
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(ウ) (イ)

住
民
と
の
接
触
を
密
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
意
識
や
生
活
態
度
を
つ
か
み
、
ま
た
潜
在
的
必
要
を
正
確
に
と
ら
え
る
。

隣
接
各
館
と
の
連
絡
を
さ
か
ん
に
し
、
ま
た
地
岐
に
あ
る
他
の
教
育
的
諸
施
設
と
も
交
流
を
保
っ
て
、
協
力
し
て
、
地
域
教
育

の
総
合
計
画
を
立
て
、
か
っ
そ
の
実
施
に
つ
い
て
、
連
携
・
分
担
・
補
完
の
措
置
を
講
ず
る
。

判制
公
民
館
に
つ
い
て
、
理
事
者
や
教
育
委
員
会
に
対
し
て
理
解
を
深
め
る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
、
ま
た
住
民
に
対
し
で
広
報
、
広

聴
の
方
途
を
積
極
的
に
講
ず
る
。

刊
川

公
民
館
運
営
審
議
会
を
活
用
す
る
。

開
放
性
の
実
を
挙
げ
る
た
め
、
住
民
有
志
の
協
力
を
得
て
、
開
・
閉
館
そ
の
他
施
設
設
備
の
利
用
に
関
し
、
職
員
が
責
任
を
も

ち
得
る
範
囲
内
に
お
い
て
管
理
の
ル

l
ル
に
柔
軟
性
を
も
た
せ
る
。

(キ)

社
会
教
育
法
第
二
三
条
に
示
さ
れ
た
事
項
(
営
利
的
・
政
治
的
・
宗
教
的
中
立
性
の
確
保
)
を
守
り
つ
つ
も
、
住
民
の
自
治
能
力
や

(注
9
)

態
度
お
よ
び
人
倫
的
情
操
・
態
度
を
啓
繕
す
る
た
め
の
事
業
を
含
め
て
、
価
値
の
あ
る
様
造
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
立
案
し
、
実
施
す
る
。

例
施
設
全
体
を
明
る
く
、
し
か
も
啓
発
性
の
あ
る
環
境
と
し
、
か
つ
住
民
の
自
由
な
活
動
と
、
相
互
の
交
流
を
さ
か
ん
に
す
る
た

め
の
場
を
拡
大
す
る
。

例
少
な
く
と
も
、
現
在
、
学
校
に
備
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
程
度
の
備
品
を
そ
ろ
え
、
ま
た
住
民
の
関
心
を
高
め
る
た
め
の
展
示
、

レ
フ
7

レ
ン
ス

相
談
方
法
を
充
実
す
る
。

伺

必
要
に
応
じ
、
館
外
に
活
動
を
拡
張
す
る
。

三
、
公
民
館
運
営
審
協
会
の
活
性
化

従
来
も
、
運
営
審
議
会
を
育
で
、
活
用
し
て
い
る
館
や
、
委
員
が
積
極
的
に
研
究
し
、
活
動
し
て
い
る
地
域
も
あ
っ
た
が
、
逆
に

そ
れ
が
不
十
分
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
法
に
定
め
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
置
く
こ
と
は
置
く
が
、
委
員
の
選
び
か
た
が

公
式
的
で
あ
っ
た
り
、

そ
の
役
割
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
こ
れ
を
活
用
し
に
く
い
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な

ぃ
。
す
で
に
第
一
次
専
門
委
員
会
も
、
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
各
地
区
館
に
、
少
数
の
定
員
で
は
あ
っ
て
も
、
利
用
者
と
直
結
す
る

委
員
か
ら
成
る
審
議
会
を
設
置
す
る
よ
う
に
提
案
を
し
て
い
る
。

か
つ
て
の
初
期
公
民
館
情
想
は
、

「
公
民
館
委
員
」
が
地
域
住
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
、
委
員
会
を
組
織
し
て
、
館
の
人
事
、
庶
務
、

経
理
、
事
業
の
全
般
に
わ
た
っ
て
審
議
、
決
定
し
、
実
施
を
図
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
制
度
が
変
わ
り
、
社
会
の
な
り
た
ち
ゃ
動
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行
政
事
務
の
慣
行
に
よ
れ
ば
施
設
の
効
果
判
定
の
目
安
も
、
と
か
く
予
算
の
多
募
、
行
事
の
回
数
や
参
加
者
数
な
ど
量
の
側
面
に

注
意
が
向
け
ら
れ
や
す
い
が
、
教
育
機
関
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
内
容
の
質
を
よ
り
重
く
視
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

た
と
え
ば
施
設
使
用
料
の
徴
収
(
受
益
者
負
担
)
と
い
う
問
題
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
教
育
活
動
の
目
標
達
成
に
有
効
で
あ

る
と
の
恨
拠
が
は
っ
き
り
と
し
、

か
っ
そ
の
た
め
に
職
員
の
配
置
や
本
来
業
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
か
な
ど
を
多
角
的
、
客
観
的

に
調
べ
て
結
論
を
導
き
出
す
必
要
が
あ
る
。

近
年
、
各
地
で
議
論
を
ま
き
起
し
、
ま
た
一
部
の
地
方
で
そ
れ
に
領
す
る
方
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
の
あ
る
、

営
論
」
も
、
そ
の
経
過
の
中
に
、
公
営
の
非
能
率
、
事
業
の
上
で
の
形
式
主
義
が
問
わ
れ
て
い
る
一
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
公
共
機
関
が
、
そ
の
管
理
・
運
営
を
、
た
だ
人
件
費
や
事
業
費
を
節
約
す
る
た
め
に
、
安
易
に
民
問
委
託
と
す
る
こ
と
は
容
認

で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
民
営
施
設
の
活
力
あ
る
経
営
に
学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
公
民
館
と
し
て
は
、

い
わ
ゆ
る
「
公
設
民

た
と
え
公
立
機
関
で
あ

っ
て
も
、
母
初
の
公
民
館
構
想
(
設
置
要
綱
、
昭
和
二

一
年
)
に
盛
ら
れ
た
「
民
立
民
営
」
論
の
意
欲
と
方

針
と
を
背
負
っ
て
い
る
だ
け
に
、
住
民
の
た
め
の
公
民
館
で
あ
る
と
い
う
基
本
精
神
を
常
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
住
民
に
親
し
ま
れ
、
気
軽
に
利
用
さ
せ
よ
う
と
し
て
、

「
公
民
館
茶
の
間
論
」
が
唱
え
ら
れ
た
り
、
ま
た
施
設
空
間
の

自
由
使
用
に
重
点
を
お
い
た
「
貸
し
部
屋
公
民
館
」
と
い
う
べ
き
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
や
や
も
す
れ
ば
、
公
民
館

と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
と
の
区
別
も
不
明
確
に
な

っ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
教
育
の
方
法
を
独
自
に
選
択
し
な
い
で
、
山
一子

校
や
、
民
間
の
教
育
産
業
(
い
わ
ゆ
る
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
な
ど
)
の
も
の
ま
ね
に
は
し
る
例
も
出
て
き
た
。
し
か
し
た
だ
単
に

親
し
み
ゃ
す
い
雰
囲
気
を
作
り
、
ま
た
奇
抜
な
プ

ロ
グ
ヨ
ム
で
住
民
を
集
め
よ
う
と
い
う
の
で
は
、
公
民
館
の
成
立
の
根
拠
は
薄
弱

と
な
り
、
こ
れ
を
整
備
す
べ
き
理
由
も
消
滅
す
る
。
な
お
、
名
称
が
古
く
さ
い
と
い
う
言
い
分
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
質
成
し
難
い
。

二
、
公
立
公
民
館
運
営
の
指
針

施
設
(
制
度
)
を
生
か
す
も
の
は

「
ひ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
人
間
も
、

一
定
の
財
政
的
基
盤
を
確
保
し
な
け
れ
ば
、
如
何
に
す
ぐ

れ
た
方
針
や
企
画
を
立
て
て
も
、
実
施
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
対
に
、
容
れ
物
や
資
金
が
そ
ろ

っ
て
い
て
も
、

教
育
機
関
に
適
し
た
専
門
職
員
が
配
置
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
責
任
を
も

っ
て
実
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
、
教
育
は
盛
り
立
た
な
い
。
公

民
館
の
館
長
、
主
事
は
、
専
門
職
制
の
中
核
的
存
在
で
あ
る
。
そ
の
中
で
館
長
が
、
主
事
そ
の
他
の
職
員
の
資
質
能
力
を
活
か
し
て
、

日
常
の
運
営
上
、
留
意
す
べ
き
こ
と
が
ら
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

例
施
設
評
怖
が
た
え
ず
励
行
し
、
改
善
に
つ
と
め
る
。
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行
き
た
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
婚
前
教
育
と
か
、
老
齢
期
に
そ
な
え
る
中
年
成
人
の
学
習
な
ど
、
多
く
の
必
要
課
題
に
つ
い
て
も
同
様

に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

事
業
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
公
民
館
は
、
住
民
の
生
活
の
向
上
に
奉
仕
す
る
各
種
の
施
設
に
対
し
て
、
住
民
の
心
を
と
ら
え
、
か

っ
住
民
が
す
す
ん
で
利
用
す
る
よ
う
に
、
施
設
の
様
造
や
管
理
・
運
営
に
つ
い
て
も
、
モ
デ
ル
的
な
存
在
と
な
り
、
さ
ら
に
事
業
な

ど
の
協
同
化
を
主
鳴
す
る
気
が
ま
え
を
も
つ
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
究
極
的
に
は
、
地
域
社
会
そ
の
も
の
を
、
よ
り
教
育
的

な
環
境
に
改
め
て
行
く
た
め
の
原
動
力
と
な
る
よ
う
に
し
て
行
き
た
い
。

〈注〉

5 

集
会
と
活
用
、
学
習
と
創
造
、
総
合
と
調
整
を
表
現
を
変
え
て
、

集
ま
る
、
学
ぶ
、
結
ぶ
と
し
た
第
一
次
専
門
委
員
会
の
所
見
は
、

当
時
公
民
館
内
部
で
発
想
さ
れ
て
い
た
「
三
階
建
論
」
に
拠
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
公
民
館
は
一
階
を
親
し
み
ゃ
す
く
入
り
や
す
い
広
間

と
し
、
そ
こ
に
な
じ
ん
だ
住
民
を
二
階
の
学
習
の
場
に
導
き
、
さ
ら
に
学
ん
だ
結
果
を
、
生
活
実
践
(
三
階
)
に
推
し
進
め
る
よ
う
に
活

動
を
す
べ
き
だ
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

社
会
教
育
法
第
二
二
条
の
七
に

「
そ
の
施
設
を
、
住
民
の
集
会
そ
の
他
の
公
共
的
利
用
に
供
す
る
こ
と
」
と
あ
る
の
も
、
単
な
る
貸

し
部
屋
を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、
上
掲
の
「
結
ぶ
」
と
い
う
目
標
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
浬
解
す
べ
き
で
あ
る
。

E 

公
民
館
の
管
理
・
運
営
方
針

類
似
施
設
や
法
人
立
の
公
民
館
と
い
わ
れ
る
も
の
を
除
き
、
既
存
の
公
民
館
の
う
ち
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
公
立
の
公
民
館

は
、
二
一
世
紀
を
目
ざ
す
生
涯
教
育
の
重
要
な
機
関
と
し
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
管
理
・
運
営
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
立
の
公
民
館
は
、
と
く
に
関
係
法
令
や
条
例
・
規
則
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
る
が
、
そ
の
も
と
に
お
い
て
も
、
日
常
の
運
営
に

工
夫
を
こ
ら
し
、
住
民
に
活
用
さ
れ
る
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
現
代
的
教
育
機
関
の
管
理

管
理
と
は
、
科
学
的
・
合
理
的
に
そ
の
体
質
を
改
善
し
て
機
能
を
よ
く
発
簿
し
得
る
よ
う
に
効
率
的
な
運
営
を
し
、

か
つ
公
正
な

所
務
の
遂
行
に
必
要
な
規
緩
や
基
準
を
設
け
て
、
そ
の
対
象
者
に
対
し
て
有
効
な
奉
仕
を
行
う
よ
う
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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茶
の
間
形
態
の
何
れ
か
と
い
う
実
態
上
の
二
極
が
、
今
後
多
極
化
す
る
こ
と
も
考
慮
し
て
、

ト
ー
タ
ル
エ
デ

ユ
ケ
i
ン
ヲ
〆
セ
〆
タ

l

-
生
活
を
学
び
、
創
造
す
る
地
域
に
お
け
る
生
涯
教
育
の
代
表
的
機
関
で
あ
り
、

イ
シ

7
.
‘，
F
l
y
-ョ
ン
セ
J

タ

1

-
よ
く
知
り
、
よ
く
判
断
を
す
る
た
め
の
情
報
提
供
機
関
で
あ
り
、

ォ
l
t
n
ナ
イ
ズ
イ
〆
グ
セ
J

タ
l

-
地
域
社
会
生
活
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
実
践
拠
点
で
あ
る
、

と
い
う
性
格
規
定
を
鮮
明
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
館
が
お
か
れ
て
い
る
地
区
の
実
態
を
科
学
的
に
究
明
し
て
、
具
体
的
な
活
動
計
画
を

立
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
地
域
社
会
全
体
に
共
通
の
総
合
教
育
計
画
の
一
環
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
が
、
同
一
地
域
社
会
の
中
に
お
い
て
も
、
地
区
ご
と
に
特
色
あ
る
施
設
や
活
動
を
打
ち
出
す
こ
と
を
是
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

各
地
区
館
が
、
公
民
館
と
し
て
当
然
果
た
す
べ
き
役
割
に
か
な
う
施
設
設
備
や
事
業
を
必
置
す
る
と
同
時
に
地
区
の
特
性
を
運
営

に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
は
、
地
域
に
お
け
る
公
民
館

(
類
似
施
設
も
含
む
。
)

全
体
の
間
の
シ
ス
テ
ム
化
を
強
め
る
こ
と
が
と
く
に

重
要
と
な
る
。
内
な
る
シ
ス
テ
ム
化
は
、
い
わ
ゆ
る
連
絡
調
整
に
当
た
る
館
を
介
し
て
、
通
称
タ
ー
ミ
ナ
ル
公
民
館
な
ど
、
設
置
理
由

を
異
に
す
る
館
も
出
現
し
て
い
る
今
日
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
と
任
務
と
を
十
分
に
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
地
減
内
の
公
民
館
網
に
古
田

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

点
を
残
さ
な
い
よ
う
、
そ
の
組
織
と
活
動
の
構
成
に
つ
い
て
綿
密
な
配
慮
を
ほ
ど
こ
す
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
宕
に
提
起
し
た
こ
と
は
、
公
民
館
の
独
善
と
独
走
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
今
日
、
各
地
域
社
会
に
、
別
個
に

か
つ
多
様
に
成
立
し
、
利
用
さ
れ
て
い
る
諸
施
設
は
生
涯
教
育
体
制
を
完
成
す
る
た
め
に
は
、
有
機
的
に
関
連
さ
せ

(
学
校
も
当
然

そ
の
中
の
一
と
な
る
)
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
の
限
界
に
も
十
分
留
意
し
て
、
相
互
に
協
力
し
合
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
そ
れ
に
つ
い
て
付
言
し
た
い
の
は
、

口
先
で
連
携
を
叫
ん
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
実
効
が
挙
が
る
も
の
で
は
な
い
。
公
民
館
が

こ
の
必
要
を
自
覚
し
、
先
頭
に
立
っ
て
、
各
方
面
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、
実
現
に
向
う
気
速
を
醸
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
公
民
館
は
、
生
涯
教
育
の
モ
デ
ル
機
関
の
一
と
し
て
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
や
指
導
方
法
に
関
し
て
、
先
導
的
試
行
を
実
施
す

る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
、

自
己
の
役
割
の
拡
大
を
図
っ
て
行
き
た
い
。

た
と
え
ば
、

最
近
の
教
育
界
に
・
お
い
て
、

全
国
民
の
関

心
事
と
な
っ
て
い
る
、
在
学
青
少
年
の
非
行
あ
る
い
は
怠
学
、
自
殺
等
の
行
為
の
頻
発
に
対
し
て
、
学
校
も
、
当
該
家
庭
も
な
す
と

こ
ろ
が
な
い
状
態
に
メ
ス
を
入
れ
、
問
題
の
恨
源
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
新
た
な
教
育
の
し
く
み
に
あ
て
は
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
中

の
、
重
要
視
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
住
民
が
研
究
し
実
践
す
る
こ
と
を
促
す
よ
う
に
事
業
計
画
と
し
て
打
ち
出
す
試
み
に
も
っ
て
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と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

住
民
の
「
集
ま
る
」
|
「
学
ぶ
」

|

「
結
ぶ
」
活
動
に
、

「
知
る
」
こ
と
と
「
参
加
す
る
」
こ
と
を
あ
わ
せ
、
し
か
も
、

こ
れ
ら
の
五
つ
を
並
列
的
に
見
る
の
で
は
な
く
住
民
の
連
帯
を
中
心
に
据
え
た
構
造
的
な
把
握
に
も
っ
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。
さ

さ
ら
に
、

ら
に
並
行
し
て
、
反
省
評
価
の
改
善
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
第
二
次
専
門
委
員
会
が
強
調
し
た
「
学
習
と
創
造
」
に
焦
点
を
置
く
基
本
方
針
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
を

さ
ら
に
「
総
合
し
調
整
」
し
て
地
域
へ
還
元
す
る
と
こ
ろ
ま
で
高
次
化
し
、

か
つ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
と
こ
ろ
に
公
民
館
で
な
け

れ
ば
果
た
し
得
な
い
重
要
目
標
を
新
た
に
設
定
し
た
。

こ
の
固
有
の
目
標
に
対
し
て
、
当
面
重
点
的
に
活
動
方
針
に
盛
り
込
ま
れ
る
べ
き
も
の
は
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

1 

流
動
し
て
や
ま
な
い
国
際
情
勢
の
も
と
に
生
き
る
人
間
と
し
て
、
ま
ず
自
己
の
足
許
の
地
域
社
会
に
目
を
そ
そ
ぎ
、
未
解
決
の

課
題
を
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
周
辺
の
世
界
の
状
況
に
つ
い
て
、
正
確
な
情
報
を
揃
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

2 

周
囲
か
ら
孤
立
し
、
逃
避
し
が
ち
な
住
民
に
は
た
ら
き
か
け
て
、
学
習
活
動
を
動
機
づ
け
、

さ
-
ゲ
に
共
同
の
学
習
の
場
を
設
定

し
て
そ
こ
に
参
加
す
る
よ
う
に
促
す
。

3 

共
同
で
学
ぶ
こ
と
を
も
っ
て
、
す
べ
て
の
学
習
が
終
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
を
個
々
の
生
活
に
合
わ
せ
て
深
化
さ
せ
、
具

体
化
す
る
活
動
に
進
む
こ
と
が
本
当
の
学
習
で
あ
る
と
自
覚
し
、
実
行
す
る
よ
う
に
奨
励
を
す
る
。

4 

個
人
に
よ
る
学
習
の
成
果
は
、
自
己
の
生
活
に
還
元
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
地
域
社
会
の
営
み
に
反
映
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ

の
意
義
が
薄
れ
る
。
学
習
結
果
の
社
会
化
を
可
能
に
す
る
も
の
は
、
主
と
し
て
地
械
に
成
立
し
て
い
る
諸
団
体
で
あ
り
、
住
民
相

5 
互
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
公
民
館
の
活
動
は
、
こ
れ
ら
の
団
体
と
の
連
携
協
力
に
よ
っ
て
特
色
あ
る
も
の
と
な
る
。

科
学
技
術
や
大
衆
伝
達
手
段
に
一
方
的
に
支
配
さ
れ
る
人
聞
は
揃
唱
え
る
が
、
自
己
と
周
囲
と
を
的
確
に
見
さ
だ
め
、
適
切
な
判

断
に
基
い
て
行
動
す
る
人
間
は
容
易
に
は
育
た
な
い
。
そ
の
た
め
に
地
域
社
会
は
今
後
い
っ
そ
う
動
揺
を
し
不
安
定
の
度
を
婚
す

お
そ
れ
が
あ
る
。
公
民
館
は
こ
う
し
た
事
態
を
防
ぎ
、
生
活
を
確
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
評
価
が
た
え
ず
励
行
さ
れ
る
よ
う
に

し
て
、
地
域
活
動
の
方
向
を
正
す
た
め
の
世
論
形
成
を
促
進
す
る
。

二
、
公
民
館
の
進
路
と
他
の
機
関
施
設
と
の
関
係

地
域
社
会
の
多
面
的
で
複
雑
な
変
化
の
状
況
を
予
見
し
、
そ
れ
に
対
処
す
る
必
要
を
担
う
公
民
館
は
、
と
く
に
、
学
校
の
僕
倣
と
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第
二
部

各

号 &
日間

公
民
館
の
理
念

か
つ
て
全
公
達
の
第
一
次
専
門
委
員
会
は
、
公
民
館
の
目
的
と
理
念
を
、
①
公
民
館
活
動
の
基
底
は
、
人
間
尊
重
の
精
神
に

あ
る
、
②
公
民
館
活
動
の
核
心
は
、
国
民
の
生
涯
教
育
態
勢
を
確
立
す
る
に
あ
る
、
①
一
公
民
館
活
動
の
究
極
の
ね
ら
い
は
、
住

民
の
自
治
能
力
の
向
上
に
あ
る
と
表
現
し
た
。
こ
の
基
本
的
視
点
は
、
今
日
も
な
お
生
き
て
い
る
。
た
だ
変
化
し
て
や
ま
な
い

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
静
的
に
解
釈
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
よ
り
動
的
な
見
方
と
方
向
つ
け
を
行
う

必
要
を
生
じ
て
い
る
。

一
、
こ
れ
か
ら
の
公
民
館
に
求
め
ら
れ
る
も
の

生
涯
教
育
体
制
下
に
お
け
る
公
民
館
は
、
法
的
に
も
、
実
質
的
に
も
公
教
育
の
機
関
で
あ
る
。
そ
し
て
教
育
と
は
、
あ
く
ま
で
、

人
間
性
を
尊
重
し
人
間
的
な
ふ
れ
あ
い
に
よ
っ
て
結
実
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
公
民
館
は
、
地
域
社
会
に
生
活
す
る
住

民
を
教
育
実
践
を
通
じ
て
人
間
と
し
て
の
成
長
に
向
か
う
よ
う
に
導
く
こ
と
を
根
本
目
的
と
す
る
。

最
近
、
各
地
域
社
会
に
あ
ら
わ
れ
た
、
住
民
の
日
常
生
活
に
大
き
い
影
響
を
与
え
て
い
る
現
象
を
挙
げ
れ
ば

(ア)

新
た
に
開
発
さ
れ
た
技
術
を
応
用
し
た
家
庭
用
機
械
器
具
の
普
及
と
、
半
加
工
食
品
ま
た
は
貯
蔵
食
品
の
利
用
に
よ
る
生
活

の
簡
便
さ
と
単
一
化
、

(オ)cエ) (ウ)(イ)

住
居
械
式
や
成
人
男
女
の
勤
労
形
態
の
変
化
と
家
族
相
互
の
接
触
の
綿
薄
化

子
女
の
教
育
や
日
常
生
活
に
関
す
る
近
隣
の
人
間
関
係
や
協
力
態
勢
の
弱
体
化
、

マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
広
が
り
に
伴
う
思
考
や
興
味
の
焦
点
の
流
動
化
と
、
余
暇
利
用
方
法
の
個
別
化
、

対
人
・
公
共
道
徳
の
低
下
や
職
業
倫
理
の
衰
退
等
に
基
因
す
る
安
定
感
の
減
少
と
、
断
片
的
判
断
お
よ
び
利
那
的
行
動
の
地

日、
品
川
M

な
ど
が
目
立
ち
、
世
代
聞
の
意
識
や
行
動
の
ひ
ら
き
も
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。

」
う
し
た
時
代
の
傾
向
に
対
し
て
、
公
民
館
は

一
般
に
、
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
目
標
を
、
次
の
よ
う
に
構
成
す
る
こ
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口

運
営
上
の
方
針

白

設
置
及
管
理

ω 
維
持
及
運
営

回

編
成
及
設
備

的

事
業

(。

設
置
の
手
続

(J¥) 

指
導
(
印
公
民
館
に
対
す
る
)

ω 
備
考

こ
れ
ら
の
中
で
、

H
に
お
い
て
は
、
町
村
民
の
交
友
と
生
活
・
産
業
上
の
指
導
を
受
け
る
た
め
の
文
化
教
養
の
機
関
で
あ
り
、
か
つ
諸
団

体
が
提
携
し
て
町
村
振
興
の
底
力
を
生
み
出
す
場
所
と
し
て
性
絡
づ
け
、
そ
れ
が
住
民
の
自
主
的
な
要
望
と
協
力
と
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、

維
持
さ
れ
る
の
が
理
想
で
あ
る
と
し
、
口
に
つ
い
て
は
、
民
主
的
な
社
会
教
育
機
関
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
図
書
や
機
械
類
等
の
設
備
を

充
実
し
、
し
か
も
曲
明
朗
で
開
放
的
な
場
を
設
定
し
、
総
合
的
な
活
動
を
目
ざ
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
。

さ
ら
に

ωに
お
い
て
、
公
民
館
委
員
を
選
出
し
、
委
員
会
が
運
営
の
主
体
と
な
っ
て
、
職
員
(
館
長
・
主
事
)
を
誼
い
て
維
持
な
ら
び

に
事
業
の
計
画
立
案
に
当
た
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
分
担
実
施
す
る
た
め
、
句
に
四
郎
編
成
(
教
養
・
図
書
・
産
業
・
集
会
の
各
部
)
に
よ

る
活
動
の
推
進
を
奨
励
す
る
と
と
も
に
、
学
生
な
ど
の
研
究
修
餐
、
実
態
調
査
、
啓
発
紙
作
製
頒
布
、
託
児
・
共
同
炊
事
等
の
事
業
、
筒

易
な
医
学
・
衛
生
事
業
、
文
化
団
体
の
本
部
を
置
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。

こ
れ
ら
の
広
範
な
事
業
を
担
当
す
る
公
民
館
に
対
し
て
山
に
お
い
て
、
中
央
及
都
道
府
県
は
、
講
師
組
織
を
作
り
派
遣
す
る
こ
と
、
備

ロ
即
の
あ
っ
せ
ん
、
職
員
の
研
修
に
つ
と
め
る
こ
と
、
大
学
・
専
門
学
校
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
な
ど
、
側
面
か
ら
の
緩
助
の
し
か
た
に
つ

い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。
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(ウ) (イ) (7) 

未
設
置
市
区
町
村
の
解
消
。

既
設
の
市
区
町
村
に
お
い
て
も
、
設
置
区
域
の
適
正
を
図
る
。

建
造
物
は
豪
華
に
見
え
て
も
、
内
容
が
時
代
に
合
わ
な
い
貧
弱
な
公
民
館
に
な
ら
な
い
よ
う
、
左
の
諸
点
に
深
〈
留
意
す
る
。

①
施
設
の
管
理
や
教
育
の
専
門
的
な
事
業
を
適
切
に
企
画
し
、

実
施
し
得
る
資
質
を
も
っ
た
聡
員
を
配
置
し
、
か
つ
安
定
し
た

地
位
を
保
障
し
処
遇
す
る
。

今
日
の
教
育
は
、
豊
富
な
教
材
教
具
を
設
備
し
、
活
用
し
な
け
れ
ば
、
見
る
べ
き
効
果
を
挙
げ
得
な
い
こ
と
が
多
い
。

② 

た
え
ず
正
確
に
調
査
分
析
し
て
必
要
課
題
を
学
習
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
の
せ
、
ま
た
相
談
助
言
に
応
ず
る
た
め
の
資
料
の
収
集
と
活
用
が
で
き
る
設
備
や
人
員
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
と
め
る
。

-ニ-
1
l
4

公
嶋
貸H
に
よ
る
主
催
事
業
の
ほ
か
、
住
民
の
自
発
的
な
教
育
活
動
の
必
要
に
応
じ
得
る
よ
う
、
施
設
の
権
造
や
管
理
を
改
善
す

地
域
社
会
の
動
向
や
住
民
の
意
識
と
生
活
の
実
態
な
ど
を
、

③ 
る。

⑤④  

公
民
館
長
の
責
任
と
権
限
と
を
明
確
に
し
、
構
造
的
に
事
業
を
推
進
し
得
る
よ
う
に
す
る
。

公
民
館
運
営
審
議
会
を
活
性
化
し
、

か
っ
そ
れ
を
活
用
す
る
、

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

あ
ら
た
め
で
説
く
ま
で
も
な
く
、
地
域
社
会
に
深
く
根
を
お
ろ
す
教
育
と
は
、
究
極
的
に
「
住
民
の
自
治
能
力
を
啓
倍
す
る
」
こ
と

を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
だ
一
部
の
住
民
の
意
向
や
利
益
の
み
に
傾
い
た
り
、
事
業
の
評
価
に
当
た
っ
て
目
先
き
の
業

績
だ
け
を
見
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
長
期
的
に
地
域
生
活
の
向
上
に
向
か
っ
て
、
堅
実
に
、
か
つ
建
設
的
に
思
案
し
、
行
動
し
、
協
力

す
る
態
度
と
能
力
と
を
溺
養
す
る
た
め
の
活
動
を
容
易
に
す
る
よ
う
、
基
底
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
が
、
行
政
の
本
務
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
行
政
機
関
は
、
所
属
教
育
実
施
機
関
職
員
に
対
し
、
そ
の
日
常
業
務
に
関
す
る
研
修
を
十
分
に
積
み
重
ね
ら
れ
る
よ
う
、

場
と
機
会
と
を
提
供
す
る
こ
と
に
努
め
る
責
任
が
あ
る
。

〈注
〉

4 

昭
和
二
一
年
七
月
五
日
「
発
社
一
二
二
号
」
文
部
次
官
通
牒
は
、

「
公
民
館
の
設
置
運
営
に
つ
い
て
」
内
務
省
、
大
蔵
省
、
商
工
省
、
農

林
省
、
厚
生
省
も
諒
解
済
み
と
し
て
出
さ
れ
た
本
文
に
、
さ
ら
に
別
紙
と
し
て
、

「
公
民
館
設
置
要
綱
」
を
添
え
、
大
要
次
の
よ
う
な
項
目

に
従
っ
て
公
民
館
の
ね
ら
い
と
組
織
・
活
動
に
つ
い
て
の
椛
恕
を
詳
述
し
た
。

(→ 
趣
旨
及
目
的
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ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
今
日
と
く
に
運
営
上
留
意
す
べ
き
基
本
的
事
項
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1 

公
民
館
と
、
他
の
教
育
的
諸
機
関
と
の
根
本
的
な
相
違
点
は
、
住
民
の
直
接
の
生
活
に
か
か
わ
る
地
域
社
会
に
本
格
的
に
結
び
付

き
得
る
か
否
か
に
あ
る
。

2 

L
4・‘ギ
l

公
民
館
の
活
動
方
式
は
、
住
民
自
身
の
中
に
あ
る
生
活
向
上
の
た
め
の
底
力
を
掘
り
お
こ
し
、
こ
れ
に
方
向
づ
け
を
正
し
く
し
得

イ
シ
パ

タ

ト

プ

，
，
チ
，
唱
え

る
た
め
の
教
育
刺
激
を
与
え
、
学
留
の
結
果
を
地
域
社
会
生
活
に
還
元
す
る
と
こ
ろ
に
重
点
を
置
く
も
の
で
あ
る
。

生
涯
教
育
体
制
の
も
と
で
は
、
各
種
機
関
が
相
互
に
協
力
し
、
補
完
し
合
う
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
総
合
的
な
地
域

3 
教
育
計
画
を
も
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
民
館
は
、
住
民
の
意
志
を
集
約
し
て
計
画
に
反
映
さ
せ
、

か
つ
計
画
に
そ
っ
て
展

関
さ
れ
る
活
動
の
調
整
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4 

表
面
的
な
興
味
や
流
行
に
迎
合
す
る
こ
と
な
く
、
客
観
的
、
長
期
的
な
洞
察
に
基
づ
い
て
、
適
切
な
事
業
の
実
施
計
画
を
策
定
し
、

実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヒ
A
l
マ
，，
リ
レ
ー
シ
，
J

ズ

パ

プ

リ

ヲ

5

多
数
の
利
用
者
と
の
人
間
味
の
あ
る
や
り
と
り
を
通
じ
て
、
住
民
の
意
志
や
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
を
的
確
に
把
握
し
、
ま
た
広
報

タ
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ

-
広
聴
活
動
を
積
極
的
に
す
す
め
て
、
従
来
結
び
つ
き
が
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
弱
か
っ
た
住
民
に
も
接
触
の
途
を
広
げ
て
い
く
こ
と

が
た
い
せ
つ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
十
分
に
可
能
に
す
る
よ
う
に
、
物
・
心
両
面
に
わ
た
る
諸
条
件
を
整
備
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
ま
ず
設
置
者
で
あ
る
市
町
村
等
お
よ
び
管
理
機
関
で
あ
る
教
育
委
員
会
等
が
み
ず
か
ら
の
責
任
に
お
い
て

こ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
が
た
て
ま
え
で
あ
る
が
、
国
や
都
道
府
県
も
積
極
的
に
行
・
財
政
上
の
支
媛
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
、
公
民
館
の
当
事
者
ゃ
、
こ
れ
を
利
用
す
る
住
民
も
、
そ
れ
ら
の
条
件
に
つ
い
て
よ
く
考
え
、

か
っ
そ
の
実
現
に
向
か
っ
て

努
力
す
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
。

当
面
整
備
を
急
が
れ
る
べ
き
事
項
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

l 

行
政
の
立
場
か
ら
、
生
涯
教
育
の
意
義
と
、
そ
れ
に
見
合
う
教
育
体
制
・
方
法
の
実
現
に
つ
と
め
る
こ
と
を
基
本
方
針
と
し
て
掲

げ
る
。

2 

本
来
は
、
関
係
法
令
の
体
系
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
の
見
直
し
を
必
要
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、
し
か
し
、
現
行
法
規
の
下
で
も

可
能
で

し
か
も
重
要
な
施
策
を
研
n々 y
7t. 

し

実
行

移
す

と

3 

前
二
項
の
も
と
で
、
直
按
、
公
民
館
に
つ
い
て
は

－ 10 －



公
民
館
は
、
す
べ
て
の
住
民
を
対
象
と
し
て
、
社
会
教
育
を
総
合
的
に
推
進
す
る
中
心
拠
点
で
あ
る
。

2 

生
涯
教
育
係
想
を
具
現
化
す
る
た
め
に
は
、
公
民
館
が
、
地
域
住
民
の
自
主
的
学
習
の
機
会
を
欠
く
者
に
対
し
て
、
十
分
に
そ
の

機
会
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

さ
ら
に
公
民
館
は
、
あ
く
ま
で
当
該
地
域
社
会
に
と
け
込
ん
で
、
住
民
と
の
人
間
と
し
て
の
ふ
れ
あ
い
を
も
と
に
、
そ
れ
ら
の
生

活
実
態
の
中
か
ら
教
育
上
の
必
要
課
題
を
と
り
あ
げ
て
、
教
育
計
画
を
立
案
し
、
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

住
民
の
学
習
内
容
や
水
準
の
高
度
化
と
多
様
化
と
に
応
え
得
る
よ
う
に
施
設
設
備
の
拡
充
整
備
を
図
り
、
か
つ
職
員
や
協
力
的
な

レ
イ
リ
ー
ダ
ー

有
志
指
導
者
の
研
修
制
度
を
確
立
し
て
、
教
育
環
境
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5 

生
涯
教
育
に
関
係
の
あ
る
他
の
諸
機
関
施
設
と
の
連
絡
調
整
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
ば
か
り
で
な
く
、
類
似
施
設
も
含
め

y
ス
テ
ム

た
地
域
内
外
の
公
民
館
自
体
の
組
織
化
を
密
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

三
、
公
民
館
の
運
営
と
行
・
財
政
の
改
善

昭
和
二
一
年
七
月
の
文
部
次
官
通
牒
と
そ
の
別
紙
(
公
民
館
設
置
要
綱
)
を
端
緒
と
し
て
、
市
区
町
村
氏
の
熱
意
に
よ
り
、
全
国
各

地
に
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
公
民
館
は
、
い
ま
や
市
区
町
村
単
位
の
設
置
率
が
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
三
三

0
平
米
以
上

の
公
民
館
は
相
当
数
を
数
え
る
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
に
配
置
さ
れ
る
専
任
織
員
の
数
も
次
第
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。

施
設
に
関
し
て
も
、
近
年
新
・
改
築
さ
れ
る
た
び
に
規
模
も
構
え
も
豪
華
さ
を
誇
る
も
の
が
増
え
て
き
た
。
し
か
し
、
容
れ
物
が
よ

く
な
る
に
つ
れ
て
、
活
動
の
質
的
充
実
が
す
す
ん
で
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
す
べ
て
が
好
転
し
て
い
る
と
は
い
い

き
れ
な
い
。
極
言
す
れ
ば
、
初
期
の
、

い
わ
ゆ
る
青
空
公
良
館
さ
え
含
め
た
地
織
の
公
民
館
活
動
に
見
ら
れ
た
気
晩
が
時
代
の
推
移
と

と
も
に
影
を
ひ
そ
め
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
問
に
、
昭
和
二
四
年
六
月
、
社
会
教
育
法
が
制
定
さ
れ
、
公
民
館
に
つ
い
て
も
、

か
な
り
詳
細
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

が
、
と
く
に
そ
の
第
二

O
条
に
・
お
い
て
設
置
の
目
的
を
「
一
定
区
械
内
の
住
民
の
た
め
に
実
際
生
活
に
即
す
る
教
育
、
学
術
及
び
文
化

に
関
す
る
各
種
の
事
業
を
行
う
」
た
め
の
も
の
と
い
う
よ
う
に
特
定
し
た
こ
と
か
ら
、
性
格
上
も
異
見
を
生
じ
さ
せ
た
き
ら
い
が
あ
る
。

そ
の
こ
と
も
影
響
し
て
、
今
日
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
と
の
混
同
が
見
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
民
間
の
教
育
産
業
(
カ
ル
チ

ユ
ア
セ
ン
タ
ー
な
ど
)
と
事
業
の
う
え
で
競
合
す
る
よ
う
な
例
が
自
に
つ
く
よ
う
に
さ
え
な

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
公
民
館
は
、
設
置
者
が
市
区
町
村
で
あ
ろ
う
と
法
人
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
法
令
の
基
盤
に
立
脚
し
、
か
つ
戦
後

一
貫
し
て
住
民
生
活
を
も
り
立
て
て
き
た
実
績
を
背
景
と
し
て
、
八
ム
教
育
の
た
め
の
機
関
と
し
て
管
理
・
運
営
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
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第

部

総

吾ふ
員同

も
と
も
と
社
会
教
育
は
、
時
代
の
変
化
を
予
見
し
住
民
が
そ
の
生
活
を
守
り
、
発
展
さ
せ
る
の
に
必
要
な
教
育
課
題
を
と
ら
え

て
、
適
切
な
学
習
の
機
会
と
場
と
を
提
供
し
そ
の
成
果
を
地
域
に
還
元
す
る
こ
と
を
本
旨
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
学
校
教

育
と
と
も
に
生
涯
教
育
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
公
民
館
は
そ
の
実
践
の
中
枢
機
関
と
し
て
の
任
務
を
認
せ
ら
れ
て
い
る
。

一
、
社
会
の
推
移
と
教
育

わ
れ
わ
れ
は
、
公
民
館
の
進
路
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
次
の
よ
う
に
社
会
変
化
と
教
育
課
題
と
の
関
係
を
と
ら
え
た
。

l 

科
学
技
術
の
進
歩
に
し
た
が
っ
て
、
産
業
構
造
が
変
わ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
勤
労
の
機
態
も
変
わ
る
。

公
民
館
は
職
業
生
活
に
関
す
る
新
た
な
教
育
の
必
要
を
に
な
う
こ
と
に
な
る
。

2 

人
間
の
世
界
観
、
価
値
観
が
多
様
に
変
化
し
、
住
民
個
キ
の
教
育
に
対
す
る
要
求
内
容
や
水
準
に
関
す
る
考
慮
も
複
雑
に
な
る
。

衣
食
住
の
様
式
や
余
暇
の
活
用
方
式
に
も
、
た
え
ざ
る
変
化
が
見
ら
れ
、
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
新
た
な
精
恕
を
加
え
る
必
要

3 
に
迫
ら
れ
る
。

4 

人
間
相
互
の
関
係
が
薄
ら
ぎ
、
地
縁
的
結
合
が
い
っ
そ
う
流
動
的
に
な
る
の
に
対
し
て
、
地
凶
械
の
教
育
力
活
性
化
の
た
め
の
教
育

5 
基
盤
の
確
立
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

平
幼
寿
命
の
延
伸
に
伴
い
、
従
来
の
単
純
な
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
論
に
よ
る
学
習
課
題
の
選
択
を
、
世
代
聞
に
ま
た
が
る
新
し
い
悶

題
も
含
め
て
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一
、
生
涯
教
育
の
推
進
と
公
民
館
の
位
置
・
役
割

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、

「
分
化
」
と
「
総
合
」
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
現
代
に
あ
っ
て
は
、
教
育
機
関
も
そ
れ
ぞ
れ
専
門

的
に
任
務
を
分
ち
合
い
、

か
つ
相
互
の
関
連
を
十
分
に
保
つ
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
場
合
、
各
種
教
育
機
関
が
、
ま
ず
自
己
の
本
来
担
う
べ
き
責
任
の
所
在
と
、
限
界
と
を
認
織
す
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
見
地
に
従
っ
て
、
公
民
館
が
拠
っ
て
立
つ
位
置
と
役
割
を
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
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て
教
育
の
内
容
や
方
法
に
も
変
化
を
生
ず
る
兆
し
が
見
え
で
い
る
。
そ
の
赴
く
と
こ
ろ
、
人
間
の
思
考
機
式
や
態
度
、
家
庭
や
社
会
生
活

の
営
み
方
に
も
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

3 

本
委
員
会
に
台
い
て
、
当
初
、
公
民
館
が
抱
え
る
問
題
と
し
て
組
上
に
の
ぼ
っ
た
の
は
、
左
の
諸
領
械
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
理
念
)
①

公
教
育
機
関
た
る
た
め
の
要
件
、
②

類
似
(
町
内
)
公
民
館
の
見
方
、
法
や
条
例
上
の
位
置
づ
け
、
③

実
践
の
経
過

が
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
の
ズ
レ
と
調
整
の
可
能
性
。

(
設
置
者
、
管
理
者
等
と
の
関
係
)
①

館
の
相
互
関
係
。

公
民
館
と
市
町
村
教
委
と
の
関
係
、
②

管
理
機
栴
の
あ
り
方
、
③

中
央
館
、
地
区
館
、
分

施
設
設
備
、
事
業
)
①

理
念
|
事
業
、
②

事
業
の
内
容
、
機
造
(
中
央
・
地
区
・
分
館
、
自
治
館
の
事
業
関
係
)
、
③

教
委
と

の
事
業
関
係
、
④

地
域
社
会
(
都
市
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
地
区
を
含
む
)
と
公
民
館
事
業
と
の
関
係
、
⑤

事
業
に
必
要
な
施
設
設
備
の
条

件
(
基
準
の
必
要
性
の
有
無
)
、
⑥

事
業
の
拡
大
(
生
涯
教
育
的
事
業
)
に
伴
う
諸
要
件
。

(
職
員
の
資
質
、
配
置
)
①

館
長
の
資
質
、

② 

「
公
民
館
主
事
」
の
心
要
性
(
資
格
、
専
門
職
制
の
可
百
)
、
③

公
民
館

(中
央
、

地
区
、
分
館
)
に
お
か
れ
る
主
事
の
適
正
な
配
置
に
つ
い
て
の
基
準
、
そ
の
他
の
職
員
の
配
置
、
④

職
員
(
と
く
に
館
長
、
主
事
)
の

界
川
ヤ
参
。

1
1
 

運
営
審
議
会
そ
の
他
住
民
の
参
加
)
①

公
民
館
運
営
審
議
会
の
精
成
及
び
活
動
、
②

協
力
者
組
織
(
利
用
者
・
グ
ル
ー
プ
協
議
会

等
)
、
③

運
審
の
各
館
必
置
制
、
よ
り
進
ん
だ
住
民
の
参
加
方
策
(
社
会
教
育
団
体
へ
の
対
処
の
み
で
よ
い
か
)
。

(
そ
の
他
)
①

必
置
制
に
関
連
し
て
「
配
置
基
準
」
の
検
討
(
現
行
設
置
・
運
営
基
準
の
問
題
を
含
む
)
、
②

他
の
地
成
(
社
会
教

育
そ
の
他
)
施
設
と
の
関
係
、
③

地
域
内
外
に
わ
た
る
公
民
館
相
互
の
関
係
、
④

公
民
館
の
財
政
妨
置
(
補
助
金
関
係
を
含
む
)
。

こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
生
々
し
い
状
態
に
お
い
て
再
機
成
す
る
と
、
次
の
六
領
域
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

(7) 

現
実
の
公
民
館
像
(
実
態
)
が
多
極
化
し
て
い
る
こ
と
(
公
教
育
機
関
た
る
べ
き
要
件
)
。

(イ)

公
民
館
体
系
内
の
混
乱
と
、
地
域
内
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
。

(ウ)

管
理
運
営
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
立
場
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
こ
と
。

(エ)

事
業
の
形
式
化
(
マ
ン
-
平
リ
ズ
ム
に
陥
る
傾
向
)
と
、
他
の
機
関
と
の
競
合
。

(カ) (オ)

運
営
の
効
率
化
と
事
業
の
発
展
と
に
必
須
の
職
員
の
資
質
向
上
及
び
設
備
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

運
営
審
議
会
、
公
民
館
相
互
の
関
係
、
設
置
運
営
基
準
そ
の
他
行
財
政
の
現
状
に
関
す
る
こ
と
。
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2 

公
民
館
を
め
ぐ
る
教
育
上
の
課
題

か
け
ご
え
の
大
き
さ
に
比
べ
て
、
現
実
の
生
涯
教
育
体
制
は
容
易
に
整
う
見
通
し
を
得
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、

わ
が
国
の

教
育
界
は
、
危
急
存
亡
の
ふ
ち
に
立
た
さ
れ
る
に
い
た

っ
て
い
る
。

こ
の
と
き
に
当
た
り
、
公
民
館
は
望
ま
し
い
生
涯
教
育
活
動
実
践
に
向
か
っ
て
先
頭
を
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

公
民
館
内
部
の
問
題

公
民
館
を
時
代
の
要
請
に
応
え
得
る
教
育
機
関
と
し
て
確
立
す
る
に
は
、
未
解
決
の
事
項
が
数
多
く
残
っ
て
お
り
、
そ
の
解
消

に
向
か

っ
て、

み
ず
か
ら
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
倍
近
、
各
地
域
に
は
、
公
私
多
様
の
教
育
に
関
す
る
飽
設
や
事
業
が
併
存
す
る
に
い
た
り
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
公
民

館
が
果
た
す
べ
き
役
割
や
活
動
の
特
質
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
。

A

注

3
}

こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
本
委
員
会
は
、
各
地
の
公
民
館
が
直
面
す
る
問
題
を
精
査
し
、
そ
れ
を
解
決
に
導
く
た
め
の
基
本
的

な
考
え
方
と
方
策
と
を
、
委
員
の
討
議
に
よ
る
試
案
を
も
と
に
、
広
聴
会
お
よ
び
研
究
集
会
に
も
提
出
し
て
得
ら
れ
た
公
民
館
関
係

者
の
意
見
を
加
え
て
、
最
終
的
な
結
論
を
打
ち
出
す
よ
う
に
つ
と
め
た
。

以
下
、
全
般
的
な
考
察
を
「
総
論
」
と
し
、
重
要
な
問
題
領
域
別
の
考
察
を
「
各
論
」
と
し
て
記
述
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
全
委

員
の
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
、

て
、
い
っ
そ
う
考
察
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

さ
ら
に
各
委
員
個
々
の
補
足
も
し
く
は
提
言
を
付
記
し

〈注
〉全

公
速
は
過
去
に
第
一
次
(
昭
和
三
九
1
四
二
年
)
、
第
二
次
(
昭
和
四
四

1
四
五
年
)
の
専
門
委
員
会
に
諮
っ
て
、

「
公
民
館
の
あ

る
べ
き
姿
と
今
目
的
指
標
(
総
論
及
び
各
論
)
、
「

I
都
市
化
に
対
応
す
る
公
民
館
」
・
「

H
公
民
館
を
め
ぐ
る
諸
制
度
改
善
の
具
体
策
」
を

ま
と
め
、
公
表
し
て
、
公
民
館
の
進
路
を
明
示
し
た
。
こ
と
に
、
第
一
次
の
そ
れ
は
、
公
民
館
の
役
割
を
「
集
会
・
活
用
|
学
留
・
創

造
1
総
合
・
調
笠
」
の
三
層
構
造
に
お
い
て
と
ら
え
た
が
、
第
二
次
の
ー
で
は
、
こ
れ
を
「
学
習
と
創
造
」
の
場
に
焦
点
化
し
、
か
っ
そ

の
E
に
お
い
て
、
公
民
館
の
体
系
、
事
業
の
構
造
化
と
職
員
の
専
門
的
資
質
及
び
養
成
・
研
修
に
力
点
を
置
く
提
案
を
し
た
。

(
参
照
)
全
国
公
民
館
連
合
会
発
行
「
公
民
館
の
あ
る
べ
き
姿
と
今
目
的
指
標
」
解
説
〔
総
集
版
〕

昭
五
七
)
。

2 

す
で
に
第
五
世
代
に
入
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
シ
ス
テ
ム
が
、
広
く
家
庭
に
ま
で
普
及
し
、

学
校
を
は
じ
め
と
し

－ 6 －



ま

え

が

き

わ
れ
わ
れ
全
国
公
民
館
連
合
会

(
以
下
「
全
公
連
」
と
略
称
す
る
。
)

の
第
五
次
専
門
委
員
は
、
昭
和
五
七
年
二
月
、
諸
問
を
受

け
て
以
来
二
カ
年
余
に
わ
た
る
審
議
を
重
ね
、
ま
た
公
民
館
に
直
接
も
し
く
は
間
接
に
か
か
わ
り
の
あ
る
人
々
の
意
見
を
徴
し
た
う
え

で
、
昭
和
五
八
年
五
月
に
中
間
発
表
を
行
っ
た
。
引
続
き
課
題
の
内
容
に
つ
い
て
慎
重
な
検
討
を
加
え
た
結
果
、
こ
こ
に
そ
れ
ら
の

結
論
を
ま
と
め
て
最
終
の
答
申
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
。

立は
1
)

さ
き
に
公
表
さ
れ
た
全
公
速
の
、
第
一
次
・
お
よ
び
第
二
次
専
門
委
員
会
が
提
附
し
た
と
こ
ろ
に
十
分
関
心
を
払
い

つ
つ
も
、
そ
れ
ら
が
構
想
さ
れ
た
お
よ
そ
ニ

O
年
前
の
わ
が
国
内
外
の
状
況
か
ら
、
著
し
い

変
化
を
生
じ
、
さ
ら
に
近
づ
く
二
一

わ
れ
わ
れ
は
、

世
紀
に
向
か
っ
て
、
い
っ
そ
う
大
き
な
変
容
を
来
た
そ
う
と
し
て
い
る
社
会
の
推
移
に
か
ん
が
み
、
公
民
館
が
選
ぶ
べ
き
針
路
と
、
蝉
肘

明
に
す
べ
き
実
像
の
大
要
を
考
察
す
る
こ
と
に
全
力
を
傾
注
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
第
一
次
専
門
委
員
会
が
、
戦
後
間
も
な
く
発
想
さ
れ
た
、
公
民
館
の
創
業
精
神
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
忠
実
に
伝

承
し
よ
う
と
し
た
趣
旨
は
認
め
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
か
、
ま
た
は
現
実
に
即
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

独
自
の
提
案
を
行
っ
た
第
二
次
専
門
委
員
会
の
報
告
内
容
を
、
さ
ら
に
新
た
な
観
点
と
必
要
と
に
基
づ
い
て
検
討
し
、
追
究
す
る
こ
と

が
作
業
の
重
点
と
な
っ
た
。

調
査
研
究
の
過
程
に
お
い
て
、
全
国
の
市
区
町
村
で
二
万
七
千
館
を
超
え
る
公
民
館
が
設
置
さ
れ
て
い
る
な
か
に
は
、
施
設
や
活

動
の
実
態
に
大
き
な
ひ
ら
き
が
あ
る
こ
と
も
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公

費
を
も
っ
て
設
置
・
運
営
さ
れ
る
も
の
が
多
数
を
占
め
る
公
民
館
が
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
処
し
て
存
続
し
、
独
自
の
性
絡
と
任
務
と

を
遂
行
し
つ
づ
け
る
た
め
に
は
、
当
然
共
通
に
守
ら
れ
る
べ
き
大
綱
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
本
委
員

会
は
、
次
の
よ
う
に
作
業
の
基
本
方
向
を
打
ち
出
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
結
果
、
委
員
相
互
に
見
解
の
一
致
を
見
た

内
容
を
総
論
と
各
論
と
に
分
け
て
記
述
す
る
こ
と
と
し
た
。

公
民
館
を
と
り
ま
く
社
会
の
動
向

ま
も
な
く
一
二
世
紀
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
今
日
の
社
会
は
、
科
学
の
目
ざ
ま
し
い
進
歩
に
促
さ
れ
て
急
激
な
変
化
を
と
げ
つ

《注
2
)

づ
け
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
伴
っ
て
、

変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
国
民
生
活
に
対
し
て
、
公
民
館
は
適
切
に
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－ 5 －



W 

公
民
館
事
業
の
情
造
化

て
事
業
を
構
造
化
す
る
必
要
と
ね
ら
い

二
、
構
造
化
の
手
順
と
方
法

三
、
事
業
の
構
造
化
と
定
型
化
の
区
別

V 

公
民
館
を
め
ぐ
る
行
・
財
政
の
課
題

て
生
涯
教
育
体
制
の
確
立
と
行
政

二
、
公
民
館
に
関
す
る
行
・
財
政
の
諜
題
と
対
策

三
、
法
令
・
基
準
等
の
改
正

第

三

部

結

あ

と

が

き

E喜

it 

誇
間
文
、
答
申
文

審
議
経
過
、
委
員
名
簿

31 38 37 36 35 35 33 32 43 41 2 46 
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生
涯
教
育
時
代
に
即
応
し
た
公
民
館
の
あ
り
方

自

、h
n、

ま

え

が

き

5 

第

部

総

論

一
、
社
会
の
推
移
と
教
育

二
、
生
涯
教
育
の
推
進
と
公
民
館
の
位
置
・
役
割

三
、
公
民
館
の
運
営
と
行
・
財
政
の
改
善

9 

-:・

ハU
'
E
A
 

11 

第

部

各

論

16 

I 

公
民
館
の
浬
念

16 

一
、
こ
れ
か
ら
の
公
民
館
に
も
と
め
ら
れ
る
も
の

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
FO 

''a・

二
、
公
民
館
の
進
路
と
、
他
の
機
関
施
設
と
の
関
係

18 

H 

公
民
館
の
管
理
・
運
営
方
針

21 

て
現
代
的
教
育
機
関
の
管
理

21 

二
、
公
立
公
民
館
運
営
の
指
針

22 

二
、
公
民
館
運
営
審
議
会
の
活
性
化

23 

四
、
管
理
・
運
営
の
改
善
方
策

25 

m山

公
民
館
の
専
門
的
職
員

27 

一
、
専
門
職
制
の
必
要
と
人
材
の
確
保

27 

二
、
専
門
職
員
の
養
成
・
配
置

28 

二、

現
職
研
修
の
強
化

29 
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害作会阻賢長す

十十七月月包

する。

探求すi f 心館中民街方で面
環i。会館割よの中公民0存霊新役機能再修認将あ在た来向苦克とな付てつをしどし〉3 

現会の出車量{社会の随所正i みれ代到来0惑であらるま3 

1 最高f? 事激変深刻! わで育即理状たの活動況喜館姿公民0べ事語解指標提万しめ主決へ0たをえるきるをし3 3 守

本重喜自十年自係民者重喜社i 「教育時代E応館」公民方諮たの問っあしてしりH 当

「
生
涯
教
育
時
代
に
即
応
し
た
公
民
館
の
あ
り
方
」
答
申
に
つ
い
て

昭
和
五
十
七
年
二
月
十
一
日
、
諮
問
を
受
け
ま
し
た
「
生
涯
教
育
時
代
に
即
応
し
た
公
民
館
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
本
委
員
会
は
、

中
間
発
表
等
の
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
鋭
意
調
査
研
究
を
重
ね
た
結
果
、
こ
こ
に
別
紙
の
と
お
り
答
申
を
致
し
ま
す
。

昭
和
五
十
九
年
三
月
三
十
一
日

第
五
次
専
門
委
員
会

委

員

長

田

代

7c 

捕

社
団
法
人
全
国
公
民
館
連
合
会

会

長

田

村

賢

作

殿

－ 2 －



昭
和
五
十
九
年
三
月

生
涯
教
育
時
代
に
即
応
し
た
公
民
館
の
あ
リ
方

(
答
申
)

社
団
法
人
人
え

をま国

17公
之氏
:会館

荷受
#註 E茸

子~A
g ~ 

A、
~ 
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鉢盛・折詰・寿司

会席料理配達御用命承ります

'-
飯塚市本町ショッピンクセンター内
電話 22-1680

t矢w j争£支庖(文化センター内)

飯塚市西町 2-58
電話 29ー 0088

*あらゆるカラーフィルムと美しいカラープリント

*完全仕上げの白黒D ・P ・E (即日仕上)

*普通コピー 2分間………仕上げ

カ メ フ 光陽社
飯塚市東徳前12-1 T E L. 2 2 -2 6 7 1 



当斎場の使用料は無料です (光熱費は、実費)
いただきます。

大斎場及び中・小斎場、遺体安置室、入浴設備、厨房、布団一式、
控え室、大駐車場。
・一般の個人葬から、大規模な合同葬に至るまで、各宗派を関わず

家庭と同じ費用で、
無駄のない立派な葬儀がて‘きます。

株式会社 包レ宅=-昼・夜とも、ご遺体輸送即参上致します。年中無休・ 24時間営業

国筑豊葬祭飯塚斎場

お 物とお禽 l' • • • 

@飯零J里?F各F街



い出づくり少隼@鮒

琉球 悶海運 TEL … )川

(代理屈:共進トラベル TEL 092(291)3362 

-酒のデパート.

本庖飯塚市御幸町宮⑫3050(代表)

支庖飯塚市永楽町宮⑫0049



立岩焼

如水窯 宛

窯元二 宮 如 水

飯塚市大字蓮台寺266の3

電話 (0948) 23 -7720 

~Mnll~~;~ ~亘
二]![i@¥¥下

司ド匝元
→γ11 

明日の事務機を拓く

⑧雄武§社主 置
本社飯塚市流通センタ一通り 卸 団 地 TEL代表⑫2850

田川庖 田川市栄町 1-2 (田川市役所前)TE L代表⑭3300

恒塚東町庖飯塚市飯塚13-23 (東町商庖街) T E L代表⑫2950

たまおき 飯塚眉・ジャスコ飯塚庖 4F TEL ⑮0249 

快適な住まいづくりに奉仕する

アルミサッシ・新建材・住宅機器一式

株式会社 一
-・・圃・・・

喜一
代表取締役片 平秀 幸

嘉穂郡穂波町小正405-1 
密 0948-22 -1 5 3 7 



夢の住宅設計実績と信頼の施工
公庫・年金その他ローン手続何なりと御相談下さい

総合建設業|

設計施工久保薗組
嘉穂郡頴田町勢田879 tt(代)09496-2ー 0521

鉄骨工事・住宅新築・

改造工事・土木工事一式

総合建設業(有)修成工業
代表取締 役藤 本正 治

嘉穂郡頴田町勢田1868の1雷 09496-2 -0 70 1 

贈答品・美術品・記念品 喫 茶

O高 qqiほろわ
嘉穂郡頴田町口の原

雷 09496-2 -2 6 1 5 雷 09496-2 -7 3 3 5 



オフィスの未来をデザインする

株式会社イトーキ福岡支庖
支庖長 森脇俊夫

OA機器のリコー

福岡リコー株式会社
本社 福岡市中央区天神4-27-1 (天神栄泉 ピル )

干810T E L. 092ー741-3 838 (大代表)

身近かな環境を美しく

浄化槽清掃・維持管理業

庄 内衛生舎
松 山 春 道

福岡県嘉穂郡庄内町大字多田259番地

干820-01 T E L. 0948 -82ー0450
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記念品・贈答品・引出物

ご用命は気軽にご相談下さい

ご一報有り次第お伺い致します

ギフトセンター

コヨザi屋拘束庖

本庖飯塚市東町商庖街

TEL.22ー 0701附)

外商部 流通センター卸団地

TEL.23-0410 



桂川町に根をおろして 16年 カネタシャツは

地元の発展と共に 歩んで来ました

積翼倉祉施率q雪，.・7桓岡工場
干 820-06 福岡県嘉穂郡桂川町土師 ft 0948⑮0094 

活力企業・拘本qタルーフ(大阪・東京・名古屋・福岡・北海道・佐賀・長崎)

株式会社福岡タルク工業所

代表取締役 西 山 徳 光

本 社 福 岡 県 嘉 穂郡桂川町豆田151

T E L. 0948 (65) 3 4 1 1 (代)

FAX 0948 (65) 3 2 6 5 

工 場 福岡県嘉穂郡筑穂町平塚67の1

T E L. 0948 (72) 0 0 9 3 (代)

自社製 CJ 
ロロ

製紙用充填材・塗料・農薬・増量剤・機械・減磨剤

白色顔料・化粧品剤・その他耐火・建材等の鉱物微粉末
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品 質本位

崎
福岡県嘉 穂郡嘉穂町大字大隈 大里酒造株式会社醸
T E L. 0948 (57) 0059(代)

喜

久
。)• 

福岡県嘉穂町大字大隈町

TEL馴 8 (57) 0009附)玉の井酒造株式会社

清酒

栴ヶ谷酒造株式曾社
福岡鯨嘉 穂 町 大 字 大 隈 町346

T E L.0948 (57) 0005付モ)
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都心も自然も身ぢかな、さわやかタウン。
国鉄篠栗線
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.申込受付

随 時 毎 日 8時30卦-17時迄

但し日曜、祭日は除く。

土柑日は午前中

-受付場所

筑穂町土地開発公社

{筑樫町役場内)

-融資について
偽金似拠開にお問，.合ぜ下さ い.

(弘222鉱2222m1233)|笠
耐と します J1一一ーー

.今回分譲の資格 ・要件 ."、

. ( ， ら \'Htする ためのIt'txはが1綱渡 IIJlf I~
じを仰するために凶を岬とするも I~
のである 事崎 1-

・賞受申込み1;1:'I!HII {，(丙と&ゥています E・で

・H以内に住乞を建築すること 1'"'、、
・代金の支弘 1._ 
イ 突約保証金{草分線価怖の10%を分 ~. I墓園田E

決足後 711 以内に~.品むこと 1. .. 
ロ泊代金"契約脚Hまでに叫Uこと. 目、.

・ 契約機 5 年間 '1令官が~，I と .η ます E ・哩~

筒梨Itol'買前大分 J駅前に開発した¥1-・E
当団地は "と械にかこ まれた自然1\! 1~ 11圃 ・
の中で、ゆとりのある生活を目的に透|目忌正

吹され 交通の使にも縛れた住宅地で .1 1 占~
付近にはゴ凡フ蜘 hトプンする&ど刷 11 0 
の健合開発が担速に進められています



二長 文具・事務機・教育機器

印判部(実印・認印・ゴム聞)併般

⑧大塚文具庖
山田市上山田本町

T E L.0948( 52) 012 7 

寿司・害'IJ烹・仕虫し

山田市下山田宮 52ー 0316代)






